
■「とやま未来創生戦略」　の施策の最終評価（案）総括表

番号 番号

施策 最近の動き 連携状況 進捗判定 進捗状況
施策の見
直しの方

向性
施策推進に向けての課題 今後の施策の方向性 KPI （H22） （H23） （H24） （H25）

策定時
（H26）

実績
（H27）

目標
（H31）

評価指標動向の説明
達成の
見通し

達成の見通しの判断理由

1
平均初婚年齢
（歳）

夫30.6歳
妻28.7歳

夫30.7歳
妻28.8歳

夫30.8歳
妻29.0歳

夫30.5歳
妻29.1歳

夫31.0歳
妻29.2歳

夫30.8歳
妻29.1歳

１歳程度引
き下げる

・本県の平均初婚年齢は、夫、妻
ともに全国平均（夫31.1歳、妻29.4
歳）より若く、何れも前年を下回っ
た。妻が前年を下回ったのは、昭
和55年以来35年ぶり。

達成可
能

・目標達成には、夫0.8歳、妻0.9歳の下降
が必要であるが、長年続いてきた上昇傾
向が、H27は妻・夫ともに下降に転じたこと
などを踏まえると、目標は「達成可能」であ
ると判断した。

地方創
生推進
室

2
未婚率（25歳～29歳）
（％）

男性71.1%
女性57.4%

－ － －
男性71.1%
女性57.4%

(H22)

男性73.6%
女性59.4%

引き下げ
る

・近年、25～29歳の未婚率は上昇
傾向。
（全国（H22）＜男性＞71.8%、＜女
性＞60.3%、（H27）＜男性＞72.7%、
＜女性＞61.3%）

要努力
・平均初婚年齢は引下げの傾向が見られ
るが、若年層の未婚率は上昇傾向にあ
り、「要努力」と判断した。

地方創
生推進
室

3
妊娠11週以下での妊娠の
届出率
（％）

87.7% 89.1% 90.7% 91.3% 92.7% 92.7% 100.0%
・目標値には達していないが、高い
割合を維持しており、改善傾向に
ある。

要努力
・４年前と比較すると、5.0%改善し、年次推
移も増加傾向であるが、目標達成には、
引き続き努力を要する。

健康課

4
１歳６か月児健康診査受
診率
（％）

97.8% 97.9% 97.7% 98.1% 98.0% 98.2% 100.0%
・平成25年度は全国第２位の高い
受診率である。年次推移も増加傾
向にある。

要努力
・増加傾向にあるが、限りなく100%に近づ
くため、引き続き努力を要する。

健康課

5
３歳児健康診査受診率
（％）

96.1% 96.7% 97.1% 96.9% 97.3% 97.2% 100.0%
・平成25年度は全国第４位の高い
受診率である。年次推移も増加傾
向にある。

要努力
・増加傾向にあるが、限りなく100%に近づ
くため、引き続き努力を要する。

健康課

6
病児・病後児保育実施箇
所数
（箇所）

57箇所 70箇所 76箇所 76箇所 82箇所 108箇所 130箇所
・市町村計画等に基づき、着実に
増加している。

達成可能

・「かがやけ　とやまっ子　みらいプラン」の
H31目標値（103箇所）は達成したが、各市
町村ではさらなる上積みを行うこととして
いることから、今後も増加が見込まれ、目
標は「達成可能」であると判断した。

児童青
年家庭
課

7
放課後児童クラブ実施箇
所数
（箇所）

202箇所 209箇所 211箇所 219箇所 223箇所 239箇所 259箇所
・市町村計画に基づき、着実に増
加している。

達成可能

・「かがやけ　とやまっ子　みらいプラン」に
掲げられた施策及び、各市町村の子ども・
子育て支援事業計画で掲げられた施策を
連携して取組むことにより、目標は「達成
可能」であると判断した。

児童青
年家庭
課

8
「とやまっ子　子育て応援
券」の利用率（％）

－ － － 81.9% 83.2% 81.4% 90.0%

・発行後、３年間の利用期間を終
了した応援券の利用実績について
は、利用期間中に県外へ転出され
た家庭等が一定程度あり、過去２
年間の利用率と同等程度の利用
率となった。

要努力
・利用期間内の転入・転出を考慮すると、
目標90％の達成には、一層の周知が必要
であることから、「要努力」と判断した。

児童青
年家庭
課

9

がんばる子育て家庭支援
融資による無利子融資件
数（累計）
（件）

－ － － － － 268件 780件
・初年度の無利子融資件数は、
KPI設定時の見込み202件を上
回っている。

達成可能
・目標達成にはH28～H31平均129件の融
資が必要であるが、今後も周知に努める
ことにより、「達成可能」であると判断した。

児童青
年家庭
課

5
③社会全体での子育て支
援の機運醸成

・国では社会全体で子育て世帯を応援する
ため、各都道府県で行われている子育て支
援サービスの対象者を、全国に広げる「子
育て支援パスポート事業」を平成28年4月か
らスタートし、本県の「とやま子育て応援
団」も協賛店舗等の賛同を得て参加した。
・また、自治体を支援する国の交付金の対
象が、子育てに温かい社会づくり、機運の
醸成の取組みなどに集約した。

・県、市町村、とやま子育て応援団
協賛店舗が連携し、対象世帯に対し
て効果的に周知し、制度の利用促進
につなげている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・とやま子育て応援団のＰＲを行うと
ともに、子育て支援等ポータルサイト
を構築し、市町村の子育て支援情報
等もあわせた総合的な情報発信を
することにより、子どもの成長や子育
てを社会全体で支える機運が高まっ
た。
・また、若者等に結婚、妊娠、出産、
子育ての喜びを伝え、さらに、富山
のライフステージごとに充実した生
活環境を県内外にＰＲするハッピー
ライフキャンペーンを実施したとこ
ろ、事業終了後のアンケート調査で
は、全体の7割以上に結婚や子育て
に前向きになったなどの意識変化が
あり、県民の結婚、妊娠、出産、子
育てにかかる機運が高まった。

不要

・平成27年11月に実施したとやま
子育て応援団の利用者との意見
交換でも指摘されたが、保育園、
幼稚園、小中学校を通じたPRだけ
でなく、未就園児の保護者や祖父
母など、制度のPRを十分行ってい
なかった層へも働きかけていく必
要がある。

・引き続き、平成28年度に実施す
るとやま子育て応援団利用促進事
業や第４子以上誕生お祝い事業
等を進めることにより、社会全体で
子育てを支援する機運の醸成を図
るとともに、県や市町村の取組み
について、県民が理解を深め、子
育て支援・少子化対策についての
意識が共有できるよう、ポータルサ
イト等によってわかりやすい情報
発信を行っていく。

10
とやま子育て応援団の利
用度
（％）

33.2% 44.5% 51.6% 49.4% 53.7% 50.3% 70.0%

・平成26年度に比べ平成27年度は
下回ったが、４年前の平成22年度
に比べ20％程度上昇している。
（※標本調査のため年度により増
減が見られる。）

達成可能

・目標達成には、毎年５％の増加が必要
であるが、利用促進事業(H23実施）の翌
年のH24年度には7.1％増加しており、今
後も利用促進のための事業を継続して実
施することで、目標が「達成可能」であると
判断した。

地方創
生推進
室

再掲
(60)

④男性が家事・育児・介護
等に参画できる環境整備の
推進【再掲】

再掲
（93）

6歳未満の子どもを持つ男
性の育児・家事関連時間
（分）

男女参
画・県民
協働課

（ウ）職場にお
ける子育て支
援

6
①仕事と子育ての両立支援
に向けた職場環境の整備促
進

・国では一億総活躍国民会議の議論を踏まえ、
長時間労働の是正などによる働き方改革の推
進や、子育てや介護をしながら仕事を続けるこ
とができる社会をつくるため、子育て・介護の環
境整備などに取り組むこととした「ニッポン一億
総活躍プラン」を閣議決定した。

・県においても、経済団体や関係機関、
市町村等と連携し、同プランに資する取
組みを展開している。

Ａ　概ね順調

・行動計画策定義務対象を平成29
年4月から30人以上の企業に拡大す
ることに伴い、小規模な企業に対す
る策定支援にもきめ細かく取り組ん
できた結果、行動計画を策定した企
業が増加（届出率　H27.3月 15.7%
→ H28.3月 34.2%）

不要

・平成29年4月から新たに行動計
画策定義務対象となる30人～50
人規模の企業については、策定さ
れていない企業がまだあることか
ら、引き続き取組みを進める必要
がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

11
一般事業主行動計画を策
定し、国に届け出た企業数
（社）

1,421社 1,559社 1,587社 1,518社 1,502社 1,612社 2,150社

・平成29年4月から30人以上の企
業に拡大することに伴い、小規模
企業に対し、仕事と子育て両立支
援推進員の企業訪問や一般事業
主行動計画策定研修会の開催な
どによる支援の強化に取り組んで
きた結果、増加傾向にある。

達成可能

・行動計画策定義務対象を平成29年4月
から30人以上の企業に拡大することに伴
い、今後は小規模な企業に対する策定支
援にもきめ細かく取り組むことから達成可
能と判断した。

労働雇
用課

12

医薬品生産金額（厚生労
働省　薬事工業生産動態
調査）
（億円）

5,736億
円

4,737億
円

5,754億
円

6,083億
円

6,089億
円(H25)

6,163億
円(H26)

9,000億
円

・平成26年の生産金額は、全国の
金額が対前年比－4.4％となる中
で、本県の金額は対前年比＋
1.2％の6,163億円となり、過去最高
額を記録するとともに、都道府県
の中で第2位となった。

達成可
能

・生産金額が伸び悩んだ要因の一つとし
て、国による薬価基準の引下げの影響が
考えられるが、本県では、自社製造額等
は着実に伸長しており、かつ継続して積極
的な設備投資が実施されていることから、
全体として県内医薬品産業は引き続き伸
長していくと考えられる。

くすり政
策課

13

バイオ関連商品の年間売
上高（富山県庁商工企画
課まとめ）
（億円）

45.9億円 58.0億円 48.4億円 57.2億円 56.5億円 63.1億円 80億円
・順調に伸長しており、H27年には
過去最高となる63.1億円となった。

達成可能
・引き続き、同水準で増加率が推移すれ
ば、目標は「達成可能」であると判断した。

商工企
画課

基本目標 基本的方向
具体的施策
（大分類）

具体的施策中分類

施策を取り巻く状況 施策の進捗状況

KPI名

KPI

担当課

１　結婚・出産・
子育ての願いが
叶う環境整備

１　結婚から
子育てまで切
れ目のない支
援による少子
化対策の推進

（ア）結婚・妊
娠・出産支援

1
①結婚を希望する男女の出
会いの場の提供やライフプ
ラン教育の充実

・国では一億総活躍国民会議の議論を踏まえ、
地域における様々な出会いの機会の提供など
結婚に向けた活動を支援することとされ、補正
予算で措置されてきた地域の少子化対策を進
めるための交付金が平成28年度に初めて当初
予算で予算化された。県内市町村においても、
こうした交付金を活用し、結婚を希望する男女
の出会いや、結婚の機運醸成に資する取組み
を展開している。

・県、市町村、関係団体等が連携し、結
婚支援ネットワークを形成するとともに、
婚活イベントを支援することで、結婚を
希望する方々の結婚促進につなげてい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・とやまマリッジサポートセンターに
おいて結婚支援事業を総合的に行
うことにより、平成27年度末時点で、
累計で219組のカップルが成立し、８
組が成婚するなど、一定の成果を上
げている。また、高校生等の若い世
代からのライフプラン教育を実施し
たほか、マスコミ等と連携して若者を
はじめとした幅広い層に、結婚をは
じめ、妊娠、出産、育児の喜びを伝
達し、機運醸成が図られた。

不要

・とやまマリッジサポートセンターに
おいて、より多くのマッチング・成
婚に結びつけるため、男性会員の
約半数である女性の会員増を促
進する取組みが必要である。ま
た、県内の市町村単位で実施して
いる結婚相談や、マッチング支援
等について、市町村レベルでは限
界があるものもあり、県、市町村、
マリッジサポートセンター等が連携
することで広域的な結婚支援を実
施し、結婚促進につなげていく必
要がある。

・引き続き、平成28年度に取り組む
とやまマリッジサポートセンター等
を活用した総合的な結婚支援や若
い世代へのライフプラン教育を効
果的に推進し、市町村や関係団体
等と連携を図りながら、未婚化・晩
婚化の流れを食い止める。

2
②妊娠、出産、健やかな子
どもの成長のための環境整
備

・国では、産休中の負担の軽減や産後ケアの充
実を始め、「子育て世代包括支援センター」の整
備などにより、切れ目のない支援体制を構築し
ていくこととされた。
・県内市町村では、結婚・妊娠・出産・育児の
「切れ目ない支援」を行うことを目的とした地域
の実情に応じたニーズに対応する地域独自の
先駆的な取組を行う地方公共団体を支援する
交付金等の活用により、取組みを展開してい
る。

・厚生センターが圏域ごとに開催する周
産期保健医療地域ネットワーク会議によ
り、周産期医療機関、市町村、厚生セン
ター等の連携を図っている。

Ａ　概ね順調

・厚生センターが圏域毎に周産期保
健医療地域ネットワーク会議を開催
し、地域の実情に応じハイリスク妊
産婦や児に対する支援を含む妊娠
期から子育て期への切れ目ない支
援の連携体制の強化が図られた。
・全国より充実した不妊治療費助成
を行うとともに、新たに男性不妊症
の治療費助成や専門相談を実施し
た。加えて、不育症治療研究事業を
実施し、県内での不育症関係者によ
るネットワークの構築を図った。

要検討

・引き続き、切れ目のない支援の
連携体制の充実が必要である。
・不妊治療、不育症治療に関して
は、早期受診を促す取組みが必要
である。

・引き続き、周産期医療と市町村
や厚生センターが実施する母子保
健事業との連携を深め、さらに、産
前・産後ケア推進のための市町
村・助産所への支援など、妊娠期
からの切れ目ない支援体制を強
化する。また、早期に受診を促す
観点より、不妊治療の初回治療費
の拡充や男性不妊治療費助成の
継続とともに、不育症患者会と連
携した不育症相談会の充実を図
る。

（イ）家庭・地
域における子
育て支援

3
①多様な保育・子育て支援
サービスの充実や子育て支
援人材の育成

【子育て支援人材の育成】
・保育士については、①H27に人勧に従った２％
に加え、②消費税財源を活用した３％相当、③
H27補正で１．９％相当の処遇改善をこれまで
行ったが、ニッポン１億総活躍プランにおいて、
さらに、２％相当の処遇改善と、技能・経験を積
んだ保育士に４万円程度の追加的な処遇改善
を行うこととしている。
・放課後児童クラブの職員についても処遇改善
を進めることとしている。
【放課後児童クラブの拡充】
・総活躍プランでは、H31年度末に30万人の追
加的受け皿整備（H30年度末に前倒し実施する
ための方策検討）を進めることとしている。
【病児・病後児保育の拡充】
・H28国予算において、①施設整備事業、②拠
点施設に看護師等を配置し、保育所等におい
て保育中に体調が悪くなった児童を移送するメ
ニューが創設された。

【子育て支援人材の育成】
・市町村と連携し、保育所・認定こども園
に対し、適切に保育士の賃金に反映す
るよう指導を行っている。
・市町村に対し、国の補助金を活用し放
課後児童クラブの職員の処遇改善を行
うよう働きかけ、28年度は２市が実施予
定
【放課後児童クラブの拡充】
・かがやけとやまっ子みらいプランや市
町村の子ども・子育て支援事業計画に
基づき着実に実施
【病児・病後児保育の拡充】
・同プラン等に基づき着実に実施してい
るが、新事業の活用について、要件等を
国に確認するなど、市町村を支援

Ａ　概ね順調

・多様な保育・子育て支援として、病
児・病後児保育が108箇所（26年度
から26箇所増）、放課後児童クラブ
が239箇所（26年度から16箇所増）と
着実に増加しており、仕事と子育て
の両立など子育て家庭への支援が
拡充した。

不要

・多様な保育・子育て支援の充実
に必要な人材の確保に向けて、病
児・病後児保育に関しては、保育
士や看護師について、放課後児童
クラブに関しては、放課後児童支
援員等の指導員について、その掘
り起しや研修の充実を図る必要が
ある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、民間の関
係団体と連携を図っていく。

4
②子育て家庭の経済的負
担の軽減

・多子世帯への経済的支援として、H28予算に
おいて、所得の低い世帯（年収360万円未満）に
対する保育料軽減について、同時入所要件を
撤廃し、第２子1/2、第３子無料とされたが、１億
総活躍プランでは、「いわゆる団塊ジュニア世
代の人口構造上の重要性も踏まえつつ、多子
世帯への支援を推進する」こととしている。
・国において、子どもの医療制度の在り方等に
関する検討会が開催され、子どもの医療のか
かり方や、子どもの医療に関わる制度などにつ
いて議論がとりまとめられたが、年末までに方
針が示される。

・県の重要要望や知事会を通じて、国に
対して第３子以降の保育料無料化につ
いて、所得制限の緩和を働きかけてい
る。
・県の重要要望や知事会を通じて、子ど
も医療費の全国一律の制度の構築、国
民健康保険制度における子どもの医療
費助成に係る国庫負担金等の減額措置
の早急な廃止などを要望している。

Ａ　概ね順調

・H27は、乳幼児医療費助成、子育
て応援券、保育料第３子以降無料
化、がんばる子育て家庭支援融資
の実質無利子化等子育て家庭の経
済的負担の軽減に総合的に取組ん
だところである。

不要

・県の調査によれば、理想の子ど
もの数は３人以上とする回答が約
６割なのに対し、実際に欲しい子
どもの数は２人とする回答が多く、
その理由として、子育てに係る経
済的な負担が課題とされたことか
ら、子育て家庭が希望する子ども
を持てるよう重点的に取組みを進
める必要がある。

・新たに、平成28年度当初予算に
盛り込んだ多子同居・三世代同居
に係る➀住みよい家づくり資金融
資制度の実質無利子化や②不動
産取得税の減免制度の拡充によ
り子育て家庭への支援に取り組む
とともに、国、市町村、関係機関と
連携を図っていく。

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

１ 産業・地
域経済の活性
化

（ア）富山県の
強みを活かし
た成長産業の
育成

7
①「薬都とやま」の産業集積
を活かしたライフイノベー
ションの推進

・国では、ロボット、ICT、人工知能、ゲノム解析
等の技術革新を最大限に活用し、医療・介護の
質や、国民の生活の質の向上、革新的な医薬
品・医療機器等の開発・事業化につなげ、世界
最先端の健康立国の実現、グローバル市場の
獲得を目指す取組みを行っている。
・平成27年4月には、日本医療研究開発機構
（AMED）が設置され、医療・健康分野の研究開
発を推進している。

・本県に(独)医薬品医療機器総合機構
（PMDA）の北陸支部と「アジア医薬品・
医療機器トレーニングセンター研修所」
が設置されたほか、今後、国立医薬品
食品衛生研究所と県薬事研究所によっ
て、生薬のエキスを用いた医薬品の開
発を円滑化するための共同研究が実施
されることとなっている。
・「北陸ライフサイエンスクラスター」の取
組み等により、石川県、福井県とともに
県域を越えて産学官金37団体が連携
し、ライフサイエンスの拠点形成を目指
している。

Ａ　概ね順調

・「世界に羽ばたく“薬都とやま”」の
実現に向け、医薬品産業の振興に
取り組むことにより、平成26年の医
薬品生産金額は過去最高を記録す
るなど、その成果は着実に現れてい
る。また、本県の産業集積を活かし
たライフイノベーションの推進によ
り、3期・15年間にわたるクラスター
事業の研究成果を活かした新しい医
薬品、機能性食品等の開発や、バイ
オ関連技術の事業化を支援し、医薬
工連携による製品開発を促進してい
る。

要検討

・国内の医薬品市場規模は、ほぼ
横ばいであり、薬価の削減傾向に
より今後大きな市場規模の拡大は
望み難い。また、ジェネリック医薬
品のシェア増大が頭打ちとなり、価
格競争が激化すると予想され、各
製薬企業は他社製品と差別化さ
れた高付加価値の医薬品の製造
による利益確保が必要と考えられ
る。一方で、海外の医薬品市場
は、アセアンを中心とした新興国に
おいて、今後も高い成長が見込ま
れるため、海外への進出を含めた
販路拡大を推進する必要があると
考えられる。
・県内の医薬品産業が今後とも発
展していくために、バイオ医薬品等
の付加価値が高く、かつ競争力の
ある製品の研究開発を支援する必
要がある。
・医薬・バイオ、医薬工連携などの
成長分野への参入にあたっては、
ニーズ・シーズのミスマッチが少な
くないこと、新たな分野での市場探
索・販路開拓には困難を伴うことな
どから、県内ものづくり企業の参入
に伸び悩みがみられる。

・高い製剤技術開発力を活かした
小児用医薬品等の開発や、医薬
品関連産業との連携強化等によ
り、高い付加価値の医薬品開発を
支援するとともに、海外への販路
開拓を推進。
・県内医薬品メーカーの製剤技術
力の更なる強化やバイオ医薬品
等の高付加価値な製品の開発・製
造の促進を支援するため、地方創
生に係る国の交付金を活用し、最
新鋭の質量分析計等の高度な分
析機器を整備した「未来創薬開発
支援分析センター」（仮称）を設置
し、県内製薬企業や大学による利
用を促すこととしている。（平成30
年度供用開始予定）
・医薬・福祉分野とものづくり分野
の関係者のネットワーク構築によ
るマッチング、医薬工の連携強化
を図りながら、事業化、研究開発
等への支援により、本県企業の参
入を促進。

資料1-2 付表 

1



番号 番号

施策 最近の動き 連携状況 進捗判定 進捗状況
施策の見
直しの方

向性
施策推進に向けての課題 今後の施策の方向性 KPI （H22） （H23） （H24） （H25）

策定時
（H26）

実績
（H27）

目標
（H31）

評価指標動向の説明
達成の
見通し

達成の見通しの判断理由
基本目標 基本的方向

具体的施策
（大分類）

具体的施策中分類

施策を取り巻く状況 施策の進捗状況

KPI名

KPI

担当課

資料1-2 付表 

14
機械・金属・電子部品の製
造品出荷額
（億円）

1兆3,437
億円

1兆4,598
億円

1兆3,167
億円

1兆3,090
億円

1兆3,977
億円

集計速報
H29年1月

1兆5,000
億円

・製造品出荷額のうち、先端ものづ
くり産業に関係する業種（金属製
品製造業、はん用機械器具製造
業、生産用機械器具製造業、業務
用機械器具製造業、電子部品・デ
バイス・電子回路製造業、電子機
械器具製造業、情報通信機械器
具製造業、輸送用機械器具製造
業）を合計したもの

達成可能

・鉱工業生産指数の動きをみると、H21年
に大きく落ち込んだ後は、回復基調にあ
る。また、ものづくり研究開発センターを活
用した、ものづくり技術の実用化・商品化
は着実に進められており、今後も先端もの
づくり産業の積極的な支援を図ることで、
目標達成は可能であると判断した。

商工企
画課

15
JIS　Q9100（航空機部品関
連の認証）取得企業数
（社）

2社 2社 4社 5社 9社 11社 19社

・航空機産業は非常に参入障壁が
高くJIS Q 9100認証取得企業は、
県の支援前は、ほぼ横ばいであっ
た。今後も県の支援を継続するこ
とで認証取得企業の安定的な増加
を図り年２件の認証取得企業増加
を目指す。

達成可能
・今後も年２件の取得が維持できれば達
成可能。これまで同様、県内企業の取得
を支援していく。

商工企
画課

16
従業者1人当たり付加価値
額（製造業）
（万円）

1,000万円
1,068万

円
966万円 985万円 1,044万円

集計速報
H29年1月

1,150万円

・県内製造業（従業者4人以上）の
付加価値額を従業者数（常用雇用
者数＋個人事業主及び無給家族
授業者数の計）で除したもの

達成可能

・付加価値額の動きをみると、H21年に大
きく落ち込んだ後は、回復基調にある。今
後も、事業者が取り組む技術開発や新た
な設備導入などに対して積極的な支援を
図ることで、目標達成は可能であると判断
した。

商工企
画課

17
年間産学官共同研究件数
（件）

329件 321件 336件 315件 345件 393件 375件

・産学官コーディネーターの活動や
産学官金連携の強化によって、県
内企業と大学・高専・工業技術セン
ターとの積極的な共同研究開発が
行われ、大幅な増加が見られた。
（H26→H27で48件増加）

達成可能
・H27年度に、産学官共同研究案件が大
幅に増加しており、達成可能と判断した。

商工企
画課

18
年間特許出願件数
（件）

650件 720件 721件 690件 703件 659件 720件

・近年、企業は、特許を厳選して出
願する傾向にあるため、出願件数
の大幅な伸びは難しいが、県内の
産学官共同研究の成果を着実に
特許化していくことで、現状以上を
目指す。

達成可能
・研究成果を確実に特許化していくことに
より目標は達成可能と判断した。

商工企
画課

19

国等の競争的研究開発資
金の新規獲得件数（１件あ
たり２千万円以上の産学官
連携プロジェクトの獲得数
<H18年度以降の累計>）
（件）

20件 23件 28件 32件 33件 36件 43件

・ものづくり研究開発センターの最
先端設備の活用や、産学官連携
コーディネータの連携強化により、
年２件程度の新規獲得を目指す。

達成可能 ・年２件を達成することで達成可能
商工企
画課

10
④高度ものづくり人材の育
成

・中国をはじめとする新興国におけるものづくり
産業が成長しており、県内中小企業が、この厳
しい世界的競争を勝ち抜くためには、企業の技
術者・研究者がナノテク等の高度で新しい技術
を常に習得し続け、製品開発に活用していくこと
が必要となっている。

・県内企業単独では困難な最新の技術
の習得を、大学や工業技術センターの
職員との共同研究活動を行うことで、企
業内の若手技術者・研究者の育成に努
めている。

Ａ　概ね順調

・高度ものづくり人材の育成の重要
性を強く認識し、若い研究者を育て
る会などの共同研究活動に企業技
術者を派遣する企業が県内にはいく
つもあり、順調に人材育成が進捗し
ている。

不要

・本県のものづくりを支える高度な
ものづくり人材の育成が、現在、重
要な課題となっており、今後も、若
い研究者を育てる会や工業技術セ
ンターでの人材育成研修を実施す
ることで、高度なものづくり人材の
育成を目指す。その際、ものづくり
人材の育成の重要性をしっかりと
県内中小企業にＰＲし、参加する
企業数をより一層増やす活動も重
要となっている。

・積極的に県内企業の技術者の育
成を図るとともに、技術者同士の
交流、産学官の連携を推進し、県
内企業の新技術・新製品開発、成
長産業分野への進出に寄与して
いく。

20
ものづくり人材の育成人数
（人）

－ － 142人 159人 183人 198人 285人

・ものづくり人材の育成人数は、お
おむね20人前後の水準で推移して
いる。(27年度　15人、26年度　24
人)

達成可能

・毎年のものづくり人材の育成人数にはば
らつきがあるものの、目標に近い数値で
推移しており、目標達成は可能と考えられ
る。

商工企
画課

11

①富山県新世紀産業機構
等における産学官連携コー
ディネートや産学官金連携
体制の強化

・文部科学省では、地域の産学官共同研究を
推進するための拠点を整備する「地域産学官共
同研究拠点整備事業」を実施。本県では、県内
ものづくり産業振興の拠点となる「富山県ものづ
くり研究開発センター」をH23年4月に開所。さら
に、高機能素材ラボ、デジタルものづくりラボを
H27.4に運用開始し、産学官共同研究の環境整
備を積極的に行った。

・富山大学や県立大学が企業との共同
研究を積極的に進めていることや、新世
紀産業機構や工技セ・大学のコーディ
ネータが一同に集まり情報を行うコー
ディネータ－連絡会の開催、金融機関も
加わるマッチングイベント「産学官金交
流会」の開催により、産学官連携が着実
に進展している。

Ａ　概ね順調

・産学官コーディネーターの活動や
産学官金連携の強化によって、県内
企業と大学・高専・工業技術センター
との積極的な共同研究開発が行わ
れた。

不要

・産学官共同研究数を高いレベル
で維持していくために、引き続き、
（公財）富山県新世紀産業機構の
産学官連携コーディネーターや工
業技術センターのものづくりアドバ
イザー機能の充実を図る。また、
産学官金交流会の開催内容を常
に改善し活性化することで、企業
の技術ニーズと大学、試験研究機
関の技術シーズとのマッチングの
場をより充実させる。

・今後は、産学官共同研究で得ら
れた成果の実用化（新商品の開発
や成長分野への新規参入）につい
ても積極的に支援していく。

再掲
（17）

年間産学官共同研究件数
（件）

329件 321件 336件 315件 345件 393件 375件

・産学官コーディネーターの活動や
産学官金連携の強化によって、県
内企業と大学・高専・工業技術セン
ターとの積極的な共同研究開発が
行われ、大幅な増加が見られた。
（H26→H27で48件増加）

達成可能
・H27年度に、産学官共同研究案件が大
幅に増加しており、達成可能と判断した。

商工企
画課

12

②創業・ベンチャー、新商
品・新サービス開発、第二
創業などへの事業資金や販
路開拓等の支援

・国では、産業競争力強化法の認定市区町村
で創業を目指す創業者や第二創業者に対し、
創業費用の補助を行っている。また、後継者問
題に悩む経営者とその経営資源を活用し事業
を拡大したい会社等のマッチング支援を行う
「事業引継ぎ支援センター」を設置し、円滑な事
業承継を支援している。

・創業・第二創業補助金の採択にあたっ
ては、地域審査委員会が開催され、都
道府県の意見も反映されることとなっ
た。

Ａ　概ね順調

・スタートアップ期の中小企業者等を
対象とした、資金面での負担軽減の
ための助成事業や県制度融資の創
業支援資金には多くの申請があり、
新規開業件数は増加の動きも見ら
れるようになった。

不要
・創業時に加え、創業後のサポー
トを行うことにより、事業継続率の
向上に努めていく必要がある。

・引き続き、施策に盛り込んだ事業
を着実に進めていくとともに、国や
関係団体との連携を図っていく。

21
県内中小企業（製造業）の
付加価値額
（億円）

6,949億
円

7,478億
円

7,048億
円

7,623億
円

8,410億
円

H29.2公
表予定

9,800億
円

・世界同時不況の影響もあり、平
成21年は大幅に落ち込んだが、平
成22年以降は持ち直した。

達成可
能

・本県の景気は緩やかに回復してきてお
り、今後とも「中小企業の振興と人材の育
成、小規模企業の持続的な発展の促進等
に関する基本条例」に基づき、支援策を継
続拡充していくことにより、目標達成が可
能と判断した。

経営支
援課

再掲
（21）

県内中小企業（製造業）の
付加価値額
（億円）

6,949億
円

7,478億
円

7,048億
円

7,623億
円

8,410億
円

H29.2公
表予定

9,800億
円

・世界同時不況の影響もあり、平
成21年は大幅に落ち込んだが、平
成22年以降は持ち直した。

達成可
能

・本県の景気は緩やかに回復してきてお
り、今後とも「中小企業の振興と人材の育
成、小規模企業の持続的な発展の促進等
に関する基本条例」に基づき、支援策を継
続拡充していくことにより、目標達成が可
能と判断した。

経営支
援課

22
新商品開発等への助成件
数
（件）

－ － － － 265件 344件 590件
・新商品・新サービス開発件数は
増加している。

達成可能
・現在のペースで増加が続けば達成可能
と判断した。

経営支
援課

14
④大都市圏等域外からの需
要の取込みなど販路拡大へ
の支援

・中小企業の活性化については、産学官金がそ
れぞれに支援の動きを強めている。また、地方
創生推進交付金の要件としても、単に地方公共
団体のみの取組ではなく、民間と共同で行う事
業である「官民協働」が求められている。

・6月にものづくり関係団体、金融機関、
産業支援機関との連携により、機械部
品、加工技術の日本最大の見本市「機
械要素技術展」へ出展した。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・首都圏を中心にした商談会の開
催、大手企業での展示・商談会の実
施、見本市への出展支援など、着実
に施策を実行した。

不要

・県内中小企業が支援策を十分に
活用できるよう、より一層広報活動
に取り組むとともに、支援企業が
効果的に技術や製品の売り込み
ができるよう決め細やかな指導す
ることが必要である。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、産学官金連携を強
化し、「オール富山」で販路の開拓
を支援する。

23

県の中小企業販路開拓支
援事業における商談成約
金額
（億円）

－ － － －

約6.8億
円/年

（H21～
H25）

H29年3月
まとめ

約8.5億
円/年

（H28～
H30）

・東京圏をはじめとする豊富な域外
需要を開拓するため、販路開拓マ
ネージャーの活用した販路開拓・
商談会の開催・大規模見本市など
へ出展し、中小企業の販路開拓を
進める。（平成２７年度の実績は、
２８年度末にとりまとめる。）

達成可能
・適切に事業を見直しながら、効果的な事
業の執行に努めることにより達成可能と判
断した。

経営支
援課

再掲
(53)

⑤富山ならではの優れた新
商品・新サービスのブランド
化推進【再掲】

再掲
(85)

地域資源・北陸新幹線開
業に関連した新商品・新
サービス開発件数
（件）

経営支
援課

15

⑥伝統産業分野における商
品開発によるブランド力向
上、販路開拓や人材育成等
の支援

・内需減少等の厳しい経済環境おいて、国では
伝統工芸など日本の文化やライフスタイルの魅
力を付加価値に変え、海外需要を獲得し、日本
の経済成長につなげるため、クールジャパン施
策を展開している。県内市町村においても、内
閣府の交付金を活用し、地域の伝統技術の発
信につなげる事業を展開している。

・国、県、市町村、産地組合が連携し、
共同での展示会の出展支援やファンド
による出展の助成により、海外での販路
拡大につなげている。

Ａ　概ね順調

・ニューヨークにおいて伝統工芸品
のPR展示会の開催、さらにイタリア・
ミラノのトリエンナーレ国際展への出
展により海外への販路開拓支援を
着実に進めた。また、富山県伝統工
芸担い手育成等検討会において人
材育成に関する今後の施策を検討
し、H27末に報告書として取りまとめ
た。

不要

・ファンドによる助成や国等の支援
による出展が多いため、助成がな
い場合や単独での出展に関しては
ハードルが高い。

・総合デザインセンターにおいて、
国内外から若手デザイナーなどが
集うデザイン連携交流拠点の整
備、国内外の優れたデザイナーと
の交流促進や人材育成等を通し
て、県内企業のデザインを活用し
た商品開発・販路開拓を支援して
いく。

24
海外著名展示会出展企業
数
（事業者）

－ － － － ６企業 １０企業 １２企業
・海外著名展示会に出展している
企業が増加している。

達成可能

・出展企業数は増加傾向にあり、また、新
世紀産業機構等が実施しているファンド事
業において、平成28年度以降、新たに海
外展示会に出展を検討している伝統工芸
事業者がいるため達成可能と判断した。

経営支
援課

16

⑦ものづくり技術とデザイン
を融合した高付加価値商品
の開発・販路開拓、デザイン
交流を支援

・国においては、クールジャパン戦略、JAPANブ
ランド育成支援事業等、デザインにより地域産
業に新たな付加価値を加え、世界に通用するブ
ランドを確立しようとする動きが広がっている。
・県内企業においては、国の支援制度等も活用
しながら、デザインを活用した商品開発や海外
販路開拓に積極的に取り組む企業も増えてき
ている。

・国内外デザイナーとの交流促進や、デ
ザインに関する関心を高めるため、県内
市町村や関係団体等と連携しながら、
デザイン展を開催している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・県内企業へのデザイン活用の意識
啓発や、機能性、デザイン性に優れ
た商品の認定・販路開拓支援によっ
て、伝統工芸品産業等を中心に、デ
ザインの活用を製品の付加価値を
高める重要な手段として位置づけ、
商品開発に取り組む企業も増えてき
ており、今後販路開拓や人材育成を
進める必要がある。

要検討

・県内の中小企業は部品等の受注
型企業が多いが、昨今の経済低
成長期において、デザインの活用
等に積極的に取組む必要がある。
・現代にあった流通や情報発信の
しくみ作りをデザイン面（商品自体
の色や形、ブランド構築、広報媒
体等のグラフィック等）からプロ
デュースし、デザインを活用した新
商品の開発、販路開拓を強力に進
める必要がある。
・受注型の中小企業においても、
現在の苦境が、新たな体制づくり
のためにアクションをおこすチャン
スとしてとらえられるよう、デザイン
を活用した新たな体制づくりの成
功例を示していくことが必要であ
る。

・総合デザインセンターにおいて、
国内外から若手デザイナーなどが
集うデザイン連携交流拠点の整
備、国内外の優れたデザイナーと
の交流促進や人材育成等を通し
て、県内企業のデザインを活用し
た商品開発・販路開拓を支援して
いく。

25
「富山プロダクツ」選定商品
数
（商品）

131件 162件 187件 210件 231件 252件 300件

・選定商品数は当初は15点前後で
推移していたが、近年はおおむね
20点前後の水準で推移している。
(27年度　21点、26年度　21点)

達成可能

・毎年の応募商品数にばらつきがあるも
のの、選定商品数自体は目標に近い数値
で推移していることから、今後もプロダクツ
選定事業の周知徹底を図ることで目標達
成は可能と考えられる。

商工企
画課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

１ 産業・地
域経済の活性
化

（ア）富山県の
強みを活かし
た成長産業の
育成

8
②最先端ものづくり産業の
育成

・国ではものづくり産業支援のためサポインなど
中小企業研究開発支援事業の実施にくわえ、
IoTなどセンシング技術を利用した新サービスの
創出や企業間連携イノベーションの速度向上に
よる新規産業への進出を推進している。
・県内企業においては、国の支援制度に応募し
ながら、新事業への進出や開拓、生産性向上、
新サービスの創出に取りくむ企業も増えてきて
いる。

・航空機産業においては、企業間連携
による新しいサービスや事業の創出に
よって受注を拡大させる動きがみられ
る。
・IoTを使った新しいサプライチェーン構
築への試みがされている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・景気は回復基調であるが、消費税
増税や円レートの上昇など不安定要
素は多く、経済縮小のデフレ期に戻
りつつある。県内企業の設備投資や
販路開拓の意欲は減少しており、こ
の状況が続くといったん増加した商
品開発に取り組む企業数は減少す
るおそれがある。
・県内の中小企業は部品等の受注
型企業が多い。２次、３次下請けか
ら脱却するため積極的に新技術を
提案していく企業体質に変わってい
く必要がある。

不要

・生産年齢人口の減少や国内市場
の成熟化などの環境変化に対応
するためには、県内ものづくり企業
が競争力のある新技術や新製品
を開発する必要がある。
・社会全体の人口構造が変化し、
若い人材を確保することが難しく
なっていることなどから、中小企業
が研究開発に人員を割く余裕がな
くなってきている。

・第4次産業革命の進展をふまえ、
人手不足を克服するための労働
生産性の向上と新たな産業構造
への転換を支えるための人材育
成に取り組む必要がある。
・県内企業と連携し、「IoT」の導入
促進に向けて、調査・研究を進め
ていく必要がある。

9

③ものづくり研究開発セン
ターを中心とした産学官共
同研究開発の促進や企業
の支援体制充実

・国ではものづくり産業支援のためサポインなど
中小企業研究開発支援事業の実施にくわえ、
IoTなどセンシング技術を利用した新サービスの
創出や企業間連携イノベーションの速度向上に
よる新規産業への進出を推進している。
・県内企業においては、国の支援制度に応募し
ながら、新事業への進出や開拓、生産性向上、
新サービスの創出に取りくむ企業も増えてきて
いる。

・産学官連携による共同研究数は顕著
に増加しており、競争的研究開発資金も
増加している。
・特許申請は波があるが、企業は申請
数をしぼる傾向にある。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・コーディネータの活動強化、連携強
化により研究数は目標を達成、今
後、試作まで実施する研究会や設備
整備の拡充をすすめて、事業化や
特許取得による具体的な成果につ
なげたい。

要検討

・社会全体の人口構造が変化し、
若い人材を確保することが難しく
なっていることなどから、中小企業
が研究開発に人員を割く余裕がな
くなってきている。
・実績の無い分野において新製品
を開発・事業化するには、その機
能・品質を十分に確認した上で企
業にＰＲする必要がある。

・ものづくり研究開発センターを中
心に、企業との共同研究を通し
て、県内企業の商品開発・新事業
進出を支援することにより、一つ一
つの研究を着実に成果に結びつ
けていく。
・ものづくり研究開発センターにお
いて、県内企業が製造した部品や
中間製品の品質評価を支援する
ための設備を整備した「製品機能
評価ラボ」（仮称）を整備し、高機
能素材分野などでの産業クラス
ターの形成を促進し、県内企業の
技術開発を支援する。

（イ）中小・小
規模企業の振
興

13
③新商品開発、資金調達の
円滑化など中小企業の成長
発展への支援

・地域中小企業応援ファンドについては、ファン
ドの存続がH29年までのため、引き続きこの事
業が続けられるように国等に要望を行ってい
る。

・県内金融機関との連携により、助成等
を行っている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・補助金の助成対象経費や助成上
限額の拡充といった支援策の強化
により、中小企業の新商品開発等が
順調に増加している。

不要

・事業規模の拡大やさらなる雇用
の創出を図るため、企業の成長段
階ごとの多様な経営課題の解決を
より一層支援していく必要がある。

・引き続き、施策に盛り込んだ事業
を着実に進めていくとともに、地域
の支援機関等と連携し、中小企業
の経営力強化に向けた取組みを
推進する。

2



番号 番号

施策 最近の動き 連携状況 進捗判定 進捗状況
施策の見
直しの方

向性
施策推進に向けての課題 今後の施策の方向性 KPI （H22） （H23） （H24） （H25）

策定時
（H26）

実績
（H27）

目標
（H31）

評価指標動向の説明
達成の
見通し

達成の見通しの判断理由
基本目標 基本的方向

具体的施策
（大分類）

具体的施策中分類

施策を取り巻く状況 施策の進捗状況

KPI名

KPI

担当課

資料1-2 付表 

17
⑧ものづくり技術の情報発
信の強化

・28年6月に、県、ものづくり関係団体、金融機
関、産業支援機関との連携により、機械部品、
加工技術の日本最大の見本市「機械要素技術
展」（東京）に本県ブースを出展し、県内企業の
優れたものづくり技術をＰＲしたほか、県内の工
業会と金融機関の間で、本県のものづくり活性
化を図るための包括協定が締結されるなど、官
民で「ものづくり技術の情報発信」の強化に取り
組んでいる。

・県、関係団体等が連携し、首都圏等で
の商談会を開催するとともに、県内企業
の優れた「ものづくり技術」を情報発信す
ることで、県内外の販路開拓の推進に
つなげている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・首都圏を中心にした商談会の開
催、大手企業での展示・商談会の実
施、見本市への出展支援などを行っ
た。

不要

・展示会等への出展により、優れ
た技術を効果的にＰＲするために
は、企業個別の取組みでは限界
があり、産学官金が連携して取り
組む必要がある。

・関係団体等と連携し、首都圏等
での展示会等への出展支援等に
より、県内企業の優れた技術を効
果的にＰＲする機会の創出を図
る。
・「富山県ものづくり総合見本市」
の開催などにより国内外の販路開
拓を支援するとともに、富山県産
業展示館の新展示場の整備を進
めていくこととしている。

再掲
(21)

県内中小企業（製造業）の
付加価値額
（億円）

6,949億
円

7,478億
円

7,048億
円

7,623億
円

8,410億
円

H29.2公
表予定

9,800億
円

・世界同時不況の影響もあり、平
成21年は大幅に落ち込んだが、平
成22年以降は持ち直している。

達成可
能

・本県の景気は緩やかに回復してきてお
り、今後とも「中小企業の振興と人材の育
成、小規模企業の持続的な発展の促進等
に関する基本条例」に基づき、支援策を継
続拡充並びに展示会への出展等により県
内企業の優れたものづくり技術を効果的
にＰＲしていくことにより、目標達成が可能
と判断した。

商工企
画課

18
⑨海外ビジネス・通商貿易
の拡大・強化

・ＴＰＰの発効に向け、ジェトロを中心として公的
機関や地域金融機関、商工会議所など官民の
支援機関が協力し、ＴＰＰの合意を契機に海外
展開を目指す中堅・中小企業等に対する総合
的な支援を行うとともに、支援機関相互の情報
交換や活動計画の共有等を図る取り組みを始
めたところ。

・ジェトロと連携して企業の海外販路開
拓の相談に対応しているほか、富山県
が新輸出大国コンソーシアムの一員とし
て参加している。

Ａ　概ね順調

・各事業での総合的な県内企業へ
の海外販路開拓支援により、新たな
企業の海外進出につながるなど着
実に成果を上げている。

不要
・県内企業のニーズを的確に捉
え、各種施策に反映していく必要
がある。

・引き続き、国やジェトロなどとも連
携しながら県内企業の海外販路開
拓を支援していく。

26
海外販路開拓に関するサ
ポート件数
（件）

－ － － － － 80件 100件

・国内外の経済情勢に影響を受け
る面はあるものの、近年の経済の
グローバル化に伴い、多くの県内
企業がアジア地域等における販路
開拓を活発化させていることから、
(公財)富山県新世紀産業機構等に
よる相談業務などのサポート件数
は増加が見込まれる。

達成可能

・相談業務の件数については、大幅な増
加は見込めないものの、相談対応を継続
していくなかで、目標は達成可能であると
判断した。

立地通
商課

19
①新幹線時代の積極的な
企業誘致活動の展開

・近年、経済のグローバル化の進展や円高など
により、大手企業を中心に海外進出が増え、企
業立地は国内よりも海外との競争となり、国内
産業の空洞化も懸念されていたが、昨今の円
安による輸出採算性の改善等により、国内事業
拠点を再評価する動きや、企業の国内での設
備投資意欲が高まってきている。

・市町村との連携を密にし、北陸新幹線
の開業、自然災害の少なさ、日本海側
屈指の工業集積、整った交通・物流網、
教育水準の高さなど、本県の優れた立
地環境をＰＲし、本県産業の特色が活か
せる企業など、ターゲットを絞った積極
的かつ重点的な企業誘致活動を行って
いる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・立地企業の件数は着実に伸びてい
る。企業誘致ＰＲ用リーフレットの作
成および配布、３大都市圏でのとや
ま企業立地セミナーなど継続して企
業誘致活動を行うとともに、新たな
誘致企業の発掘にも力を入れてい
る。

不要

・さらなる企業の立地を推進するた
め、市町村とも一層の連携を図り、
企業誘致活動を進めていく必要が
ある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村との連携を
密にし、企業への誘致活動を推進
する。

27
企業立地件数
（件）

30件 37件 33件 34件 36件
（H22～26平均）

57件 43件
（H27～31平均）

・県内経済は緩やかな回復基調が
続いており、特に製造業において
設備投資は増加傾向にある。H27
実績はH26実績に比べ＋8件とな
り、目標値と比較しても+14件と好
調である。

達成可能
・今後も新たな企業立地が予想されるた
め、「達成可能」とした。

立地通
商課

28

特定業務施設整備計画認
定企業における雇用創出
人数
（人）

- - - - -
H29.1

公表予定
500人

・H28.9.30までに９社１１計画の施
設整備計画が認定を受けており、
今後も計画認定数は増加見込み。
※各企業の決算が出そろった段階
で公表するもの

要努力

・認定した９社１１計画のうち、大幅な雇用
増が見込まれる移転型の認定は１社１計
画のみであり、今後も努力が必要と判断し
た。

立地通
商課

29
人口の社会増減数
（人）

△1,454人 △805人
△1,071

人
△1,810

人
△1,147人 △897人 ＋100人

・国全体では、東京圏への転入超
過増大の傾向（H26:109,498人→
H27:119,357人）にあるが、本県の
転入超過数は一定程度の改善が
見られる。

要努力

・H26からH27にかけて、他県への転出超
過は250人改善されているが、今後とも転
出抑制、転入増加に向けた各種施策に取
組む必要があることから、要努力と判断し
た。

地方創
生推進
室

30

若者の就業率（15～34歳
の人口に占める就業者の
割合）
（％）

64.8% － － －
64.8%
(H22）

H29.4頃
公表予定

64.8％以
上

・指標となる数値が国勢調査に基
づくものであり、設定時からの推移
は国勢調査確報待ち

達成可能

・評価指標については、まだ途中経過の
発表はないが、完全失業率や新規学卒就
職者の在職期間別離職率など、その他関
連指標は減少傾向で推移しているほか、
有効求人倍率も高い水準で推移してお
り、達成可能と判断する。

労働雇
用課

31
政府関係機関の本県への
誘致

－ － － － －
H27年度採

択
H27年度採

択

・平成２８年３月に国が決定した
「政府関係機関移転基本方針」に
おいて、２３機関５０件の移転が盛
り込まれた。

既に達成

・「政府関係機関移転基本方針」におい
て、本県からは「独立行政法人医薬品医
療機器総合機構」、「国立医薬品食品衛
生研究所」、「独立行政法人教員研修セン
ター」の３機関の移転が盛り込まれた。

地方創
生推進
室

32 富山県の農業産出額 639億円 613億円 670億円 690億円
643億円
(H25)

581億円
(H26)

698億円

・農業産出額の65％を占める米の
価格の下落（富山コシヒカリ取引価
格　H25：14,706円→H26：12,995円
/60kg）などにより、H26の農業産出
額は減少した。

要努力

・米の消費量の減少等により過剰在庫に
あることや、米政策の見直しなどにより産
地間競争が一層激化し、米価の低迷が懸
念される。また、ＴＰＰなど国際情勢の動向
によっては、経営環境の悪化も懸念される
ことなどから、需要に応じた米の計画的生
産、水田のフル活用、新品種・新技術を活
用した農畜産物の生産性向上をさらに推
進する必要があり、要努力とした。

農林水
産企画
課

33
高品質な米の生産割合
（％）

65.8% 84.8% 76.4% 72.3% 88% 91.4% 95%

・平成27年産では、適期の田植え
など地域ごとのきめ細やかな技術
対策の徹底により、目標としてきた
１等米比率90％を18年振りに達
成。

達成可能

・今後とも、気象や生育の状況に応じた技
術対策の徹底を図るとともに、コシヒカリを
超える新品種の育成・普及を進めることな
どにより、目標達成を目指す。

農産食
品課

34
地域のモデルとなる富山
型農業経営の確立
（モデル）

― ― ― ― ―
４経営体
の選出

4経営
モデル

・農業所得増大を目指すモデルを
策定するため、県内からチャレンジ
計画を募集し４経営体を選出。

達成可
能

・４経営体のチャレンジ計画に基づいた規
模拡大や複合化・６次産業化への取組み
が着実に実施されていることから達成可
能と判断した。

農業経
営課

35
経営面積50ha以上の農業
経営体数
（経営体）

― ― ― ― 92経営体 102経営体 110経営体 ・順調に増加している。 達成可能
・農地中間管理機構や補助事業支援によ
り、担い手への農地集積が進んでいること
から達成可能と判断した。

農業経
営課

36
６次産業化の販売額
（億円）

― ― ― 91億円
88億円
(H25)

100億円
(H26)

397億円
・農産物の直売を中心に増加して
いる。

要努力
・県、市町村が連携して６次産業化に取り
組むための環境整備を強力に支援する必
要があるため、要努力と判断した。

農村振
興課

37
農村女性起業数
（件）

159件 164件 160件 164件 169件 174件 191件 ・漸次に増加している。 達成可能

・起業化に必要な知識・技術の習得や補
助事業支援により、農産加工等の取組み
が進んでいることから、達成可能と判断し
た。

農村振
興課

24
③未来を切り開く農産物の
生産技術の開発・普及

・国のH27年度補正予算「革新的技術開発・緊
急展開事業」について、研究課題の公募、採択
が行なわれた。

・「革新的技術開発・緊急展開事業」で
は、本県研究機関が他研究機関や大
学、企業等と作った15コンソーシアムの
うち9つコンソーシアムで研究計画が採
択された。

Ａ　概ね順調

・「普及に移す技術数」は、H27実績
が24件と近年に比べて少なくなった
ものの、生産技術の開発に向けた
取組みは、関連事業の進捗や公募
型事業の採択等を含めて順調に推
移している。

不要

・国の研究関連の予算は研究コン
ソーシアムによる公募型事業が主
体となってきており、研究予算を確
保するためにも公募型事業への積
極的な応募や参画が望まれるもの
の、①本県の農業生産現場から求
められる課題の解決につなげにく
い、②課題によっては産学官の連
携が困難、などの難しい面もある。

・既往の研究課題を着実に進展さ
せるとともに、産学官の連携をより
強化する等により、民間企業が得
意とするロボットやICTの技術など
も取り入れて、農業生産現場が直
面する技術課題の速やかな解決
に努める。

38
普及に移した開発技術件
数（年間）
（件）

23件 23件 25件 27件 29件
（直近5年平均）

28件 30件以上

・「普及に移した開発技術数」は、
その年に終了する試験課題数によ
り変動し、H27実績は24件と近年に
比べて少なくなった。このため、評
価指標である「直近５か年平均」も
28件に減少した。

達成可能

・近年、試験研究は、他の公設試験機関、
大学、企業等とコンソーシアムを組んで取
組む公募型事業により実施されるものが
増加している。これらの事業では、事業完
了時までに、新たな開発技術、品種の公
表や普及、新たな開発機器等の商品化等
を行うことを求められているので、今後と
も、新技術や新品種の開発は着実に進む
と見込まれ、達成可能と判断した。

農業技
術課

25
④森林資源の循環利用に
つながる県産材供給体制の
強化と需要拡大

・国：平成28年5月に我が国の森林・林業施策
の基本方針を定める「森林・林業基本計画」が
閣議決定され、本格的な利用期を迎えた森林
資源を活かし、非住宅分野など新たな木材需要
の創出と国産材の安定供給体制の構築によ
る、林業・木材産業の成長産業化を図ることとさ
れた。
・民間：ロシア政府の平成19年からの丸太輸出
関税の段階的な引き上げにより県内の北洋材
原木輸入量は激減し、一部の製材工場では北
洋材から県産材を含めた国産材への原料転換
を進めている。また、平成27年5月には、木質バ
イオマス発電施設（射水市）が運転開始してい
る。

・豊かな森づくりと魅力ある林業の構築
を目指した「富山県森林・林業振興計
画」に基づき、県、市町村、関係団体、
森林所有者などが連携し、県民参加に
よる多様な森づくりの推進、県民による
県産材の有効利用の促進、持続可能な
林業経営の推進、県産材の安定供給体
制の整備、富山の林業を支える担い手
の確保・育成などの様々な施策に取り
組んでいる。

Ａ　概ね順調

・林業生産性を向上させるため、作
業路網や高性能林業機械等の林業
生産基盤を整備。
・県産材の需要の拡大を図るため、
県産材を使用する住宅や公共施設
の木造化・内装木質化に対しての支
援のほか、新たな木質部材や工法
の開発に支援。

不要

・森林経営計画の策定を促進する
とともに、計画に基づく路網整備や
高性能林業機械の活用により集
約化施業を推進し、生産コストの
低減を図る必要がある。
・中間土場の整備など原木の仕分
け・選木機能の強化、大型トレー
ラーの活用等による原木流通の低
コスト化・効率化を推進する必要が
ある。
・木材需要の多くを占める住宅分
野や木造公共建築物等での県産
材の利用を促進し、需要の拡大を
図る必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、林業関係
団体などと連携を図っていく。

39
県産材生産量
（千㎡）

50千㎥ 63千㎥ 73千㎥ 70千㎥ 72千㎥ 95千㎥ 110千㎥

・県内では、木材価格の低迷など
から素材生産活動は停滞していた
が、間伐の着実な実施と間伐材の
利用が進んでいること、平成27年
度からは木質バイオマス発電施設
が稼働し、今まで使われてこな
かった未利用間伐材等が使用され
るようになってきたことなどから、素
材生産量は増加傾向した。

達成可能

・伐採して木材として利用可能な高齢級の
森林資源が年々充実しつつあり、路網整
備や集約化施業の推進により素材生産コ
ストの低減が図られ間伐材を中心に出材
が行われている。また、主伐の取組みも
見られてきたことから、目標は達成可能と
判断した。

森林政
策課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

１ 産業・地
域経済の活性
化

（イ）中小・小
規模企業の振
興

（ウ）企業立地
等の促進

20 ②本社機能移転等の促進
・「とやま未来創生」企業の地方移転・拠点強化
促進計画に基づいて、H28.9.30までに富山県知
事が９社１１計画の施設整備計画を認定した。

・市町村との連携を密にし、北陸新幹線
の開業、自然災害の少なさ、日本海側
屈指の工業集積、整った交通・物流網、
教育水準の高さなど、本県の優れた立
地環境をＰＲし、本県産業の特色が活か
せる企業など、ターゲットを絞った積極
的かつ重点的な企業誘致活動を行って
いる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・「とやま未来創生」企業の地方移
転・拠点強化促進計画に基づいて、
H28.9.30までに富山県知事が９社１
１計画の施設整備計画を認定したと
ころである。認定数を増やすため、
企業誘致ＰＲ用リーフレットの作成お
よび配布、３大都市圏でのとやま企
業立地セミナーなど継続して企業誘
致活動を行うとともに、新たな誘致
企業の発掘にも力を入れている。

不要

・さらなる企業の本社機能の移転
や拡充を促進するため、市町村と
も一層の連携を図り、企業誘致活
動を進めていく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村との連携を
密にし、企業への誘致活動を推進
する。

21

③新成長産業や企業誘致
などによる若者や女性に
とって魅力ある雇用創出と
雇用の安定

・国では、離職した失業者等の雇用機会を創出
するため、各都道府県に基金を造成し、平成27
年度まで各種事業を実施するとともに、平成25
年度から戦略産業雇用創造プロジェクトにより、
産業政策と一体となった雇用創造を実施

・本県では有効求人倍率が高水準で推
移し、県内雇用情勢は改善が続いてい
る一方で、県内企業は人手不足の状況
にある。本県は、平成26年度に戦略産
業雇用創造プロジェクトの対象地域に採
択され、富山県ものづくり産業未来戦略
雇用創造プロジェクトに取り組んでい
る。

Ａ　概ね順調
・ものづくり事業の人材確保等に係
る費用補助のほか、マッチングの支
援等を実施している。

不要

・富山県ものづくり産業未来戦略
雇用創造プロジェクトの期間が28
年度で終了することから、事業の
継続や拡充について検討する必
要がある

・産業振興と一体となった良質で
安定的な雇用の創出につながる
取組みを推進していく。

（エ）農林水産
業の振興（競
争力強化）

22
①高品質で競争力のある農
産物の生産

・国では、平成27年3月策定の「食料・農業・農
村基本計画」に基づき、農業・農村の所得倍増
や米政策の改革を推進している。
・米政策の見直しにあたっては、各都道府県に
おける需要に応じた米の生産、麦・大豆・飼料
用米などの本作化による水田のフル活用を推
進している。
・ＴＰＰについては、国は、関連政策大綱を決定
し、農林水産業の体質強化や経営安定の対策
を示すとともに、H27補正予算にＴＰＰ関連対策
を盛り込んだ。また、農林水産業の成長産業化
に必要な戦略については、平成28年度秋を目
途に政策の具体的な内容を詰めることとしてい
る。

・ＴＰＰの影響が懸念される分野での具
体的な対策や支援策などを講じるよう、
国への働きかけを行っている。
・米政策の見直しは、水田農業を主体と
する本県にとって、重要な課題であるこ
とから、各JAによる米の計画的生産や
水田のフル活用などを内容とする「地域
農業の成長産業化戦略」の策定を支援
するとともに、富山県農業再生協議会等
で県段階の方針を検討し、地域に提示
することとしている。
・畜産では、畜産関係団体や飼料用米
利用推進協議会等と連携し、畜産の経
営基盤強化や飼料用米の生産・利用拡
大等の取組を進めている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・H26年農業産出額は、H25年に比
べ減少したものの、関係機関と連携
した関連事業の実施等により、①
H27年産米の１等比率が18年ぶりに
90％を超え、２年連続食味ランキン
グで「特Ａ」を獲得するなどの米の品
質向上・ブランド化、②麦・大豆、園
芸作物、飼料用米などの生産拡大
が図られるなど、施策の取り組みは
概ね順調に進んでいる。

不要

・米の高品質化や、園芸作物、飼
料用米の生産拡大が進んでいるも
のの、米政策の見直しやＴＰＰなど
農業情勢や施策が大きく変化する
状況にあり、引き続き、地域の創
意工夫による米政策改革への対
応や、米の新品種の戦略的な生
産・販売の推進、収益性の高い園
芸作物の生産拡大、畜産経営の
基盤強化など、産地競争力の強化
に努めていく必要がある。

・引き続き、平成28年度予算に盛
り込んだ関連事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、ＪＡ、
生産者組織等の関係団体と連携
を図っていく。

23
②意欲ある農業の担い手
の確保・育成と経営基盤
の強化

・国では、次世代を担う経営感覚に優れた
担い手を育成するため、意欲ある農業者に
対し経営発展を促進する施策を実施してい
るところ。
・県においても、認定農業者や集落営農組
織の育成を図る一方で、本県に適した規模
拡大や複合化、６次産業化などの農業成長
戦略を実現する「とやま型農業経営」の確
立に取り組んでいる。

・県、市町村、関係団体が連携し各
施策に取り組むとともに、「とやま
型農業成長戦略チャレンジ支援事
業」においては、農業経営コンサル
タント等の専門家からなる「とやま
型農業成長戦略モデル推進会議」(座
長：生源寺名古屋大学教授）を立ち
上げ、農業所得の増大にチャレンジ
する経営体を支援している。

Ａ　概ね順調

・関連施策を確実に推進することに
より、とやま型農業成長戦略チャレ
ンジ経営体の選定が４経営体、経営
面積50ha以上が102経営体、６次産
業化の販売額が100億円、農村女性
起業数が174件となり、着実に成果
を上げている。

不要

・各指標とも策定時に比べ向上し、
経営体においては経営規模の拡
大や経営の多角化が進み、収益
力強化に効果があったと考える
が、県全体の底上げを図るために
は、地域のモデルとなる「とやま型
農業経営」を確立し、普及・推進す
る必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に実行す
る。

3
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26
⑤林業の担い手の確保・育
成と林業事業体の経営基盤
の強化

・国：平成28年5月に我が国の森林・林業施策
の基本方針を定める「森林・林業基本計画」が
閣議決定され、林業・木材産業の成長産業化を
図ることとされた。林業の持続的かつ健全な発
展を図り、森林の有する多面的機能の持続的
な発揮に資するため、相当程度の事業量を確
保するとともに、高い生産性と収益性を実現し、
森林所有者の所得向上と他産業並みの従事者
所得を確保できる林業経営の育成を目指し、森
林施業の集約化、低コストで効率的な作業シス
テムによる施業の実施、経営感覚に優れた林
業事業体の育成、林業労働力の確保等の施策
を推進することとされた。
・市町村：担い手育成に関する補助等実施。
・民間：素材生産量の増加へ取組み中。

・豊かな森づくりと魅力ある林業の構築
を目指した「富山県森林・林業振興計
画」に基づき、県、市町村、関係団体、
森林所有者などが連携し、県民参加に
よる多様な森づくりの推進、県民による
県産材の有効利用の促進、持続可能な
林業経営の推進、県産材の安定供給体
制の整備、富山の林業を支える担い手
の確保・育成などの様々な施策に取り
組んでいる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・研修等による、素材生産を担う現
場技能者の養成数は60名（H27：18
名）森林施業プランナー27名（H27：4
名）と、人材育成は順調であり、H27
から取り組み始めた冬期林業チャレ
ンジ支援事業などの成果も反映され
て、素材生産量も増加しているが、
林業就業者数の減少には歯止めが
かかっていない。

不要

・人材育成や素材生産量の増加な
どについては成果がみられるが、
通年雇用などは冬期林業チャレン
ジ支援事業により取り組み始めた
ところである。H27年度に引き続
き、取組みを継続していく必要が
ある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

40
林業就業者数
（人）

491人 489人 488人 488人 475人 463人 500人

・林業事業体の雇用形態は、季節
雇用が主流となっている。その不
安定な雇用状態や、他産業に比べ
て高い労働災害の発生率、賃金水
準の低さなどから、林業の定着率
は低くなっており、離職に歯止めが
かからない状況である。

要努力

・林業事業体は、高性能林業機械の導入
による労働安全性・生産性の向上や、通
年雇用への取組みを図るなど就労条件の
改善に努めているが、近年の雇用条件の
動向を踏まえ、目標の達成には努力が必
要であると判断した。

森林政
策課

27
⑥水産資源の増大・環境保
全による豊かな海づくりの
推進

・平成27年度に水産資源の保護・管理、海・河
川の環境保全、つくり育てる漁業の推進などを
目的とする「第35回全国豊かな海づくり大会」が
本県において開催された。
・平成27年漁期においてブリの不漁にみまわ
れ、「ひみ寒ぶり宣言」が見送られることとなっ
た。

・県内沿海市町７地区において、それぞ
れ地域水産業再生委員会を立ち上げ、
漁業者の収入向上やコスト削減の取り
組みを示した「浜の活力再生プラン」を
作成した。このプランに基づき実施する
事業には、国の補助事業について優先
採択を受けることができる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・資源管理型漁業や栽培漁業を推
進することにより、２万トンを上回る
漁獲量を達成することができた。水
産資源を持続的に利用するため、県
は資源管理指針を策定し、５魚種、
６漁業種類について管理措置を定
め、これに基づき漁業者は休漁等の
自主的な資源管理を実践した。ま
た、毎年20万尾程度のヒラメ種苗等
の放流を継続することで、資源の維
持増大を図り、放流効果の調査も進
めている。さらに、高級魚であるキジ
ハタやアカムツなどの新魚種開発も
行っている。

不要

・平成27年漁期においてブリが不
漁であったことを受け、ブリ漁獲量
の変動要因の解明が求められて
いる。
・国際的なクロマグロ資源の悪化
のため、平成27年１月からクロマ
グロ小型魚の資源管理が開始さ
れ、定置網における具体的な管理
方策の検討が必要となっている。
・キジハタ・アカムツなど新たな魚
種の栽培漁業の事業化に向け、
引き続き、研究を推進する必要が
ある。

・資源管理型漁業、栽培漁業、富
山湾の海洋環境保全等にかかる
施策を総合的に講じることで、漁
獲量の維持増大を図る。また、漁
業生産に必要な漁港の維持管理
や施設整備等の支援を通じ、高鮮
度で付加価値のある水産物の供
給に努める。

41
沿岸漁業の生産量
（ｔ）

21,053t 24,415t 21,766t 26,849t 20,932t 27,939t 23,729t

・多様な魚種が対象となっているた
め、魚種ごとには好不漁による増
減があるものの、近年は２万トン以
上で推移している。

達成可能

・全般的にほぼ横ばいで推移しており、資
源管理型漁業の一層の推進により、漁業
資源の維持増大を図り、目標の漁獲量は
確保できると判断した。

水産漁
港課

28
⑦漁業の担い手の確保・育
成と経営基盤の強化

・国では、漁業学校等で必要な知識の習得を行
う若者に対して資金を給付するとともに、全国
各地の漁業の就業情報を提供し漁業に就業す
るための基礎知識を学ぶことができる就業準備
講習会や、漁業の担い手を求める漁業協同組
合・漁業者とのマッチングを図るための就業相
談会を開催している。
・また、漁業協同組合・漁業者とのマッチングが
図られた漁業就業希望者に対して、漁業現場
における最長３年間の長期研修の実施を支援
し、さらに、新たに漁業に就業するために必要
な技術や経理・税務、流通・加工、漁船の安全
操業等に係る知識の習得等を支援している。

・県、県農林水産公社、県漁連、沿海市
町を構成員とする「富山県地域漁業担
い手確保・育成支援協議会」を平成21年
７月に設置し、漁業の就業情報の提供、
漁業準備講習会の開催、沿岸漁業を対
象とした技術研修を通じ、経験ゼロから
でも新規就業できる体制を構築し、漁業
担い手の育成・確保に努めている。

Ａ　概ね順調

・漁業担い手対策事業を総合的に行
うことにより、特に若年層の漁業体
験参加者が増えている。また、新規
就業者のうち40歳未満の就業者が
占める割合も増加していることから、
概ね順調に進捗している。

不要

・若年層を中心とした新規就業者
が、継続して漁業で生計を立てる
ことができるように、段階に応じた
細かな支援が必要。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
団体等と連携を図っていく。

42

漁業就業者のうち若手就
業者（40歳未満）の構成割
合
（％）

― ― ― ―
27.2%
(H25)

H32.4公
表予定
(H30)

32%

・新規就業者のうち40歳未満の就
業者が占める割合は、平成５年度
（7.3％）から平成25年度（27.2％）
まで一貫して増加している。また、
平成25年度から平成27年度まで
の漁業体験研修参加者のうち、30
歳未満の参加者が占める割合は、
６割（61.8％）を超えていることか
ら、現在も増加していると見込んで
いる。

達成可能

・平成26年度の新規漁業就業者（長期実
践研修修了）８名全員が40歳未満であっ
た。今後も若手就業者の着実な新規就業
が見込まれることから「達成可能」と判断し
た。

水産漁
港課

43
県産代表6魚種の魚価（㎏
あたり年平均単価）
（円/㎏）

621円/㎏ 719円/㎏ 549円/㎏ 925円/㎏
656円/㎏
(H25)

861円/㎏
(H26)

690円～
720円/㎏

・H26の全国平均437円/㎏に対し
て、県は約2倍の861円/㎏。H21は
全国平均に対して約1.2倍であり、
近年、全国平均に対してより高くな
る傾向にある。全国的に年々魚価
は下がっている傾向が見られる
が、県はその傾向は見られない。

達成可
能

・北陸新幹線開業も追い風に、「富山のさ
かな｣のブランド化（知名度の向上等）は進
んでおり、魚価は漁獲量に左右される部
分はあるが、その部分を加味しても目標
は「達成可能」であると判断した。

水産漁
港課

44
水産物直販施設の入込客
数
（万人）

116万人 143万人 180万人 220万人 215万人 235万人 237万人

・H23に「新湊きっときと市場」、H24
に「ひみ番屋街」がオープンし、2年
で入込客数は増加、H27は北陸新
幹線開業効果で前年度から増加し
た。

達成可能

・目標達成には、北陸新幹線の開業効果
があったと考えられるH27実績から2万人
の増加が必要であるが、H28年も6月時点
でH27年より多くの入込客数を記録してお
り、引き続き、県内外への「富山のさかな」
のブランド化を進めることにより、目標は
「達成可能」であると判断した。

水産漁
港課

45
水産物の地域団体商標登
録
（商品）

1商品 1商品 1商品 2商品 2商品 2商品
3商品
以上

・H20に「富山名産昆布巻かまぼ
こ」、H25に「富山湾のシロエビ」が
登録。

達成可能

・H28年度も申請中が１件、その他の水産
物についても県から積極的に登録を推奨
するなど支援をすることとしており、目標は
「達成可能」であると判断した。

水産漁
港課

30
⑨とやまの農林水産物の
輸出促進

・農林水産物・食品のより一層の輸出拡大
を図るため、平成28年5月、国は「農林水産
業の輸出力強化戦略」をとりまとめ、取組
みを進めることとしている。

・県とともに輸出促進に取組む富山
県農林水産物等輸出促進協議会にお
いて、ワーキングチームを設置し、
重点品目を中心とした輸出促進方針
等の検討を行う。

Ａ　概ね順調

・アジアのバイヤーとの県内商談会
の開催や香港国際食品見本市への
出展、タイでの販売促進活動などに
より、バイヤー等とのマッチングの機
会を創出した。

不要
・新たに輸出に取組む事業者の発
掘と必要な支援の把握。

・引き続き、関係団体等と連携を図
りながら、平成28年度の事業を着
実に推進していく。

46
農林水産物の輸出に取り
組む事業者数
（社）

－ 10社 11社 12社 17社 21社 30社

・県が支援する海外バイヤーを招
聘した県内商談会や海外での食
品見本市への出展などマッチング
機会の創出により、着実に増加し
ている。

達成可能

・平成28年度にとりまとめる「品目別輸出
促進方針」に基づき、今後の輸出促進が
見込まれるとともに、セミナーの開催など、
新たに取組む事業者への支援を実施する
ことから達成可能と判断した。

農林水
産企画
課

47
一般廃棄物再生利用率
（％）

20.5% 20.5% 23.5% 22.8%
22.2%
(H25)

24.0%
(H26)

27%以上
（H32）

・近年、全国では約20％で推移し
ているのに対して、県では増減は
あるものの23％前後をおおむね横
ばいで推移し、全国を上回ってい
るが、伸び悩んでいる。

要努力

・レジ袋削減等による容器包装廃棄物の
排出抑制、使用済小型家電や店頭回収さ
れた資源物等のリサイクルによる循環的
利用を進めてきたが、一般廃棄物再生利
用率については現状と目標の間に差があ
り、伸び悩んでいることから、「要努力」とし
た。

環境政
策課

48
産業廃棄物減量化・再生
利用率
（％）

95.6% 95.5% 95.0% 95.5%
95.9%
(H25)

95.5%
(H26)

97%以上
（H32）

・近年、全国では約97％で推移し
ているのに対して、県では約96％
で推移し、全国と同程度である。

要努力

・近年、産業廃棄物減量化・再生利用率
は約96%で推移しており、目標の達成に
は、多量排出事業者への技術支援及び技
術情報の提供、リサイクル業者に関する
情報提供、排出抑制・循環的利用につい
ての普及啓発の強化などを引き続き実施
する必要があると考えられるため、「要努
力」とした。

環境政
策課

49
環境美化活動参加者数
（万人）

４万人 ４万人 ４万人 ４万人 ８万人 15万人 13万人

・平成27年度は、県内全域で上流
域から海岸に向けて清掃美化活
動をつなぐ「森・川・海」リレー清掃
キャンペーンを新たに行うなど、清
掃美化活動への参加を幅広く呼び
かけた結果、目標を達成できた。

要努力

・平成27年度は、新たに実施した清掃美
化キャンペーンに非常に多くの県民が参
加したため目標を達成したものであり、こ
れを確実に維持するためには引き続き普
及啓発を継続的に行う必要があることか
ら、「要努力」とした。

環境政
策課

50
県内環境関連企業の海外
展開に関するサポート件数
（件）

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 13件 50件

・県内環境関連企業の海外展開支
援を開始した平成27年度は、とや
ま環境関連企業海外展開支援セミ
ナーにより13社（16人）のサポート
を行った。

要努力

・平成27年度に県内環境関連企業の海外
展開支援を開始したところであり、海外と
の調整や事業者への情報提供など、引き
続き支援を実施する必要があると考えら
れるため、「要努力」とした。

環境政
策課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

１ 産業・地
域経済の活性
化

（エ）農林水産
業の振興（競
争力強化）

29
⑧「富山のさかな」ブランド
化・高付加価値化

・国では、東日本大震災による甚大な被害、資
源状況の低迷及び燃油の高騰といった水産業
をめぐる厳しい現状を踏まえ、水産基本計画を
策定した。この計画に基づき、｢水産物の安定
供給の確保｣と｢水産業の健全な発展｣を実現す
るための施策を推進している。各市町村におい
ても、各浜と連携して｢浜の活力再生プラン｣を
国からの支援を受けて作成するなど、漁業収入
の向上に向けた取組みを展開している。

・県漁業協同組合連合会や各漁業協同
組合、漁業者、卸業者等と協議会を設
置し、｢富山のさかな」のブランド化や魚
食普及に向けた取組みを展開している。

Ａ　概ね順調

・平成22年度から｢富山のさかな｣ブ
ランド化推進事業を実施しており、経
済誌が今年行った都道府県イメージ
調査、「魚の県といえば」の項目で富
山県が１位になる等、着実にブラン
ド化は進んでいる。

不要

・全国的に「富山のさかな｣全体の
知名度は向上したと考えられる
が、特にブランド化が進んだブリ・
シロエビ・ホタルイカに続くブランド
魚の育成、あわせて大衆魚、未利
用・低利用魚の新たな販路の開拓
を推進し、漁業者収入の向上や漁
村地域の活性化に努めていく必要
がある。

・引き続き、関係者との連携を図
り、平成28年度当初予算及び9月
補正予算に盛り込んだ事業を着実
に推進していく。

（オ）環境・エ
ネルギー産業
の育成

31

①「環境・エネルギー先端
県」づくりに向けた廃棄物の
排出抑制・リサイクルの推
進、エコライフスタイルの定
着促進

・循環型社会の形成に関する施策の総合的か
つ計画的な推進を図るため、平成25年５月に第
３次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定
され、低炭素社会・自然共生社会との統合的取
組みと地域循環圏の形成など、質にも着目した
循環型社会の形成が求められている。また、国
に先駆けて本県が市町村と連携して回収・リサ
イクルを推進している使用済小型家電について
は、平成25年４月より「使用済小型電子機器等
の再資源化の促進に関する法律」が施行され
ている。さらに、平成27年７月には、災害廃棄物
対策を強化するため「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」が改正された。
・国では、世界規模での環境負荷低減に貢献す
るとともに、 我が国経済の活性化につなげるた
め、我が国の廃棄物処理・リサイクルに関する
循環産業が海外において事業展開されるよう
事業者を支援している。
・平成28年５月に本県で開催されたＧ７富山環
境大臣会合において、食品や化石燃料を含む
あらゆる資源の循環的な利用や使用量の削減
をめざす「富山物質循環フレームワーク」が採
択された。この中で、食品ロス・食品廃棄物の
削減促進、食品廃棄物の効果的なリサイクル、
効果的なエネルギー源としての利用、他の生態
系機能への影響を考慮したバイオマスとしての
利用促進など、有機性廃棄物に対する野心的
な取組みを着実に実施していくこととされた。

・とやまエコ・ストア制度（レジ袋無料配
布廃止に加え、詰替え商品の拡大、資
源回収、適切な店舗温度設定等に取り
組む小売店舗を登録する制度）には、74
社1,143店舗・６商店街（平成28年３月時
点）が登録しており、県民、事業者と連
携して３Ｒや二酸化炭素の排出削減を
推進している。
・市町村と連携して使用済小型家電の
回収・リサイクルを推進している。
・沿岸と上流エリアの市町村、関係団体
と連携し、海岸の環境美化活動を推進し
ている。
・ASEAN地域の廃棄物処理ビジネスに
精通した学識者、企業、国と連携して、
ASEAN地域の廃棄物処理の現状と課
題、ビジネスの将来性や取り組む際の
ポイントなどについて解説するセミナー
を開催するなど、海外展開を支援してい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・「とやま廃棄物プラン」に基づく施策
の展開により、廃棄物の排出抑制は
進んでいるが、再生利用率は伸び
悩んでいる。
・沿岸と上流エリアの市町村、関係
団体と連携した、海岸の環境美化活
動の推進により、環境美化の機運が
高まってきている。
・海外展開の検討に必要な情報を解
説するセミナーを開催した結果、セミ
ナーに参加したうちの１社が、海外
展開に係る国の支援事業に採択さ
れ、平成28年度新たに、タイでの事
業化可能性の基礎調査を行うことと
なった。

要検討

・廃棄物の再生利用率が伸び悩ん
でいることから、レジ袋等の容器包
装廃棄物の排出抑制・再生利用の
推進をはじめ、廃棄物の分別収集
の促進、多量排出事業者への技
術支援や技術情報の提供など、廃
棄物の排出抑制や循環的利用の
推進を図るとともに、レジ袋の無料
配布廃止を契機としたエコライフス
タイルへの転換を促進するなど、
県民や事業者による実効性のある
取組みを着実に進めていく必要が
ある。
　これに加えて、平成28年５月に
開催したＧ７富山環境大臣会合で
採択された「富山物質循環フレー
ムワーク」において、食品ロス・食
品廃棄物の削減が取組みの具体
例として挙がっていることを受け、
県としてもその取組みを進めていく
必要がある。
・多くの県民が環境美化活動に参
加しているが、県内各地の海岸で
漂着物が確認され、そのごみの多
くが県内の川の流れを通じて漂着
していることから、同会合で議論さ
れた海岸漂着物の発生抑制に向
けた普及啓発を引き続き実施して
いく必要がある。
・国内有数の高度な廃棄物処理技
術を有する県内企業の海外展開
を支援するため、海外との調整や
事業者への情報提供など、引き続
き支援を実施する必要がある。

・有識者、関係団体、市町村等で
構成する検討会において、食品ロ
ス・食品廃棄物削減の具体的な取
組みを検討するとともに、予算化さ
れた「家庭系食品ロス・食品廃棄
物実態調査事業」や「食品ロス・食
品廃棄物削減対策事業」（事業系
の実態調査）等を実施するなど、３
Ｒ・資源効率性の取組みを引き続
き、着実に進めていく。

4
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51
温室効果ガス排出量の削
減率（H17年度比）
（％）

9.9%増加
15.6%削

減
7.4%削減

14.3%増
加

14%増加
(H24)

6.9%増加
(H25)

８%以上
削減

（H32）

・近年、全国では削減率に増減が
あるものの、基準年度より削減さ
れている（H22：6.6%削減→H23：
3.0%削減→H24：0.5%削減→H25：
0.8%増加→H26：2.4%削減）のに対
し、県では基準年度より増加してお
り、削減が進んでいない。

要努力

・近年、温室効果ガス排出量は基準年度
より多く、削減が進んでいないとともに、現
状と目標の間に大きな差があることから、
より一層の省エネルギーや再生可能エネ
ルギーの導入等が必要なため、「要努力」
とした。

環境政
策課

52

事業所ビル等の延床面積
当たりのエネルギー消費
量の削減率（H14年度比）
（％）

9.2%削減
12.9%削

減
11.9%削

減
14.6%削

減

14.0%削
減

(H24)

15.8%削減
（速報値）

(H25)

32%以上
削減

（H32）

・全国の平成25年度の削減率は
20.9%であるのに対して、県では
15.8%であり、下回っている。県で
は、近年、削減率が伸び悩んでい
る（H17からH21にかけての伸び：
5.1ポイント/年、H21からH25にか
けての伸び：0.7ポイント/年、H28
の目標達成にはH25から2.7ポイン
ト/年の増加が必要）。

要努力

・事業所ビル等の延床面積当たりのエネ
ルギー消費量は減少し続けているが、近
年、削減率が伸び悩んでいることから、エ
コアクション21の導入など事業活動におけ
る環境配慮や事業者による省エネ設備導
入等の取組みをより一層促進する必要が
あるため、「要努力」とした。

環境政
策課

33
③ものづくり技術を活かした
産官学連携によるエネル
ギー関連技術の研究開発

・平成28年６月２日に閣議決定された日本再興
戦略2016において、環境・エネルギー分野に関
しては、経済成長と温室効果ガスの大幅な削減
を達成するため、革新的技術の研究開発の強
化や我が国が有する優れた技術の海外展開の
推進等に取り組むこととされた。また、名目ＧＤ
Ｐ600兆円に向けた成長戦略がもたらす効果と
して、エネルギー関連投資については、平成26
年度（2014年度）の18兆円から平成42年度
（2030年度）には28兆円に拡大するとしている。

・県内企業、大学、公設試験研究機関が
連携して、新たな成長産業である環境・
エネルギー分野の共同研究に取り組ん
でいる。

Ａ　概ね順調

・県内企業、大学、公設試験研究機
関の研究者で構成するグループが
提案する環境・エネルギー分野につ
いての研究開発に対しては、毎年度
１～２件支援しており、着実に成果を
上げている。

不要

・環境・エネルギー分野の研究開
発は、地球温暖化をはじめとする
環境問題への対策になるととも
に、県が目指す新しい成長産業の
振興にもつながることから、県内企
業に環境・エネルギー関連技術に
関する研究開発に一層取り組んで
もらえるよう意識醸成を図っていく
必要がある。

・県内企業のものづくり技術を活か
した環境・エネルギー技術の高度
化を図るため、引き続き、県内企
業、大学、公設試験研究機関によ
る共同研究開発が行われるよう支
援していくとともに、開発された技
術の実用化に向けた取組みに対
しても支援していく。

53

環境・エネルギー分野に係
る産学官共同研究件数（累
計）
（件）

7件 8件 10件 12件 13件 14件 18件

・環境・エネルギー分野に係る産学
官共同研究件数（累計）について
は、平成22年度から27年度にかけ
て、毎年度１～２件ずつ増加してき
ている。

達成可能

・平成28年度の件数は２件となっており、
平成29年度以降も毎年度１～２件の増加
が見込まれることから、目標は「達成可
能」であると判断した。

商工企
画課

54
農業用水等を活用した小
水力発電所の運転箇所数
（箇所）

14箇所 19箇所 23箇所 23箇所 26箇所 31箇所 43箇所

・小水力発電所の運転箇所数につ
いては、平成22年度から27年度に
かけて、毎年度平均して３箇所程
度ずつ増加してきている。

達成可能

・小水力発電所については、現在、16箇所
（農業用水を活用したもの11箇所、河川を
活用したもの５箇所）が整備中であり、い
ずれも平成30年度までには運転開始が見
込まれていることから、目標は「達成可能」
であると判断した。

商工企
画課

55
県内初の地熱発電所（バイ
ナリー式発電含む）の建設
（箇所）

－ － － － － －
１箇所以上
の建設着手

・本県の優れた地熱ポテンシャル
を活かした再生可能エネルギーの
導入促進のため、立山温泉地域に
おいて地表調査が進められてい
る。

要努力

・平成28年度に地表調査に着手し、今後、
平成29年度の掘削調査を経て、平成30年
度に事業化可否検討を行うことから「要努
力」と判断した。

企業局

35
①官民連携による若者や女
性等のＵＩＪターンの推進

・国では、ＵＩＪの推進を図るため、地方創生推
進交付金（28年度:1000億円）や地方創生加速
化交付金（27年度補正:1000億円）、地方人材還
流促進事業（28年度:4.8億円）を措置している。

・国の交付金を活用し、Ｕターン女子応
援カフェ等を開催するとともに、厚労省
のLO活プロジェクトと連携し、首都圏で
の就職イベントへの参加やLO活ウェブ
サイトでのイベント案内の掲載により、
UIJターンの推進を図る。

Ａ　概ね順調

・富山くらし・しごと支援センターにお
ける就職決定率は着実に成果を上
げている。引き続き、富山くらし・しご
と支援センターにおいて、求職者が
希望する条件や職種、経歴等を踏ま
え、希望に沿った求人を新規に開拓
する「オーダーメイド型の求人開拓」
を行うほか、今年度新たに県内企業
バスツアーの実施や、Ｕターン女子
応援カフェの拡充、社会人向け転職
フェアへの富山県ブースの出展、就
職活動解禁前の首都圏での業界研
究セミナーの開催等により更なるUIJ
ターンの促進を図ることとしている。

不要

・首都圏をはじめ新規学卒者を取
り巻く雇用環境は改善が進んでお
り、また、採用スケジュールの変更
に伴い就職活動期間が短期化し
たことから、就職活動解禁（大学３
年生等の３月）前に、県内企業の
魅力を知る機会の充実を図ること
が重要である。また、少子高齢化
の進行に伴い、本県の発展を支え
る人材を確保するため、学生のみ
ならず、働く社会人のＵＩＪターン希
望者を掘り起こし、県内企業との
マッチングを図るなどＵＩＪターンを
積極的に推進することが重要であ
る。

・引き続き、平成28年度当初予算
及び９月補正予算に盛り込んだ事
業を着実に推進していくとともに、
国、市町村、民間の関係団体と連
携を図っていく。

56
富山県くらし・しごと支援セ
ンター就職マッチング件数
（件）

136人 141人 151人 166人 180人 178人 240人
・就職決定者数は、前年度を下回
る結果（▲2名）となったものの、前
年度までは対前年増を達成。

要努力

・有効求人倍率が高い水準で推移すると
ともに、就職活動の度重なるスケジュール
変更により、学生の大手企業指向が強
まっていることから、登録者数の減少が懸
念されるが、今年度は県内企業バスツ
アーの実施、Ｕターン女子応援カフェの拡
充、社会人向け転職フェアへの富山県
ブースの出展、就職活動解禁前の首都圏
での業界研究セミナーの開催などにより、
さらなる新規登録者の確保を図るほか、
求職者が希望する条件や職種、経歴等を
踏まえ、希望に沿った求人を新規に開拓
する「オーダーメイド型の求人開拓」の実
施等により、就職決定者数の向上を図る
こととしていることから「要努力」と判断し
た。

労働雇
用課

57
県内大学等新規学卒者の
県内就職率
（％）

64.1% 65.6% 63.6% 63.6% 64.1% 63.1% 67.5%

・27年度は前年と比較して県内4大
学の県内就職率は上昇したもの
の、その他の短期大学や専門学
校で低下したため、全体としてわず
かに低下した。

達成可能

・県の県内大学生県内定着促進事業のほ
か、県内の各大学等で県内就職率を高め
る取り組みを行っているところであり、目標
は達成可能であると判断した。

労働雇
用課

58
県外出身の県内大学等卒
業生の県内就職率
（％）

19.0% 17.5% 18.3% 18.3% 16.3% 16.9% 20.0%

・策定時以前と比較して県内大学
の県外出身生が増加する一方で、
県外出身学生の県内就職率が微
増であったため、県内就職率が低
下傾向であったが、26年度以降は
増加に転じている。

達成可
能

・県外出身学生の総数が増加したことで最
近の県内就職率は低下したが、県外出身
県内大学生の県内定着促進事業のほ
か、県内の各大学等で県内就職率を高め
る取り組みを行っているところであり、目標
は達成可能であると判断した。

地方創
生推進
室

37

③ヤングジョブとやま等での
就職情報提供・相談や企業
説明開催など若者の就業支
援

・有効求人倍率が高水準で推移し、求職者側に
とっては売り手市場となっている一方で、新規
学卒者の就職活動スケジュールが２年連続で
変更となり、学生にとって対応に苦慮する場合
も想定される状況にある。

・大学や経済団体と連携し、情報共有を
図りながら適切な広報や施策実施によ
り、求職者を支援していく。

Ａ　概ね順調

・合同企業説明会を開催するなど、
若者をはじめとした県内の求職者と
企業のマッチングを効果的に行うほ
か、ニート引きこもり等への支援等を
行っている。

不要

・学生等のスケジュールに合わせ
て適切なタイミングでマッチングを
支援していく必要がある。また、就
職した若年者の３年以内離職率
は、全国と比べて良いものの、依
然として大卒で27.1％と高い水準
にあり、引き続き職場定着等ミス
マッチの解消に取り組む必要があ
る。

・ヤングジョブとやまにおいて実施
する合同企業説明会の開催時期
を就職活動スケジュールに合わせ
て柔軟に対応し、求職者と企業の
マッチングの機会を増やすととも
に、求職者のニーズに応じたカウ
ンセリングやセミナーを開催し、若
者の就業支援や職場定着に取り
組む。

再掲
（30）

若者の就業率（15～34歳
の人口に占める就業者の
割合）
（％）

64.8% － － －
64.8%
(H22)

H29.4頃
公表予定

64.8％以
上

・指標となる数値が国勢調査に基
づくものであり、設定時からの推移
は国勢調査確報待ち

達成可能

・評価指標については、まだ途中経過の
発表はないが、完全失業率や新規学卒就
職者の在職期間別離職率など、その他関
連指標は減少傾向で推移しているほか、
有効求人倍率も高い水準で推移してお
り、達成可能と判断する。

労働雇
用課

59
管理的職業従事者に占め
る女性の割合
（％）

5.7% － － －
5.7%
(H22)

H29.4公
表予定

9.8%

・本県は、ものづくり産業のウエイ
トが比較的高いことなどを反映し
て、民間事業所も含め管理職に就
く女性の割合は、全国的にも比較
的低い状況にある。（H22:5.7%／全
国44位（全国平均7.3％））

要努力

・本県の女性が管理職に就く割合は比較
的低い状況にある。今後も引き続き、企
業、経済団体、関係機関など幅広い分野
において、女性の人材育成、管理職への
登用などに取組む必要があり、要努力とし
た。

男女参
画・県民
協働課

60

専門的・技術的職業従事
者のうち研究者及び技術
者における女性の割合
（％）

11.8% － － －
11.8%
(H22)

H29.6公
表予定

14.1%

・本県の専門的・技術的職業従事
者のうち研究者及び技術者におけ
る女性の割合は、11.8％（全国3
位）と、全国的に高い状況にある。

達成可
能

・本県は、専門的知識が必要とされる業種
の多いものづくり産業のウエイトが高く、ま
た10年前からの伸び率（2.5ポイント）を考
慮し、達成可能とした。

男女参
画・県民
協働課

61
男女共同参画チーフ・オ
フィサー設置事業所数
（事業所）

132事業
所

141事業
所

148事業
所

157事業
所

167事業
所

192事業
所

230事業
所

・H27は192事業所となり、5年間で
60事業所増（年平均12事業所増）
となった。

達成可
能

・近年順調に増加していることから、達成
可能とした。

男女参
画・県民
協働課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

１ 産業・地
域経済の活性
化

（オ）環境・エ
ネルギー産業
の育成

32
②家庭や事業所の省エネ
ルギー化の推進による温
室効果ガス排出量の削減

・平成25年11月に京都議定書第一約束期間
後の目標として、平成32年度の温室効果ガ
ス削減目標が平成17年度比3.8％削減（原子
力発電による削減効果を含めない現時点で
の目標）に設定されたほか、平成27年７月
に平成42年度の温室効果ガス削減目標を平
成25年度比26.0％削減とすることが決定さ
れ、平成28年５月にはその目標達成のため
の具体的な対策を盛り込んだ地球温暖化対
策計画が策定された。
・また、Ｇ７富山環境大臣会合及びＧ７伊
勢志摩サミットにおいて、パリ協定の早期
発効に向けて各国が取組みを強化していく
こととされ、我が国は早期締結に向けた準
備を進めているところである。

・富山県地球温暖化防止活動推進セ
ンター（公益財団法人とやま環境財
団）や地球温暖化防止活動推進員、
市町村等と連携し、地球温暖化防止
の普及啓発等を行っている。
・とやまエコ・ストア制度（レジ袋
無料配布廃止に加え、詰替え商品の
拡大、資源回収、適切な店舗温度設
定等に取り組む小売店舗を登録する
制度）には、74社1,143店舗・６商店
街（平成28年３月時点）が登録して
おり、県民、事業者と連携して二酸
化炭素の排出削減や３Ｒを推進して
いる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・「とやま温暖化ストップ計画」に基づ
く施策の展開により、学校や家庭、
事業者等の各主体の取組みが進ん
でいるが、温室効果ガスの排出量は
平成17年度（基準年度）に比べ増加
している。

不要

・県内の温室効果ガス排出量は民
生部門（家庭、業務）において増加
していることから、この部門を中心
に一層の対策を推進するため、家
庭でのライフスタイルの転換や環
境に配慮した事業活動の促進、省
エネ機器・技術の普及、再生可能
エネルギーの導入など、県民や事
業者による効果的な取組みを着実
に促進していく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、県民、事業者、関
係団体、市町村等と連携して取り
組んでいく。また、国の地球温暖
化対策や気候変動に関する国際
交渉の動向を踏まえ、対策を講じ
ていく。

34
④小水力発電や太陽光発
電など再生可能エネルギー
の導入促進

・平成26年４月に閣議決定されたエネルギー基
本計画（第四次計画）において、再生可能エネ
ルギーについては、平成25年から３年程度、導
入を最大限加速していき、その後も積極的に推
進していくこととされた。
・また、平成27年７月に経済産業省で決定され
た長期エネルギー需給見通しにおいて、2030年
度（平成42年度）の再生可能エネルギー比率に
ついては、22～24％程度を目指すこととされ
た。
・ＦＩＴ（再生可能エネルギー固定価格買取制度）
については、再生可能エネルギーの導入が太
陽光に偏ったことや、国民負担（電気料金に上
乗せされる賦課金）の増大への懸念を招いたこ
となどを踏まえ、発電設備の未稼働を防ぐため
の新しい認定制度の創設や国民負担の抑制を
図る買取価格決定方式への移行など、平成28
年５月に見直しが行われた（電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法等の一部を改正する法律、平成28年５
月25日成立・同年６月３日公布・平成29年４月１
日施行）。

・県では、平成26年４月に、富山県再生
可能エネルギービジョンを策定したとこ
ろであり、本県の地域特性を活かして、
県民・事業者・県・市町村等、官民が一
体となって再生可能エネルギーの施策
を推進しているところである。

Ａ　概ね順調

・小水力発電については、運転箇所
数が平成30年度には46箇所見込ま
れるなど、目標（平成31年度に43箇
所）を上回ることが予想され、また、
メガソーラーの設置箇所数（累計）に
ついては、平成23年度の１箇所から
平成27年度には25箇所となるなど、
着実に成果を上げている。地熱発電
については、立山温泉地域において
地表調査が進められている。

不要

・本年５月に開催された先進７カ国
（Ｇ７）富山環境大臣会合におい
て、食品や化石燃料を含むあらゆ
る資源の循環的な利用や使用量
の削減を目指す「富山物質循環フ
レームワーク」が採択されたことを
受けて、食品廃棄物の効果的なエ
ネルギー源（バイオマス）としての
利用の促進などについても検討を
進めていく必要がある。

・小水力や地熱など、地域の再生
可能エネルギーを有効に活用して
いくことは大変重要であることか
ら、平成28年度当初予算に盛り込
んだ事業を着実に推進していくとと
もに、官民一体となって、再生可能
エネルギーの導入促進に取り組ん
でいく。

２　若者や女
性がいきいき
と働き暮らせ
る魅力ある地
域づくり

（ア）若者・女
性の就業支
援・県内定着
の促進

36
②県内大学生等への県内
企業の魅力発信の強化

・国では、平成27年度から、大学が地方公共団
体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある
就職先の創出に取り組むとともに、その地域が
求める人材を養成することで、地方創生の中心
となる「ひと」の地方への集積を目的として「地
（知）の拠点大学による地方創生推進事業」を
実施している。また、平成２８年度からはまち・
ひと・しごと創生本部による「地方創生インター
ンシップ事業」を実施している。

・県内で働き暮らすことの魅力を発信す
るセミナーについて、開催場所の確保や
学生への周知について県内大学と連携
して行うとともに、富山県インターンシッ
プ推進協議会を設置し、インターンシッ
プの参加促進を図る。また県内大学と学
生の就職状況調査についても連携し、
事業の効果を測定する。

Ａ　概ね順調

・中小企業の魅力発信ガイドブック
において、「伝統産業特集」などの特
集を増やして昨年度よりも内容に厚
みのあるガイドブックを作成してい
る。
・「富山県インターンシップ推進協議
会」において今年度のインターンシッ
プに関する企業と学生の募集を募
り、マッチングを進めている。

不要

・県内大学生の県内定着率につい
て、県内出身学生が約80%以上と
高くなっているが、県外出身学生
は約20%と低いので、県外出身の
学生でも分かりやすいような情報
発信を行う必要がある。

・引き続き県内大学等と連携しな
がら、平成28年度当初予算に盛り
込んだ事業を着実に推進してい
く。

38

④企業等での男女共同参
画や女性の活躍推進、
様々な分野で活躍できる
女性の人材育成

・女性活躍推進法の施行(H27.9）や国第４
次男女共同参画基本計画の策定(H27.12）な
どにおいて、男性中心型労働慣行等の変革
と女性の活躍推進が目指されている。

・富山県女性の活躍推進連携協議会
を設置(H27.8）し、企業、経済団
体、関係機関等が連携して女性の活
躍推進に向けた環境づくりを推進し
ている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・女性の活躍推進に積極的な企業
の顕彰「女性が輝く元気企業とやま
賞」（H19～H28：計27事業所）や、企
業トップや役員クラスへの男女共同
参画チーフ・オフィサーの委嘱(H28：
201事業所）、企業等で働く女性の自
己研鑽とネットワーク構築を目指す
「煌めく女性リーダー塾」(H28：68名）
などにより、企業における女性の活
躍推進に向けた取組みを進めてい
る。

不要

・女性の就業率(H22:49.9%、全国７
位）や平均勤続年数(H27:11.6年、
全国1位）は全国トップクラスにあ
るが、民間事業所も含めた女性の
管理職比率は全国的にも低い水
準にある。

・企業における女性活躍を推進す
る男女共同参画チーフ・オフィサー
制度や企業の顕彰、リーダーを目
指す女性のキャリアアップ支援等
を図るとともに、企業や経済団体、
関係機関と連携しながら女性が活
躍できる環境づくりを推進してい
く。

5
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62
県内大学・短大入学者の
県内比率
（％）

48.0% 47.4% 45.6% 45.6% 45.0% 46.8% 50.0%

・県内大学・短大入学者のうち県内
出身者の割合は、近年減少傾向
にあったが、平成27年度入学生に
ついては前年度を1.8ポイント上
回った。

達成可能

・COC+事業等を活用し、各高等教育機関
が連携して魅力向上に向けた取組みを推
進しており、今後も毎年1ポイント程度の伸
びは可能と思われることから、「達成可能」
と判断した。

知事政
策局

63
競争的資金（科学研究費）
の獲得数
（件）

396件 424件 448件 467件 471件 491件
2,000件
（5ヵ年累

計）

・全国的に採択件数が増加してき
ていることもあり、近年増加の傾向
が続いている。

達成可
能

・近年の採択件数は伸び続けているが、
県内における研究機関の研究者数が増え
る見込みが無い状況において、今後も増
加傾向を維持し続けるのは難しい。しか
し、現状を維持し、年間400件を超えること
は可能と思われることから、「達成可能」と
した。

商工企
画課

64

県内高等教育機関におけ
る県内企業との共同研究
件数
（件）

100件 115件 108件 111件 104件 119件 110件
・経済情勢の影響により年度で増
減がある状況であるが、前年度に
比べ15件増と大幅に増加した。

達成可能
・年度により増減はあるものの、現状を維
持し続けていくことは可能と思われるた
め、「達成可能」とした。

知事政
策局

65
COC＋参加大学における
卒業生の県内就職率
（％）

― ― ― ― 54.8% 53.7% 64.8%
・COC+参加大学の平成27年3月卒
業生の県内就職率は1.1ポイント減
とわずかに昨年度を下回った。

達成可能

・COC+事業は平成27年度に採択を受け、
参加校が「地元就職率10％ポイント向上」
を目指して連携し、多様なプログラムに着
手したところであり、今後取組みの成果が
上がることが期待されるため、「達成可能」
と判断した。

知事政
策局

66
県立大学志願倍率
（倍）

5.7倍 7.5倍 5.2倍 6.0倍
4.3倍
(H27)

4.9倍
(H28)

5倍台
(H32)

・県立大学志願倍率は概ね5倍前
後で推移しており、平成27年度は
北陸新幹線沿線地域に向けた学
生募集活動を強化したことなどか
ら、前年度の志願倍率を0.6ポイン
ト上回った。

達成可能

・平成27年度は4.9倍となり、目標である5
倍台に迫っており、平成28年度以降も県
内外に向けた学生募集活動を強化してい
くことから、達成可能と判断した。

知事政
策局

67
県立大学の県内企業就職
率（％）

48.7% 46.7% 44.9% 42.2% 42.0% 42.8%
55％以上
（H32)

・県立大学を卒業・修了した者のう
ち県内企業に就職した者の割合は
平成26年度には42.0％であった
が、平成27年度は42.8%と前年度を
0.8ポイント上回った。

達成可能

・目標達成には12.2ポイント以上の上昇が
必要だが、今後も学生の県内定着の取組
みを強化するとともに、「地（知）の拠点大
学による地方創生推進事業（COC+）」を活
用した県内高等教育機関や産業界等との
一層の連携が見込まれることから、達成
可能と判断した。

知事政
策局

41
③私立専修学校等が行う実
践的な職業教育や専門的な
技術教育への支援

・産業の高度化・複雑化に伴い、高等教育機関
における職業教育には、高度で実践的な専門
性の修得と、複雑・困難な課題に対応できる実
践力を備えた人材の育成が求められている。
・知識・技能を改めて学校で学び直したり、専門
性を高めたりすることへの重要性は増しており、
社会人の学び直しニーズへの対応が求められ
ている。

・各私立専修学校等が実施する職業教
育の高度化等に対応するため、各学校
が実施する特色ある教育やそれに必要
な設備整備を支援するとともに、開放講
座開催に対しても支援を実施している。

Ａ　概ね順調

・専修学校各種学校が実施する特
色ある教育や施設整備等へ支援を
行うことで、教育内容や教育環境の
充実が図られた。

不要

・各校における教育内容や教育環
境の一層の充実のため、専修学
校各種学校現場でのニーズ把握
に努め、より効果的な支援を行う
必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていく。

68
県立大学の公開講座受講
者数
（人）

247人 370人 320人 360人 270人 684人
320人

（H27～H31
平均）

・県立大学の公開講座受講者数
は、概ね300人前後で推移してい
たが、平成27年度は幅広く広報等
を行った結果、684人と前年度の約
2.5倍となった。

達成可能

・今後も地域の方に広く公開講座を知って
もらうことで、受講者数平均320人を達成
することは可能と思われることから、「達成
可能」と判断した。

知事政
策局

42
①世界文化遺産登録への
取組み等を通した地域の魅
力の発掘・再発見

・近年、ユネスコにおいて、登録遺産数の増加
や地域的な偏り等の事情から登録数を抑制す
る動きがある。
・国内候補では、平成27年7月のユネスコ世界
遺産委員会において「明治日本の産業革命遺
産」の登録が決定され、現在の暫定一覧表記
載物件は10件となっている。

・県内では、「立山・黒部を誇りとし世界
に発信する県民の会」（愛称：「立山・黒
部」ゆめクラブ）や「近世高岡の文化遺
産を愛する会」が平成19年度に発足して
以来、世界遺産登録に向けて経済界や
市民・県民レベルの活動が行われてい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・「立山・黒部」については、平成21
年に「白岩砂防堰堤」が国の重要文
化財に指定されたほか、毎年、国内
外の有識者を招いて国際フォーラム
等を開催し、立山砂防の検証を進め
るとともに県内外にその魅力を強く
アピールしてきた。　また、「近世高
岡の文化遺産群」については、高岡
御車山祭の早期の世界無形文化遺
産登録に向けた取組みのほか、勝
興寺等、構成資産の修理も順次行
われている。さらに、民間レベルで
は、「立山・黒部を誇りとし世界に発
信する県民の会」や「近世高岡の文
化遺産を愛する会」が活発に活動を
展開しており、県民・市民の中で地
域づくりへの意識が高まってきてい
る。
・「越中富山ふるさとチャレンジ」の実
施などによって、地域の魅力を再発
見・再認識する機会が増えてきてい
る。

不要

・世界遺産登録の実現に向け、ま
ずは、本県の提案に対し文化庁か
ら示された課題（文化財指定や顕
著な普遍的価値の検証など）の解
決に着実に取組む必要がある。

・引き続き、平成２８年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進
し、国内外への更なる魅力発信を
図る。

69

県内に自信をもって誇れる
ものがたくさんあると思う人
の割合
（％）

22.2% 28.2% 24.2% 25.2% 25.3% 26.2% 30%
・H27年度調査では、対前年比で
0.9ポイント増加。

達成可能

・H24年度より、毎年、ほぼ1ポイントずつ
上昇してきており、県民の、地域における
自然や歴史、伝統文化等に対する意識が
着実に高まってきていると考えられるため
達成可能と判断した。

知事政
策局

70
まちの未来創造モデル事
業のモデル地域数
（地域）

－ － － －
3地域
(H27)

3地域 15地域
・H27年度は、予定通り３地域採択
済み

達成可
能

・年間３地域ずつ採択することにより、累
計で達成可能と判断した。

地域振
興課

71
地域の魅力づくりに取り組
むNPO法人数
（法人）

44法人 46法人 54法人 56法人 56法人 53法人 75法人
・平成27年度は、新たに認証した
法人数より、解散した法人数が上
回り、減少に転じた。

要努力

・例年地域の魅力づくりに取り組むＮＰＯ
法人を新たに認証し着実に増加していた
が、平成27年度は目的を達成したＮＰＯ法
人が複数解散したことで減少に転じたた
め、「要努力」とした。

地域振
興課

72

住みよさランキング（東洋
経済新報社）
（50位以内の県内市町村
数）

非公表(東
日本大震
災）

50位以内
に3市

50位以内
に7市

50位以内
に8市

50位以内
に7市
(H27)

50位以内
に9市
(H28)

増加させ
る

・平成27年度は、前年度より１市減
少している。

達成可能

・平成27年度は、前年度より１市減少した
が、平成28年度においては、県内9市が50
位以内となっているため、「達成可能」とし
た。

地域振
興課

44

③美しい自然や田園景観、
歴史的・文化的まち並みな
ど地域の個性を活かした景
観づく
りを推進

【国の動き】
・「地域における歴史的風致の維持及び向上に
関する法律（平成20年11月施行）」が成立し、国
の認定を受けた「歴史的風致維持向上計画」に
基づく事業を行う地区に対し、建造物の復原・
修景のための歴史的環境形成総合支援事業の
創設等の拡充がなされた。
【市町村の動き】
・富山市において、平成23年６月に富山市景観
計画を策定し、翌月から同計画に基づく届出制
度が開始された。
・高岡市において策定を進めていた「高岡市歴
史的風致維持向上計画」が平成23年６月に国
の認定を受けた。
・砺波市が景観法に基づき、平成26年４月に砺
波市景観まちづくり計画を策定し、同年10月か
ら同計画にもとづく届出制度が開始された。
・南砺市では平成24年２月に景観づくり住民協
定が締結された。
・平成24年12月に高岡市金屋町が県内で４例
目の国の重要伝統的建造物群保存地区に選
定された。
・平成26年９月に高岡市伏木地区において、景
観づくり住民協定（勝興寺寺内町通り景観協
定）が締結された。
・平成27年１～２月に砺波市内の４地区（松ノ木
散居委員会、五鹿屋第二常会、五鹿屋第８常
会、大坪自治会）で景観づくり住民協定が締結
された。
・平成28年１～２月に砺波市内の２地区（宮森
下村自治会、新屋敷）で景観づくり住民協定が
締結された。

・県、市町村、関係団体等が連携し、美
しい自然景観や田園風景の保全や歴史
や文化を活かしたまち並みづくりに向け
た取り組みを行うことで、魅力的な景観
づくりの推進につなげている。

Ａ　概ね順調

・景観づくり住民協定はこれまで12
地区で締結され、景観づくり推進施
策の成果が表れている。今後も景観
アドバイザー制度による専門家の派
遣などの支援を行い、県民が主体と
なった景観づくりを推進していく必要
がある。
・地域の景観を美しいと思う人の割
合は近年４割前後で推移している。
現在、景観条例に基づく顕彰制度や
ふるさと眺望点のＰＲなどを実施し、
景観づくりに対する意識啓発に取り
組んでいるところである。

不要

・地域住民の景観づくりが積極的、
かつ、自主的に進められるよう意
識向上を図るとともに、推進するた
めの市町村の体制づくり、建築物
等の修景への支援が必要である。
・屋外広告物の新たな規制に関す
る普及啓発を、より一層図っていく
必要がある。また、違反広告物の
是正を市町村が積極的に行うよ
う、市町村との連携をさらに推進す
る必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、事業
者の関係団体と連携を図ってい
く。

73
景観づくり住民協定の締結
件数
（件）

4地区 5地区 5地区 5地区 10地区 12地区 12地区

・住民協定の既締結地区の先進的
な景観形成の取組みが広がりをみ
せ、平成27年度には砺波市内の２
地区で住民協定が締結され、県内
の締結件数は12地区となった。

既に達成

・先進市町村において締結された住民協
定による取組みが着実に進められてい
る。これをモデル事例とし、他地区でも住
民協定が締結され、昨年度には締結件数
（累計）は12地区となりH31目標値を達成
した。

建築住
宅課

45
④四季折々の花と緑あふれ
る快適な地域づくり

・新幹線の開業や県内での全国大会の開催な
どに合わせ、各地で飾花、花壇整備の機会が
増加した。

・花と緑の銀行支店（市町村）との連携
をさらに強め、頭取、グリーンキーパー
の活動支援を行った。

Ａ　概ね順調

・頭取、グリーンキーパーの活動に
より、地域の花壇やフラワーロード
のなどの整備、管理が行われ、花の
まちづくりがすすんでいる。

不要

・今後、高齢化により活動が困難
になる頭取やグリーンキーパーに
かわり、世代交代が必要となってく
る。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、民間の関
係団体と連携を図っていく。

74
花と緑の指導者数
（人）

2,025人 2,033人 2,078人 2,107人 2,144人 2,170人 2,200人

・ここ数年は、30人前後の増で推
移。高齢などで退任者もあるが、
定年退職後の地域リーダー的な人
が新規で就任し続けており、今後
もその傾向は続く見込み。

達成可能

・目標の2,200人に対し、現時点で2,170人
の実績があり、毎年30人前後の増が見込
めることから「達成可能」であると判断し
た。

森林政
策課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

２　若者や女
性がいきいき
と働き暮らせ
る魅力ある地
域づくり

（イ）高等教育
機関の魅力向
上

39
①高等教育機関の魅力向
上と県をはじめとした地域と
の連携強化

・国では、若年層の東京一極集中を是正するた
め、全学的に地域を志向する大学が他の大学
等や自治体、地域の中小企業等と連携し、地域
を担う人材を育成するための教育改革の実行
等により、それぞれの地域の実情に応じた雇用
創出や学卒者の地元定着率向上を図る取組を
支援することで、地（知）の拠点大学による地方
創生を推進している。

・富山大学等6高等教育機関が連携して
行う事業が平成27年度「地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業（COC+）」
の採択を受け、県や市町村、企業等と
連携しながら、地域課題の解決や地元
定着促進など地方創生の取組みを実施
している。
・県内７高等教育機関で構成する「大学
コンソーシアム富山」において、各機関
が連携して、学生の教育支援や教職員
の資質向上、教育研究成果を生かした
地域課題解決、産学官金連携などを推
進している。

Ａ　概ね順調

・各高等教育機関の特色ある活動に
対する支援を行うことで、各高等教
育機関の魅力向上が図られた。
・大学コンソーシアム富山が実施す
る教育連携事業や地域貢献事業に
対する支援を行うことで、県内高等
教育機関同士の連携強化、県内高
等教育機関と地域との連携強化が
図られた。

不要

・各高等教育機関のより一層の魅
力向上と地域との連携強化に向
け、各高等教育機関及び地域の
双方のニーズを把握し、より効果
的な支援を行う必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、関係団体等との連
携を図っていく。

40
②県立大学の教育研究体
制の充実と若者の地元定着
のための環境整備

・「まち・ひと・しごと創生総合戦略（H26.12閣議
決定）」の基本目標②「地方への新しいひとの
流れをつくる」を実現する政策の一つに「地方大
学等の活性化」が掲げられた。
・総務省と文部科学省が連携して「地方大学を
活用した雇用創出・若者定着」の取組みを行う
ことが示された。（H26.12）

・県立大学では、平成25年度に「地（知）
の拠点整備事業（COC）」の採択を受け
るとともに、富山大学等６高等教育機関
が連携して行う事業が平成27年度「地
（知）の拠点大学による地方創生推進事
業（COC+）」の採択を受け、県や市町
村、企業等と連携しながら、地域課題の
解決や地元定着促進など地方創生の取
組みを実施している。

Ａ　概ね順調

・県立大学学生の県内定着を推進
する取組への支援や学科拡充・新
設に向けた施設整備等を推進して
おり、県立大学の教育研究体制の
充実や地元定着のための環境整備
が図られた。

不要

・県立大学の学科拡充・新設に伴
う人員増に対応するため、施設整
備等を推進するとともに、学生の
県内定着を図る就職支援等の取
組みを強化する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進す
るとともに、県内高等教育機関及
び関係団体等との連携強化を図
る。

（ウ）地域の魅
力創生

43
②自然や歴史・文化など地
域の魅力向上やまちづくり
への支援

・各市町村においても、総合戦略を策定し、地
域住民等と連携しながら、魅力ある地域づくりを
進めている。

・県では、H27年度末にまちの未来創造
モデル事業検討委員会を設置し、意欲
ある市町村の多様な主体と連携した魅
力あるまちづくりを支援している。

Ａ　概ね順調

・「まちづくり総合支援事業」により市
町村が実施する先導的なまちづくり
を支援するとともに、「歴史と文化が
薫るまちづくり事業」により歴史的、
文化的資源を活用したまちづくりを
県内14市町で進めてきた。また、平
成27年度から「まちの未来創造モデ
ル事業」により市町村が総合戦略に
基づき多様な主体と連携し実施する
地域づくりを支援し、住民主体による
まちづくりを推進することとしている。

不要

・各地域の特色・強みを活かした
持続可能で活力ある地域づくりの
推進には、市町村・地域住民・関
連団体など様々な主体が連携・協
力しながら、自主的に進めていく
必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、新たにまちの未来
創造モデル事業のモデル地域を
選定し、住民主体のまちづくりを支
援し、魅力ある地域づくりを進め
る。

((H
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75

観光消費額
（対象：宿泊客及び日帰り
客、来訪目的：観光及びビ
ジネス）
（億円）

-
1,482億

円
1,035億

円
1,055億

円
1,292億

円
1,896億

円
2,067億

円

・宿泊客単価がH24～H26平均か
ら3.8％増加、宿泊客数（実数推
計）がH26から34.4％増加、日帰り
客単価がH24～H26平均から
42.9％増加、日帰り客数（実数推
計）がH26から24.1％増加したこと
により、観光消費額単価は46.7％
増加した。

達成可
能

・目標の達成率は（1,896億円-1,292億円）
÷（2,067億円-1,292億円）＝77.9％となっ
た。残りの22.1％については、誘客促進の
取組みや県内消費増に向けた取組みを
引き続き実施することにより達成可能な範
囲であると判断した。

観光課

76

観光消費額
（対象：宿泊客、来訪目的：
観光）
（億円）

- 380億円 366億円 337億円 342億円 427億円 547億円

・観光目的の宿泊客単価がH24～
H26平均から2.8％増加、観光目的
の宿泊客数（実数推計）がH26から
21.2％増加したことにより、観光目
的の宿泊客の観光消費額は
24.9％増加した。

達成可
能

・目標の達成率は（427億円-342億円）÷
（547億円-342億円）＝41.5％となった。残
りの58.5％については、誘客促進の取組
みや県内消費増に向けた取組みを引き続
き実施することにより達成可能な範囲であ
ると判断した。

観光課

47 ②広域観光の拠点化

・国）H27補正、H28当初「訪日外国人旅行者受
入環境整備緊急対策事業」にて、外国人観光
案内所の整備や多言語表記等の支援を行って
いる。

・市町村をはじめとする各団体が連携
し、観光案内所における外国人対応ス
タッフの充実、アンテナショップでの市町
村協力イベントの計画など、旅行者の利
便性の向上と拠点としての魅力向上を
図っている。

Ａ　概ね順調

・広域観光案内などの旅行者向け
サービスを行う仮設ブースを試験的
に設置し、海外からの個人旅行者
（FIT）をはじめとする旅行者の受入
体制を充実させている。

不要
・新幹線富山駅高架化にむけた富
山駅の整備の進捗を踏まえて実
施していく必要がある。

・訪日外国人旅行者のさらなる増
加を見据えるとともに、富山駅高
架化にむけて、さらなる旅行者向
け施設やサービスの整備を進めて
いく。

77

宿泊者数（宿泊旅行統計
調査における県内での宿
泊者数）
（千人）

3,407千
人

3,455千
人

3,619千
人

3,821千
人

3,489千
人

3,991千
人

5,200千
人以上

・H27は、新幹線開業効果により、
H26策定時から14.4％の増加と
なった。

要努力

・H31目標は、H26策定時宿泊者数から
50％以上増加した値を設定している。残り
35.6％を４年間で増加させるためには、毎
年「前年比8％増」を目指す必要があるこ
とから、要努力とし、引き続き新幹線開業
効果の持続・深化に努める。

観光課

48 ③富山らしい魅力創出

・国がH28.3.30に策定した「明日の日本を支える
観光ビジョン」において、国を挙げて、観光を我
が国の基幹産業へと成長させるため、観光資
源の魅力を極め、地方創生の礎にするとされて
いる。
・県内市町村においては、県とともに、内閣府所
管の交付金を活用し、戦略的な観光地域づくり
を推進する組織である日本版ＤＭＯ((公社)とや
ま観光推進機構）の取組を支援している。

･県、市町村、(公社)とやま観光推進機
構、市町村観光協会、観光事業者等が
連携し、官民一体となって戦略的な観光
地域づくりを推進している。

Ａ　概ね順調

・H27年度は、北陸新幹線開業後の
取組として事業も概ね順調に実施で
き、結果として、県内旅行者の満足
度が前年度より上がっており、数字
にも効果が現れた。

不要

・H28年度以降は、北陸新幹線開
業の効果を持続・発展させる取組
が重要であり、多様化・高度化す
る旅行者のニーズに対応するた
め、富山ならではの観光資源のさ
らなる磨き上げ、着地型旅行商品
の造成などに、引き続き取り組む
必要がある。中でも、本県が誇る
世界水準の観光資源である「立山
黒部」の世界ブランド化に取り組
み、施策をより一層推進する必要
がある。

・平成28年度当初及び９月補正予
算に盛り込んだ事業を着実に推進
していくとともに、国、市町村、(公
社）とやま観光推進機構、市町村
観光協会、観光事業者等と連携を
図っていく。

78
旅行者満足度
（％）

58.3% 73.4% 74.7% 75.6% 71.0% 75.7% 80%以上

・旅行者満足度は、H26から4.7％
の増加となった。満足度調査時の
満足した理由の記載欄では、食べ
物や料理、新鮮な魚などが半分以
上を占めていた。

達成可能

・H31目標値の達成まで、４年間で4.3％増
加させる必要があるが、引き続き富山の
観光資源の磨き上げや着地型旅行商品
の造成、情報発信を行うことで、達成は可
能と考えている。

観光課

49 ④戦略的なプロモーション

・平成28年度、観光庁は「テーマ別観光による
地方誘客事業」を公募し、国内外の観光客が全
国各地を訪れる動機を与えるため、特定の観光
資源に魅せられて日本各地を訪れる「テーマ別
観光」のモデルケースの形成を促進し、地方誘
客を図る取組みをしている。

・北陸新幹線や富山きときと空港、ＪＲ高
山線、高速自動車道などの交通基盤を
活かし、ＪＲ、航空会社、大手旅行会社
等と県・市町村、観光団体等が連携した
観光プロモーションや、近隣自治体と連
携し、広域観光ルートのＰＲを推進して
いる。

Ａ　概ね順調

・北陸新幹線開業効果により、前年
在来線に比べ約3倍増となり、開業
の効果持続を図るため、平成27年
10月～12月まで大型観光キャン
ペーン「北陸デスティネーションキャ
ンペーン（ＤＣ）を通して、旅行商品
の造成が展開され、全国のＪＲ各駅
で本県の露出が高まった。

不要

・開業効果の数値（宿泊者等）にも
限りが見えてきており、効果を維
持・発展、深化させるため、特に冬
の誘客を強化していく必要があ
る。

・開業効果持続のために、本県の
強みである富山湾鮨などの「食」を
中心にプロモーションを強化し、旅
行先として認知度を高め、誘客を
促進する。また、ＪＲや大手旅行会
社、近隣自治体等と連携したプロ
モーションや、映画・ドラマ等の制
作誘致に積極的に取り組む。

再掲
（77）

宿泊者数（宿泊旅行統計
調査における県内での宿
泊者数）
（千人）

3,407千
人

3,455千
人

3,619千
人

3,821千
人

3,489千
人

3,991千
人

5,200千
人以上

・H27は、新幹線開業効果により、
H26策定時から14.4％の増加と
なった。

要努力

・H31目標は、H26策定時宿泊者数から
50％以上増加した値を設定している。残り
35.6％を４年間で増加させるためには、毎
年「前年比8％増」を目指す必要があるこ
とから、要努力とし、引き続き新幹線開業
効果の持続・深化に努める。

観光課

50 ⑤国際観光の推進

・国）「観光立国実現に向けたアクション・プログ
ラム2015」を踏まえ、ビジット・ジャパン（VJ）地
方連携事業として、インバウンドに積極的に取
り組む各地域（自治体及び観光関係団体等）と
広域連携し、外国人旅行者の訪日促進を図る。
事業の実施にあたっては、国は総費用の２分の
１を上限に負担。

・国や近隣自治体と連携し、広域観光
ルートのＰＲを推進している。

Ａ　概ね順調

・国、地域別のニーズを踏まえ、観
光プロモーション等を実施し、アジア
からの誘客促進を図るとともに、北
陸新幹線開業後も引き続きＦＩＴ向け
の情報発信等に努めた外国人宿泊
客数が前年より増加した。

不要

・北陸新幹線開業の効果を維持・
存続し、訪日外国人旅行者のさら
なる増加を促すため、観光プロ
モーションや情報発信等をさらに
推進するとともに、受入環境整備
の充実を図る必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていく。

79
外国人宿泊者数
（人）

96千人 59千人 81千人 129千人 147千人 200千人 560千人
・H27はH26策定時から36.6％の増
となり、H25・H26に引き続き過去最
高を更新する結果となった。

要努力

・H31目標値は、国観光ビジョンに合わ
せ、H27宿泊者数の2.8倍で設定している。
この目標を達成するためには、毎年「前年
比3割増」を目指す必要があることから、要
努力と判断した。

観光課

80
コンベンション参加者数
（人）

75,752人 76,458人 80,586人 80,732人 86,077人 90,906人 91,000人

・北陸新幹線の開業に伴い、全国
規模の大会が増加し、このうち１千
名を超える大規模コンベンションが
26年度の約２倍の１３件開催され、
国際規模の学会等の増加もあり、
平成27年度の参加者数は過去最
多となった。

達成可能
・参加者数はこの５年間で約15,000人(２
割)増加しており、この傾向が続けば目標
は達成可能であると判断した。

観光課

81
コンベンション開催件数
（件）

170件 202件 171件 240件 255件 268件 270件

・北陸新幹線の開業に伴うアクセ
スの向上も加わり、全国規模や国
際規模の学会等の開催に大きな
伸びが見られ、平成27年度の開催
件数は過去最多となった。

達成可能
・開催件数はこの５年間で約100件(５割
強)増加しており、この傾向が続けば目標
は達成可能であると判断した。

観光課

82
国際会議開催件数
（件）

22件 14件 10件 24件 16件 26件 27件

・国際会議の開催については年度
間でばらつきがあるが（平成22年
度から26年度の５年平均では17
件）、北陸新幹線開業後の平成27
年度は過去最多となった。

達成可能

・北陸新幹線開業に伴うアクセスの向上に
加えG7富山環境大臣会合や大きな国際
会議の開催実績のアピールにより、29年
度以降大規模な国際会議の開催地として
選ばれるケースが増えてきており、目標は
達成可能であると判断した。

観光課

83
アンテナショップへの来店
者数
（万人）

44.0万人 45.0万人 43.8万人 45.8万人 49.1万人 50.8万人 110万人

・有楽町のアンテナショップの入館
者数は、順調に伸びてきている。
（H27年度は、日本橋とやま館は
オープン前につき、指標データな
し）

達成可能

・有楽町店の来店者数が順調に伸びてき
ていることに加え、日本橋とやま館もまず
まずの出だしとなっており、今後、季節感
のある品揃え・メニューの提供や、多彩な
イベントの実施などによりリピーターの確
保を図ることで、達成可能と判断した。

地域振
興課

84
「富山県推奨とやまブラン
ド」の認定件数
（品目）

11品目 11品目 11品目 11品目 13品目 13品目 15品目
・平成27年度は「富山県推奨とや
まブランド」の募集がなく、前年同
数。

達成可能
・H28年度以降、ブランド募集を強化するこ
とにより、幅広く資源を発掘することにより
達成可能と判断した。

地域振
興課

53
②富山ならではの優れた新
商品・新サービスのブランド
化推進

・地域資源ファンドについてはH29年度で終了
期限を迎えるため、引き続きこの事業が続けら
れるように国等に要望を行っている。

・とやま新事業創造推進検討会を開催
し、市町村等と情報交換を行っている。

Ａ　概ね順調

・地域資源・北陸新幹線開業等に関
連した新商品・新サービス開発に対
する助成については昨年度は目標
年までの年平均20件を上回る24件
の交付決定を行った。

不要

・富山ならではの優れた新商品・
サービスのブランド化を推進する
ため、助成の申請件数を増やして
いく必要がある。

・引き続き、地域資源・北陸新幹線
開業等に関連した新商品・新サー
ビス開発に関する助成制度を周知
するとともに、事業者が制度を有
効活用すること等により販路開拓
を進めていく。

85

地域資源・北陸新幹線開
業に関連した新商品・新
サービス開発件数
（件）

－ － － － 141件 165件 241件

・地域資源・北陸新幹線開業等に
関連した新商品・新サービス開発
件数はH27は24件と目標年までの
年平均20件を上回るペースで増加
している

達成可能
・現在のペースで増加が続けば達成可能
と判断

経営支
援課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

３　観光の振
興、定住・半
定住の環境づ
くり

（ア）選ばれ続
ける観光地づ
くり

46 ①戦略的な観光地域づくり

・国がH28.3.30に策定した「明日の日本を支える
観光ビジョン」において、国を挙げて、観光を我
が国の基幹産業へと成長させ、訪日外国人旅
行消費額を2020年には2015年の2倍超の8兆円
にすること等を目標とするとともに、2020年まで
に世界水準ＤＭＯを全国で100組織形成するこ
となどを掲げている。
・県内市町村においては、県とともに、内閣府所
管の交付金を活用し、戦略的な観光地域づくり
を推進する組織である日本版ＤＭＯ((公社)とや
ま観光推進機構）の取組を支援している。

・県、市町村、(公社)とやま観光推進機
構、市町村観光協会、観光事業者等が
連携し、官民一体となって戦略的な観光
地域づくりを推進している。

Ａ　概ね順調

・H27年度は、北陸新幹線開業後の
取組として事業も概ね順調に実施で
き、結果として、県内宿泊者数が前
年比14.2%増（観光庁/宿泊旅行統計
調査 H27.4～H28.2)となるなど、数
字にも効果が現れた。

不要

・H28年度以降は、北陸新幹線開
業の効果を持続・発展させる取組
が重要であり、多様化・高度化す
る旅行者のニーズに対応するため
のマーケティングの実施や質の高
い観光人材の育成など、戦略的な
観光地域づくりに引き続き取り組
む必要がある。

・平成28年度当初予算に盛り込ん
だ事業を着実に推進していくととも
に、国、市町村、(公社）とやま観光
推進機構、市町村観光協会、観光
事業者等と連携を図っていく。

51 ⑥コンベンションの誘致促進

・国では、コンベンションを含むMICE誘致を観光
立国実現に向けた主要な柱の一つとして位置
づけ、国際会議等の誘致体制の構築・受入環
境の整備に取り組んでいる。県においても、とり
わけ、国際会議の積極的な誘致及び受入環境
の充実に取り組むこととしている。

・市町村、(公財)富山コンベンション
ビューロー、コンベンション施設など関係
機関と連携し、官民一体となった誘致活
動や開催支援を実施している。国際会
議については、国とも連携しオールジャ
パン体制で誘致を推進。

Ａ　概ね順調

・誘致活動の強化に加え北陸新幹
線の開業もあり、平成27年度はコン
ベンション参加者数、開催件数、国
際会議開催件数ともに過去最多と
なった。

不要

・新幹線開業効果を維持･存続し、
コンベンションの参加者数･開催件
数の増加を促すため、国際会議を
はじめ、コンベンション誘致をさら
に推進するとともに開催受入体制
の充実を図る必要がある。

・新･観光振興プランに新たに盛り
込んだ国際会議の誘致強化と受
入環境の充実を含め、コンベンショ
ンビューローや市町村、関係団体
との連携を強化し、コンベンション
誘致をさらに推進する。

（イ）富山のブ
ランド力アップ

52
①首都圏等での戦略的情
報発信による富山のブラン
ド力アップ

・全国各地には、地域で育まれた名産や名物、
特産などといわれる農林水産物・食品が数多く
あり、国内外の消費者に受け入れられている。
平成27年6月1日に、この農林水産物・食品など
の「地域ブランド」を守るための新たな制度「地
理的表示保護制度」が開始され、同年12月には
第一弾として7産品が登録された。

・県では、首都圏等で「富山ならでは」の
様々な魅力の情報発信に積極的に取り
組んでおり、ブランド認定においては国
の制度の視点を審査に取り入れなが
ら、地域イメージのブランド化を推進して
いる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・新首都圏情報発信拠点「日本橋と
やま館」の入居物件の選定や施設
の設計などを実施し、オープンに向
け着実に準備を進めた。
・「明日のとやまブランド」育成支援
制度等の各種制度を利用した県産
品の販路開拓や新商品開発に向け
た取組みが行われるなど、民間を中
心とした富山の商品・サービスのブ
ランド力アップに向けた取組みは順
調に進んでいる。
・「富山湾」のさらなるブランド力向上
のため、クルーズ客船誘致、湾岸サ
イクリング等を実施した。

不要

・ブランドイメージの浸透・定着に
は、継続的な取組みが必要であ
り、新たな首都圏の情報発信拠点
を活用し、これまで以上に「富山な
らでは」の様々な魅力の情報発信
に積極的に取り組み、地域イメー
ジのブランド化を推進する必要が
ある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村や民間事業
者と連携を図っていく。
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番号 番号

施策 最近の動き 連携状況 進捗判定 進捗状況
施策の見
直しの方

向性
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86
「富のおもちかえり」商品の
売上額
（万円）

― ― ― ― ―
3,219万

円
10,000万

円

・H27年2月より販売開始。H27年度
末までの売上累計3,887万円。
・H27年度に4商品の新商品追加を
行い、H27年度売上月平均は268
万円となった。

達成可能
・販売体制の見直し、新商品追加の仕組
みづくりなどの検討を行い、販売額増加を
目指すことにより達成可能と判断した。

農産食
品課

87
「越中富山幸のこわけ」の
売上額
（万円）

―
2,917万

円
4,667万

円
7,497万

円
10,763万

円
19,370万

円
23,000万

円

・新幹線開業効果を受け、新幹線
関連や首都圏等での販売額が伸
びたことから、H27年度の売上は前
年度比180%となった。

達成可能

・H28年度以降、大幅な増加は見込めない
が、年間の伸び率は３％程度の増加を見
込み、目標は「達成可能」であると判断し
た。

商工企
画課

88
「べつばら富山」商品の売
上額
（万円）

－ － －
9,870万

円
10,200万

円
12,500万

円
16,600万

円

・H25年4月販売開始からH27年度
までの売上累計3億2,585万円。
・H27年度の売上実績は、新商品
の追加(H27.11～)やPR事業の実
施により、年間約1億2,500万円。
(月平均1,040万円)

達成可能

・新商品追加による売上げ増加を160万円
増／月、首都圏等へのＰＲ、販売促進事
業による効果を180万円増／月として見込
み、目標は「達成可能」であると判断した。

商業まち
づくり課

89
県・市町村の相談窓口等を
通した移住者数
（人）

300人 306人 316人 359人 411人 462人 700人

・県・市町村の相談窓口等を通して
移住者数は、統計開始時（H20度）
200人であったが、4年前に300人を
越え、以降年々人数を伸ばしてい
る。

達成可能

・年々、本県への移住者数は増加傾向に
あり、今後、首都圏等での相談窓口体制
や仕事に関する情報提供の強化等による
移住促進施策を積極的に取り組むことに
より「達成可能」と判断した。

地域振
興課

90

移住希望先ランキング
（NPOふるさと回帰支援セ
ンター）
（位）

－ 7位 － 7位 9位 11位 5位

・NPOふるさと回帰支援センターの
運営する「ふるさと暮らし情報セン
ター」の来場者を対象とした「移住
希望先ランキング」において、富山
県は近年10位前後をキープしてい
る。

要努力

・国の地方創生の動きにより、ふるさと情
報センター専属相談員・相談窓口を設置
する府県が年々増加しており、H28.7に
は、35府県１市となっている。その中で、
富山のくらしやすさの魅力を一層発信する
ことが必要であることから「要努力」と判断
した。

地域振
興課

再掲
（29）

人口の社会増減数
（人）

△ 1,454 △ 805 △ 1,071 △ 1,810 △ 1,147 △ 897 ＋100人

・国全体では、東京圏への転入超
過増大の傾向（H26:109,498人→
H27:119,357人）にあるが、本県の
転入超過数は一定程度の改善が
見られる。

要努力

・H26からH27にかけて、他県への転出超
過は250人改善されているが、今後とも転
出抑制、転入増加に向けた各種施策に取
組む必要があることから、要努力と判断し
た。

地方創
生推進
室

56
②北陸新幹線開業効果を
活かした移住体験機会等の
拡大

・国では地方移住の促進に向け、2020年までに
東京圏から地方への転出を2013年の37万人よ
り4万人増やす一方、地方から東京圏への転入
を47万人から6万人減らす目標を掲げ、自治体
による移住促進の取組を支援しており、県内市
町村においても、内閣府所管の交付金を活用
し、移住促進の取組を展開している。

・「くらしたい国、富山」推進本部を中心
に、県、市町村が一体となって移住促進
に取り組んでいる。

Ａ　概ね順調

・本県出身者等をメインターゲットに
Ｕターンのきっかけづくりを目的とし
た事業を実施するとともに、「くらした
い国、富山」推進本部を中心として
定住ツアー等を実施した。

不要

・国の地方創生の動きにより、全
国的に各県でも首都圏等での相
談窓口の設置をはじめ、移住促進
に積極的に取り組んでおり、その
中で、目標の5位以内とするために
は、より一層の施策の推進が必要
である。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村や関係団体
等と連携を図っていく。

再掲
(90)

移住希望先ランキング
（NPOふるさと回帰支援セ
ンター）
（位）

－ 7位 － 7位 9位 11位 5位

・NPOふるさと回帰支援センターの
運営する「ふるさと暮らし情報セン
ター」の来場者を対象とした「移住
希望先ランキング」において、富山
県は近年10位前後をキープしてい
る。

要努力

・国の地方創生の動きにより、ふるさと情
報センター専属相談員・相談窓口を設置
する府県が年々増加しており、H28.7に
は、35府県１市となっている。その中で、
富山のくらしやすさの魅力を一層発信する
ことが必要であることから「要努力」と判断
した。

地域振
興課

57
③意欲ある地域住民による
移住者の受入促進

・国では地方移住の促進に向け、2020年までに
東京圏から地方への転出を2013年の37万人よ
り4万人増やす一方、地方から東京圏への転入
を47万人から6万人減らす目標を掲げ、自治体
による移住促進の取組を支援しており、県内市
町村においても、内閣府所管の交付金を活用
し、移住促進の取組を展開している。

・県、市町村が連携し、地域住民による
移住者受入の取組みや、移住者個人の
空き家改修を支援することで、県外から
本県への移住者の増加につなげてい
る。

Ａ　概ね順調

・地域住民が取り組む移住者受入促
進の取組みを、ソフト、ハード両面で
総合的に支援することにより、モデ
ル地域が1地域増えるなど、着実に
成果を上げている。

不要

・モデル地域の数は平成26年度か
ら1地域増え、順調に増加している
が、今後も市町村と連携し、地域
住民の移住促進の取組みに対す
る機運醸成を図っていく必要があ
る。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、地域住民
と連携を図っていく。

91
定住者受入モデル地域数
（地域）

－ － － 4地域 4地域 5地域 10地域

・定住者受入モデル地域の数は、
H26年度は増加はなかったが、
H27年度は前年度より1地域増え
た。

達成可能

・目標達成には、毎年1～2地域程度の追
加が必要であるが、H27は1地域追加でき
たことから、目標は「達成可能」であると判
断した。

地域振
興課

再掲
(86)

④豊かで魅力ある中山間地
域の実現【再掲】

再掲
(92)

年間の農林漁業体験者数
（人）

農村振
興課

58
⑤農林漁業体験等を通じた
首都圏などとの交流の促進

・田園回帰の動きをとらえ、農山漁村が持つ豊
かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の
取組みや農山漁村への定住等の促進による振
興を図るための地域活動や人材育成、施設整
備への支援策である既存4事業が、統合により
平成28年度から新たに農山漁村振興交付金と
して国で予算化され、農山漁村の活性化を推進
している。

・国、県、市町村、関係団体等（NPO法
人グリーンツーリズムとやま、各種活動
組織・協議会など）が連携し、中山間地
域ならではの資源の活用・高付加価値
化を図り、所得拡大などに取り組む地域
への支援を行うとともに、人材確保に向
けた定住・半定住のための情報発信、
都市との交流に向けた受入体制の整備
等を推進している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・平成27年度とやま農山漁村イン
ターンシップを実施した結果、大学
生を中心に53人（うち首都圏出身33
人）の参加があり、また、とやま帰農
塾を実施した結果、延べ153名（うち
県外121人）の参加があるなど、都市
と農山漁村との交流拡大が図られ
農林漁業体験者数の増加に寄与し
ている。
・県外の大学、高校等の部活動、
サークル活動の合宿を誘致した結
果、56団体（3,512名）の参加がある
など、交流人口の拡大が図られた。

不要

・年間の農林漁業体験者数は平成
26年度まで順調に増加している
が、平成25年度の増加数（3,800
人）に比べ平成26年度の増加数
（2,600人）は減少していることか
ら、引き続き、県内の農山漁村の
魅力発信や都市と農山漁村との
交流拡大を促進する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進す
るとともに、国、市町村、関係団体
等と連携を図っていく。

92
年間の農林漁業体験者数
（人）

42,300人 42,900人 45,600人 49,400人 52,000人 59,000人 67,000人

・都市に住む若者を中心に農村の
魅力の再発見が進み、都市と農村
を人々が行き交う「田園回帰」の動
きや、定年退職を契機とした農村
への定住志向がみられることか
ら、年々増加傾向にある。

達成可能

・①都市住民の農林漁業体験に対する
ニーズが高まっていること、②新幹線開業
を契機とした新たな取組みの実施により
参加者の増加が見込まれることから、目
標は「達成可能」であると判断した。

農村振
興課

２　産業振興、若
者等の雇用創
出、観光振興、
県内への移住促
進

３　観光の振
興、定住・半
定住の環境づ
くり

（イ）富山のブ
ランド力アップ

54

③季節に応じた富山の食の
魅力の発信・イベント開催等
を通じた「食のとやまブラン
ド」の確立

・特になし

・「食のとやまブランド」関係事業の実施
にあたっては、市町村、農業団体、食品
事業者団体等と協力して取り組んでい
る。

Ａ　概ね順調

・新たな駅弁「とやま弁当」を開発す
る等、民間企業と連携した新たな取
組みを行うことで、マスコミに取り上
げられ、食のとやまブランド確立に
向け、成果を上げている。

不要

・新幹線開業により注目が集まっ
ているが、開業効果を継続させる
ため、引き続き、季節に応じた富
山の食の魅力の発信・イベント開
催等を通じた「食のとやまブランド」
を確立していく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、民間の関
係団体と連携を図っていく。

（ウ）定住・半
定住の環境づ
くり

55
①「くらしたい国、富山」の魅
力発信・相談体制の充実

・国では地方移住の促進に向け、2020年までに
東京圏から地方への転出を2013年の37万人よ
り4万人増やす一方、地方から東京圏への転入
を47万人から6万人減らす目標を掲げ、自治体
による移住促進の取組を支援しており、県内市
町村においても、内閣府所管の交付金を活用
し、移住促進の取組を展開している。

・「くらしたい国、富山」推進本部を中心
に、県、市町村が一体となって移住促進
に取り組んでいる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・「くらしたい国、富山」推進本部を中
心に施策に取り組んだ結果、県・市
町村の相談窓口等を通して移住者
数は、年々増加している。

不要

・首都圏等での相談窓口の設置を
はじめ、移住促進にも一層、戦略
的に取り組んでいく必要がある。
・本県への移住者は、20～30代を
中心とした現役世代が多く、「暮ら
し」に加えて「仕事」へのニーズ、
特に企業等への「就職」希望が多
いことから、相談機能の充実が必
要である。

・引き続き、予算化された「富山くら
し・しごと支援センター運営充実事
業」等を着実に推進していくととも
に、国、市町村、民間の関係団体
と連携を図っていく。
・地域経済の担い手を確保する観
点からも、本県の「仕事」や「暮ら
し」の情報発信や受入体制を強化
し、ＵＩＪターンなど県内への移住者
増を図っていく。

8
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再掲
(59)

管理的職業従事者に占め
る女性の割合
（％）

5.7% － － －
5.7%
(H22)

H29.4公
表予定

9.8%

・本県は、ものづくり産業のウエイ
トが比較的高いことなどを反映し
て、民間事業所も含め管理職に就
く女性の割合は、全国的にも比較
的低い状況にある。（H22:5.7%／全
国44位（全国平均7.3％））

要努力

・本県の女性が管理職に就く割合は比較
的低い状況にある。今後も引き続き、企
業、経済団体、関係機関など幅広い分野
において、女性の人材育成、管理職への
登用などに取組む必要があり、要努力とし
た。

男女参
画・県民
協働課

再掲
(60)

専門的・技術的職業従事
者のうち研究者及び技術
者における女性の割合
（％）

11.8% － － －
11.8%
(H22)

H29.6公
表予定

14.1%

・本県の専門的・技術的職業従事
者のうち研究者及び技術者におけ
る女性の割合は、11.8％（全国3
位）と、全国的に高い状況にある。

達成可
能

・本県は、専門的知識が必要とされる業種
の多いものづくり産業のウエイトが高く、ま
た10年前からの伸び率（2.5ポイント）を考
慮し、達成可能とした。

男女参
画・県民
協働課

再掲
(61)

男女共同参画チーフ・オ
フィサー設置事業所数
（事業所）

132事業
所

141事業
所

148事業
所

157事業
所

167事業
所

192事業
所

230事業
所

・H27は192事業所となり、5年間で
60事業所増（年平均12事業所増）
となった。

達成可
能

・近年順調に増加していることから、達成
可能とした。

男女参
画・県民
協働課

60
②男性が家事・育児・介護
等に参画できる環境整備の
推進

・国第4次男女共同参画基本計画(H27.12策定）
において、長時間労働を前提とした男性中心型
労働慣行の変革が目指されている。

・ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン、県、
女性財団等による実行委員会で「ファ
ザーリング全国フォーラムinとやま」を開
催(H27.11）するなど、関係団体が連携
し、男性の主体的な家事・育児参画の機
運醸成に努めている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・男性の働き方改革セミナー
(H27:662名受講、企業・大学各３箇
所で実施）や、ファザーリング全国
フォーラムの開催(H27.11開催、延べ
2,000名参加）、企業、首長等による
「イクボス宣言」などにより、男性の
家事・育児参画の促進と働き方の見
直しの意識啓発を図っている。

不要

・家事及び育児の約8割は妻が主
に担っている（男女共同参画社会
に関する意識調査(H27)）ことや、
長時間労働を前提とした男性中心
型労働慣行が依然として根付いて
いるなどの課題がある。

・男性の主体的な家事・育児参画
の促進や企業トップの意識改革・
働き方の見直しの意識啓発を図る
とともに、企業・経済団体・関係機
関等と連携しながら、男女ともに仕
事と家庭の両立が可能な環境づく
りを推進していく。

93
6歳未満の子どもを持つ男
性の育児・家事関連時間
（分）

－ 84分 － －
84分
(H23)

H29.9公
表予定

158分

・6歳未満の子どもを持つ男性の育
児・家事関連時間は、84分と、全
国平均（67分）を上回っている（全
国8位）。また、H18の数値（71分）
からも上昇している。

要努力

・目標達成には、企業や経済団体、関係
機関と連携しながら、男性が家事・育児に
参画できる環境づくりに一層取り組む必要
があるため、要努力とした。

男女参
画・県民
協働課

61
③県・企業等における政策・
方針決定過程への女性の
参画の推進

・国では、H15に「社会のあらゆる分野におい
て、2020年までに指導的地位に女性が占める
割合が、少なくとも30%程度となるよう期待する」
という目標を掲げ、女性の参画拡大に関する取
組みを進めている。
・国第４次男女共同参画基本計画(H27.12策定）
において、国の審議会等委員に占める女性の
割合は40%以上60%以下（H32）を目標としてい
る。

・富山県女性の活躍推進連携協議会を
設置(H27.8)し、企業、経済団体、関係機
関等が連携して事業者・団体等におけ
る女性の活躍推進に向けた環境づくりを
推進している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・県の審議会等における女性委員の
割合については、改選時等に男女
参画・県民協働課への事前協議を
徹底するなど、目標値（40%以上）を
掲げて取組みを進めている。

不要

・高度な専門性を要する審議会等
では、専門的知識を有する女性の
登用を一層進めていく必要があ
る。

・県の審議会等における女性委員
の参画促進については、要綱の見
直し等新たな方針を定めて取組み
を進めており、企業、経済団体、関
係団体等に対しても女性の積極的
な活躍推進について、働きかけを
進めていく。

94
審議会等における女性委
員の割合
（％）

37.3% 38.5% 38.4% 38.6% 37.4% 37.3% 40%以上

・審議会等における女性委員の割
合は、近年横ばい傾向にあるが、
全国値(H27:36.7%)を上回ってい
る。

要努力
・目標達成には、さらに幅広い分野におい
て、女性委員の選任を進める必要があり、
要努力とした。

男女参
画・県民
協働課

62
①女性が安心して働ける職
場環境づくりや女性の再就
職支援

・国では、平成28年4月に女性活躍推進法が施
行され、従業員301人以上の企業においては、
行動計画の策定・届出・公表が義務付けられ
た。

・国、県、市町村、経済団体、関係機関
等が連携し、女性活躍推進に向けた環
境づくりを推進するため、富山県女性の
活躍推進連携協議会を設置している。

Ａ　概ね順調

・再就職支援事業により、再就職し
た女性が増加（労雇：9名、男女：29
名）するなど、着実に成果を上げて
いる。

不要

・女性が安心して働ける職場環境
づくりについては、中小企業にお
いてはまだ取組みが進んでいない
企業もあることから、理解を促進す
る必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

95
30歳から34歳の女性の就
業率
（％）

74.1% - - -
74.1%
(H22)

H29年4月
公表予定

74.1%以
上

・社会・経済情勢により左右される
面が大きいが、雇用施策の推進に
より、現況以上を目指す。
指標となる数値が国勢調査に基づ
くものであり、設定時からの推移は
国勢調査確報待ち

達成可能

・国で女性活躍推進法が成立したことか
ら、今後女性が職業生活において、その
希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍
できる環境の整備が促進すると考えられ
るため、「達成可能」と判断した。

労働雇
用課

63
②女性の再就職や職域拡
大・スキルアップのための職
業訓練や職業能力開発

・厚生労働省は、今後５年間にわたる職業能力
開発施策の基本方針を示した「第10次職業能
力開発基本計画」を策定し「全員参加の社会の
実現加速」に向けた女性の個々の特性やニー
ズに応じた職業能力開発の推進している。

・ハローワークで開催している職業訓練
説明会での訓練内容の紹介や、ヤング
ジョブとやまで個別相談会を実施してい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・人手不足感のある介護、保育分野
で就職率が高く、全体の就職率を押
し上げた。

不要

・雇用情勢の改善が進み、業種に
よっては訓練を受けなくても就職で
きるため、定員の充足率が低くな
る傾向がある。

・育児等との両立支援のため短時
間訓練コースの拡充を図るととも
に、訓練受講中の託児サービスも
行い、より受講しやすい職業訓練
の実施を図っていく。

96
職業訓練修了者における
女性の就職率（％）

－ － － － 79.9% 81.4%
79.9%以

上
・雇用情勢の改善が進み、女性の
就職率（81.36％）も改善している。

達成可能

・就職率は社会の経済情勢等に大きく左
右されるため、今後の経済情勢によって
は下降することもあるが、目標は「達成可
能」とした。

職業能
力開発
課

64

①働く意欲のある健康で元
気な高齢者への就業・起業
支援による高齢者人材の活
用促進

・「雇用保険法等の一部を改正する法律」によ
り、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律」が改正され、一定の条件の下に、これまで
週20時間を就業の上限とされていたところ、週
40時間まで就業できることとされた。

・シルバー人材センターが対応を検討中
・シルバー人材センター主催の会議への
出席などを通した協議の実施により連
携予定

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・シルバー人材センター連合会の事
業活性化に向け、運営、活動に対す
る補助を行った。
・シニア専門人材バンクの告知と登
録者の増加によるマッチンング拡大
を図るため、企業・団体訪問やチラ
シの作成、配布等による普及啓発を
実施

不要

・県内のシルバー人材センターの
契約件数（H28.3、前年同月比
2.0％減）、契約額（H28.3、前年同
月比1.1％減）は共に減少している
ため、引き続きシルバー人材セン
ター連合会に対し運営・活動に対
する支援を行う必要ある。
・専門的知識・技術を有する高齢
者の再就職を支援するため、とや
まシニア専門人材バンクの広報普
及、利用促進に努め、登録者の更
なる増を図る必要がある。

・県シルバー人材センター連合会
の事業の活性化を図るため、運
営・活動に対する補助を行う。
・「とやまシニア専門人材バンク」に
おいて、シニア活躍促進に向けた
総合的支援を行うとともに、シニア
活躍促進キャンペーン（仮称）を展
開し、登録者の掘り起しを行う。

97

65歳から69歳の就業率（65
～69歳の人口に占める就
業者の割合）
（％）

40.5%
(H22)

－ － －
40.5%
(H22)

H29年4月
公表予定

40.5%以
上

・H22は40.5％で、全国
(H22:38.9％)と比較しても高い状況
にある。【H22国勢調査】

達成可能
・社会・経済情勢により左右される面が大
きいが、雇用施策の推進により、達成可
能と判断した。

労働雇
用課

98

地域社会で活動する高齢
者等の活動件数（とやまシ
ニアタレントバンク登録者・
登録グループの活動件数）
（件）

5,229件 5,296件 4,888件 4,902件 5,072件 5,557件 5,600件

・（福）富山県社会福祉協議会で
は、一芸に秀でた高齢者「シニアタ
レント」の育成を行っている。平成
24年以降は増加を続けている。

達成可能
・平成24年から、年間100件程度ずつ活動
件数が増加しているため、「達成可能」と
判断した。

高齢福
祉課

99
エイジレス社会リーダー養
成数（累計）（人）

― ― ― ― 28人 60人 200人

・平成26年から地域活動やボラン
ティアを通じて地域社会の担い手
となる人材を育成する「エイジレス
社会リーダー養成塾」を開催してい
る。受講修了者は毎年30名程度で
ある。

達成可能

・受講修了者は増加しており、平成27年度
は32名であった。今後も同程度の受講修
了者（35名程度）が予想されるため、「達
成可能」と判断した。

高齢福
祉課

100

障害者雇用率達成企業割
合（法律で定められた障害
者雇用率2.0％を達成した
企業の割合）
（％）

58.9% 54.7% 57.3% 54.3% 54.7% 56.2%
54.7%以

上

・障害者雇用率達成企業割合は、
全国平均47.2％に対し富山県は
56.2％、全国16位である。また、平
成25年度より年々増加傾向にあ
る。

達成可
能

・平成30年4月より法定雇用率の算定基礎
に身体障害者、知的障害者に加え精神障
害者の算入が義務化され、法定雇用率も
引き上げられる可能性があるが、障害者
雇用率達成企業割合は年々増加してお
り、目標は「達成可能」であると判断した。

労働雇
用課

101

雇用障害者数（法定雇用
率の対象となる民間企業
（従業員50人以上）におけ
る雇用障害者数）
（人）

2,793人
2,891.5

人
3,000.5

人
3,267人 3,417人

3,594.5
人

3,700人以
上

・雇用障害者数は、3,594.5人と過
去最高を更新している。

達成可能
・雇用障害者数は、5年連続で過去最高を
更新しており、目標は「達成可能」であると
判断した。

労働雇
用課

67
①企業の中核となる高度も
のづくり人材の確保支援

・国では、離職した失業者等の雇用機会を創出
するため、各都道府県に基金を造成し、平成27
年度まで各種事業を実施するとともに、平成25
年度から戦略産業雇用創造プロジェクトにより、
産業政策と一体となった雇用創造を実施

・本県では有効求人倍率が高水準で推
移し、県内雇用情勢は改善が続いてい
る一方で、県内企業は人手不足の状況
にある。本県は、平成26年度に戦略産
業雇用創造プロジェクトの対象地域に採
択され、富山県ものづくり産業未来戦略
雇用創造プロジェクトに取り組んでいる

Ａ　概ね順調
・ものづくり事業の人材確保等に係
る費用補助のほか、マッチングの支
援等を実施している。

不要

・富山県ものづくり産業未来戦略
雇用創造プロジェクトの期間が28
年度で終了することから、事業の
継続や拡充について検討する必
要がある。

・産業振興と一体となった良質で
安定的な雇用の創出につながる
取組みを推進していく。

102
就業率（15～64歳の人口
に占める就業者の割合）
（％）

75.2% － － －
75.2%
(H22)

H29.4頃
公表予定

75.2%以
上

・指標となる数値が国勢調査に基
づくものであり、設定時からの推移
は国勢調査確報待ち

達成可能

・評価指標については、まだ途中経過の
発表はないが、完全失業率や新規学卒就
職者の在職期間別離職率など、その他関
連指標は減少傾向で推移しているほか、
有効求人倍率も高い水準で推移してお
り、達成可能と判断する。

労働雇
用課

68
②官民連携による人材の掘
り起こし・育成やグローバル
人材の育成支援

・平成２８年８月４日に第３回富山県地域人材育
成協議会を開催し、労使団体・民間教育訓練機
関・有識者・国等との連携を図った。

・平成２７年度に富山県地域人材育成協
議会を設置し、労使団体・民間教育訓練
機関・有識者・国等との連携を図ってい
る

Ａ　概ね順調

・人手不足となっている「ものづく
り｣、｢介護・福祉｣、｢建設｣のほか、
今後高い需要が見込まれる｢観光｣
の分野を対象に、専門的かつ実践
的な人材育成事業等を実施した結
果、就業者41人の成果があった。

不要

・人手不足の中、各分野の人材育
成事業における雇用型訓練等の
参加者をいかに確保するかが課
題となっている。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていく。

103
地域創生人材育成事業を
活用した就業者数
（人）

－ － － － － 41人 414人

・地域創生人材育成事業は、平成
２７～２９年度 （３年間）の事業で
あるため、平成２６年度以前の実
績はない。

達成可能

・年度別の計画数は、平成27年度56人、
平成28年179人、平成29年179人、合計
414人である。これと比較すると、平成27
年度の実績は15人不足しているが、全体
の目標数（414人）から見ると不足数の割
合はわずか（4%）であるため、今後十分達
成可能であると見込まれる。

職業能
力開発
課

69
③「とやま起業未来塾」等に
よる若者・女性・熟年者への
起業支援

・国では、全国で創業支援機関による創業ス
クールを開催し、創業予備軍の掘り起こしをは
じめ、創業希望者の基本的知識の習得からビ
ジネスプランの策定までの支援を行っている。
また、産業競争力強化法に基づき、市区町村が
民間の創業支援事業者と連携して創業支援事
業計画を作成するなど、地域における支援体制
の構築を図っている。

・それぞれの事業の受講者募集の際に
は、市町村や関係団体に周知の協力を
いただいている。

Ａ　概ね順調

・とやま起業未来塾を通した創業支
援により、直近の調査では修了生の
創業等済率が71.6%となるなど、着実
に成果を上げている。また、異業種
の修了生同士の連携により、新たな
事業の創出にもつながっている。

不要

・より多くの起業家人材を育成する
ため、引き続き県民の起業家精神
やチャレンジ精神の涵養・醸成に
努め、起業家の裾野拡大を図って
いく必要がある。

・引き続き、事業を着実に進めてい
くとともに、市町村や関係団体との
連携を図っていく。

104
とやま起業未来塾修了生
の創業等済率
（％）

61.4% 69.3% 70.2% 70.3% 70.5% 71.6% 70.5%以上
・とやま起業未来塾修了生の創業
等は、順調に推移している。

達成可能

・経営者や専門家による実践的な講座や
プラン指導、経営指導といった充実したカ
リキュラムと講師等のバックアップにより、
達成可能と判断した

経営支
援課

３　女性・高齢者
など多様な人材
の確保と労働生
産性の向上

１　女性が輝
いて働ける環
境づくり

（ア）様々な分
野で活躍でき
る女性人材育
成

59
①企業等における女性の活
躍促進や女性人材育成の
推進

・女性活躍推進法の施行(H27.9）や国第４次男
女共同参画基本計画の策定(H27.12）などにお
いて、男性中心型労働慣行等の変革と女性の
活躍推進が目指されている。

・富山県女性の活躍推進連携協議会を
設置(H27.8）し、企業、経済団体、関係
機関等が連携して女性の活躍推進に向
けた環境づくりを推進している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・女性の活躍推進に積極的な企業
の顕彰「女性が輝く元気企業とやま
賞」（H19～H28：計27事業所）や、企
業トップや役員クラスへの男女共同
参画チーフ・オフィサーの委嘱(H28：
201事業所）、企業等で働く女性の自
己研鑽とネットワーク構築を目指す
「煌めく女性リーダー塾」(H28：68名）
などにより、企業における女性の活
躍推進に向けた取組みを進めてい
る。

不要

・女性の就業率(H22:49.9%、全国７
位）や平均勤続年数(H27:11.6年、
全国1位）は全国トップクラスにあ
るが、民間事業所も含めた女性の
管理職比率は全国的にも低い水
準にある。

・企業における女性活躍を推進す
る男女共同参画チーフ・オフィサー
制度や企業の顕彰、リーダーを目
指す女性のキャリアアップ支援等
を図るとともに、企業や経済団体、
関係機関と連携しながら女性が活
躍できる環境づくりを推進してい
く。

（イ）女性の再
就職支援

２　高齢者等
が能力を発揮
して活躍でき
る社会の実現

（ア）元気な高
齢者が活躍す
るための支援

65
②高齢者の社会活動への
参加促進を通じたエイジレ
ス人材の育成促進

・国では高齢化・人口減少社会を踏まえ、高齢
者の生きがいづくりや健康づくりを支援するた
め、老人クラブに対する助成や補助、エイジレ
スライフ実践者・団体の表彰を行っている。

（イ）誰もがい
きいきと働き
活躍できる場
の創出

66
①障害のある人のニーズに
応じた就業支援

・平成25年4月に法定雇用率が1.8％から2.0％
に引き上げられ、雇用義務を課せられる対象が
従業員56人以上から50人以上の企業に拡大。
・平成27年4月1日から障害者雇用納付金制度
の対象拡大
・平成28年4月より雇用分野における障害者の
合理的配慮の提供の義務化。
・平成30年4月より法定雇用率の算定基礎に身
体障害者、知的障害者に加え精神障害者の算
入が義務化。

・県では、「富山県エイジレス社会活動
推進協議会」を設置し、関係団体（経済
団体、大学、市町村、老人クラブなど）と
連携しながらエイジレス社会の実現に向
けた取組みを進めている。
・県内市町村とともに、国の助成や補助
を活用し、高齢者の生きがいづくりや健
康づくりへの支援を行っている。

Ａ　概ね順調

・「エイジレス社会リーダー養成塾」
は年々受講者が増えており、着実に
成果を上げている。また国、市町
村、関係機関と連携し、シニアタレン
トの育成や関係機関への補助をはじ
めとした高齢者の健康づくりや教養・
趣味活動等の生きがいづくりに対す
る支援を行っている。

不要

・「エイジレス社会」（生涯現役社
会）の実現に向け、意欲と能力の
ある健康で元気な高齢者が、知識
や技能、経験を活かし社会の担い
手として活躍できるよう、「６５歳以
上は老人」といった県民意識の転
換や高齢者が活躍できる社会環
境づくりを一層進めることが必要で
ある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
機関と連携を図っていく。

・富山労働局、各公共職業安定所、県、
教育委員会、市町村、関係団体等が連
携し、就労支援ネットワーク形成してい
る。各公共職業安定所は求職者、求人
の仲介、各種助成事業の実施、障害者
就業・生活支援センターや関係団体は、
就業や生活面での指導・助言等の実
施、富山労働局、県、教育委員会、市町
村は、各公共職業安定所とともに各種
支援事業や企業への啓発事業などを行
い、障害者の一層の就業者増、職場定
着に努めている。

Ａ　概ね順調

・各機関の支援事業により、障害者
雇用率達成企業割合や雇用障害者
数は年々増加しており、着実に成果
を上げている。

不要

・障害者雇用率達成企業割合や雇
用障害者数は、年々増加している
ものの未だ4割以上の企業が法定
雇用率を達成していないことから、
障害者雇用に対する理解を一層
促進する必要がある。

・障害者の一層の就業者増、職場
定着を促進するため、障害者雇用
施策の充実に努めるとともに、労
働局や障害者就業・生活支援セン
ターをはじめ関係団体との連携を
強化し、一体的に取組む。

３　多様な人
材の確保と労
働生産性の向
上

（ア）ものづくり
分野や観光分
野などでの人
材育成、外国
人留学生の受
入・定着の促
進

9



番号 番号

施策 最近の動き 連携状況 進捗判定 進捗状況
施策の見
直しの方

向性
施策推進に向けての課題 今後の施策の方向性 KPI （H22） （H23） （H24） （H25）

策定時
（H26）

実績
（H27）

目標
（H31）

評価指標動向の説明
達成の
見通し

達成の見通しの判断理由
基本目標 基本的方向

具体的施策
（大分類）

具体的施策中分類

施策を取り巻く状況 施策の進捗状況

KPI名

KPI

担当課

資料1-2 付表 

70
④「とやま観光未来創造塾」
等による観光人材の育成

・観光庁において、各地域で観光地域づくり人
材育成に取り組む団体や組織が、課題や先進
事例に関する情報を共有・交換することにより、
情報やノウハウ不足を解消できる機会を提供
し、各地域の自立的かつ持続可能な人材育成
の取組みを支援している。

･県、市町村、(公社)とやま観光推進機
構、市町村観光協会、観光事業者等が
連携し、官民一体となって戦略的な観光
地域づくりを推進している。
・観光業だけでなく、他産業との連携を
図るため、3塾連携講座（とやま起業未
来塾・とやま農業未来カレッジ）を実施
し、ネットワークの形成を図っている。

Ａ　概ね順調

・次世代の観光を担う人材を育成す
る「とやま観光未来創造塾」を開講
し、これまで延べ３７０名の修了生を
輩出している。

不要

・これまでの５年間で延べ３７０名
の修了生を輩出してきたが、①お
もてなし力の向上、②お客様に満
足いただける観光ガイド、③魅力
ある観光地域づくりをリードする人
材、④地域資源を生かしてインバ
ウンドツーリズムを企画・実施でき
る人材が量質共に十分ではないこ
とより、引き続き、観光人材の育成
をしていく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていく。

105
とやま観光未来創造塾の
修了者数（累計）
（人）

- 85人 163人 230人 305人 370人 650人

・平成23年より、①おもてなし力の
向上、②お客様に満足いただける
観光ガイドの育成、③魅力ある観
光地域づくりをリードする人材の育
成、④地域資源を生かしてインバ
ウンドツーリズムを企画・実施でき
る人材を育成するため「とやま観光
未来創造塾」を開講し、これまで延
べ370名の修了生を輩出してきた。

達成可能

・目標達成には、２８０名の修了者が必要
であるが、H28年度は52名の修了が見込
まれている上、今後ニーズを踏まえコース
の増設等も予定されていること等より、「達
成可能」であると判断した。

観光課

71
⑤外国人留学生の受入れ
促進

・国では「グローバル戦略」展開の一環として、
2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指し
ており、優秀な留学生獲得に向け、関係省庁・
機関等が総合的・有機的に連携して計画を推
進している。
・県内高等教育機関においては、国の「COC＋
事業」を活用し、留学生の県内定着の取組みを
展開している。

・県、県内高等教育機関、県内企業が連
携しながら、留学生の受入れから県内
企業への就職までの一貫した支援を実
施している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・外国人留学生に対する奨学金等の
経済支援や県内企業への就職支
援、県内企業と連携した就学から就
職までを一体とした留学生の受入れ
を実施し、海外留学生の受入れ、定
着促進に取組んでいる。

不要

・本県の経済や地域社会の活性化
のため、優秀な留学生の県内高等
教育機関への受入れを拡大し、経
済活力、地域活力を支える貴重な
人材として育成していくことが重要
である。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、県内企業のニーズ
を踏まえながら、県内高等教育機
関と連携を図っていく。

106
アセアン留学生受入数
（人）

－ － － 22人/年 19人/年 14人/年 24人/年
・近年、アセアン留学生受入数は
伸び悩んでいる

要努力

・減少傾向からの回復及び持続的な留学
生受入れに向け、引続き県内企業と連携
した就職一体型のアセアン留学生の受入
れを行うなど、施策の推進する必要から、
要努力と判断した。

国際課

72
⑥外国人留学生にも暮らし
やすい多文化共生の地域
づくり

・国では「日本再興戦略」において外国人材の
活用を掲げており、高度外国人材や留学生の
受入拡大、専門的・技術的分野における外国人
材やEPAに基づく介護人材などの活躍促進に
向けた施策を講ずることとしている。また、在留
資格制度や技能実習制度の見直しも検討され
ている。

・多文化共生推進会議等の機会を捉
え、関係各機関との情報共有等連携を
図っている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・日本語ボランティア養成者の着実
な増加、更には、地域における在住
外国人との交流事業や言葉や生活
支援などの共生に向けた取組み
等、少しずつではあるが地域におけ
る多文化共生に向けた環境が整備
されてきている。

不要

・外国人住民の増加や定住化の進
展を踏まえ、日本人にも外国人に
も暮らしやすく温もりのある地域づ
くりを進めるため、富山県多文化
共生推進プラン（H24.3改訂）にお
いて整理された５つの課題（①日
本語習得　②外国人児童生徒等
の教育　③外国人の地域参加促
進　④日本人の多文化共生意識
の啓発　⑤災害への対応）を克服
すべく着実に施策を展開する必要
がある。

・引き続き、多文化共生の推進に
取組むとともに、外国人留学生や
高度外国人材が活躍しやすい環
境づくりの整備をし、定着推進を
図っていく。

107
県内外国人留学生の県内
就職数（累計）（人）

9人 16人 16人 20人 21人 17人
130人

（H27.3卒業～
H31.3卒業 累計)

・H22からH26までの５年間は順調
に伸びていたものの（12人増）、
H27は減少に転じた。

要努力

・引続き施策を推進するとともに、大学や
関係機関と連携を図りながら、外国人留
学生の県内就職者数の増加を図る必要
があることから、要努力と判断した。

国際課

再掲
(14)

機械・金属・電子部品の製
造品出荷額
（億円）

商工企
画課

再掲
(15)

JIS　Q9100（航空機部品関
連の認証）取得企業数
（社）

商工企
画課

再掲
(16)

従業者1人当たり付加価値
額（製造業）
（万円）

商工企
画課

再掲
(11)

②富山県新世紀産業機構
等における産学官連携コー
ディネートや産学官金連携
体制の強化【再掲】

再掲
(17)

年間産学官共同研究件数
（件）

商工企
画課

再掲
(17)

年間産学官共同研究件数
（件）

商工企
画課

再掲
(18)

年間特許出願件数
（件）

商工企
画課

再掲
(19)

国等の競争的研究開発資
金の新規獲得件数（１件あ
たり２千万円以上の産学官
連携プロジェクトの獲得数
<H18年度以降の累計>）
（件）

商工企
画課

再掲
(10)

④高度ものづくり人材の育
成【再掲】

再掲
(20)

ものづくり人材の育成人数
（人）

商工企
画課

再掲
(16)

⑤ものづくり技術とデザイン
を融合した高付加価値商品
の開発・販路開拓、デザイン
交流を支援【再掲】

再掲
(25)

「富山プロダクツ」選定商品
数
（商品）

商工企
画課

73
⑥「サービス産業チャレンジ
プログラム」を踏まえた生産
性向上の支援

・国では、平成27年4月15日に『サービス産業
チャレンジプログラム』が策定された。これを受
けて官庁横断的な表彰制度である「日本サービ
ス大賞」が創設され、平成28年6月13日に第１
回受賞者が決定されるなどの取組みが実施さ
れているところである。

・県、市町村、関係団体等が連携し、
サービス業の生産性向上に向けた取り
組みを行うこととしている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・県内の中小小売店等が免税店とし
て営業を行うために必要となる店内
の環境整備を支援した。

要検討

・消費者の意識や価値観の変化に
対応した、顧客満足度を高める商
店経営の推進や個別課題の解決
を図るため、商店街や商店におけ
る専門家の派遣を支援する必要
がある。
・県内においても、新しいニーズに
対応したサービス業の展開を支援
していく必要がある。

・商店街における外国人旅行者の
受入態勢整備に係る取組みを支
援する。
・北陸新幹線開業や大型商業施設
の開業等の影響についての調査
を行い、その実態を把握する。

108

年平均新設事業所数のう
ちサービス業の数（経済セ
ンサスによる年平均新設
事業所数）
（件/年）

1,634件
（H13-16）

2,244件
（H16-18）

989件
（H18-21）

670件
（H21-24）

2,186件
（H24-26）

H29年9月
（予定）

3,000件
（H29-
H31）

・新設事業所数については、全国
において97,719件（H21-24）から
297,224件（H24-26）と増加する
中、本県においても同様に増加の
動きが見られる。

達成可
能

・日常生活において身近な買い物に不便
を感じている高齢者等が増加していること
を踏まえ、県内では、宅配サービスや移動
販売などの取組みの広がりがみられるこ
とから、目標の達成は可能と判断した。

商業まち
づくり課

３　女性・高齢者
など多様な人材
の確保と労働生
産性の向上

３　多様な人
材の確保と労
働生産性の向
上

（ア）ものづくり
分野や観光分
野などでの人
材育成、外国
人留学生の受
入・定着の促
進

（イ）労働生産
性の向上と産
業の高度化支
援

再掲
(8)

①最先端ものづくり産業の
育成【再掲】

再掲
(9)

③ものづくり研究開発セン
ターを中心とした産学官共
同研究開発の促進や企業
の支援体制充実【再掲】

10
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３　女性・高齢者
など多様な人材
の確保と労働生
産性の向上

３　多様な人
材の確保と労
働生産性の向
上

（イ）労働生産
性の向上と産
業の高度化支
援

74
⑦ものづくり・ＩＣＴ技術等を
活用した生産性の高い農業
の展開

・国では、平成27年3月策定の「食料・農業・農
村基本計画」に基づき、農業・農村の所得倍増
や米政策の改革、ロボット技術やＩＣＴ等による
生産・流通現場の技術革新等を推進している。
・ＴＰＰについては、国は、関連政策大綱を決定
し、農林水産業の体質強化や経営安定の対策
を示すとともに、H27補正予算にＴＰＰ関連対策
を盛り込んだ。また、農林水産業の成長産業化
に必要な戦略については、平成28年度秋を目
途に政策の具体的な内容を詰めることとしてい
る。
・地元民間企業が中心となり、野菜等の低コス
ト、周年・計画生産を実現する、地域資源エネ
ルギーとＩＣＴによる環境制御技術を活用した次
世代施設園芸拠点を整備した。
・県花卉球根農協を中心に、ロボット技術を活
用したチューリップ球根ネット栽培専用機の開
発及びロボット化が図られた。
・関係団体や生産者による富山型薬用作物生
産協議会が設立され、省力多収栽培技術の確
立を目指し活動されている。

・米政策の見直しは、水田農業を主体と
する本県にとって、重要な課題であるこ
とから、各JAによる米の計画的生産や
水田のフル活用などを内容とする「地域
農業の成長産業化戦略」の策定を支援
するとともに、富山県農業再生協議会等
で県段階の方針を検討し、地域に提示
することとしている。
・大規模な野菜・切り花生産を行う次世
代施設園芸拠点の整備を支援した。
・本県の主要な特産物であるチューリッ
プ球根の生産拡大に向け、省力低コスト
生産体系の確立が喫緊の課題であるこ
とから、ネット栽培専用機の開発及びロ
ボット化をはじめ、現地における実証・普
及を支援している。
・県内における薬用作物の栽培振興や
産地化に向け、省力多収栽培技術の確
立や栽培機械の開発を支援している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・H26年農業産出額は、H25年に比
べ減少したものの、関係機関と連携
した関連事業の実施等により、①
H27年産米の１等比率が18年ぶりに
90％を超え、２年連続食味ランキン
グで「特Ａ」を獲得するなどの米の品
質向上・ブランド化、②麦・大豆、園
芸作物、飼料用米などの生産拡大
が図られるなど、施策の取り組みは
概ね順調に進んでいる。
・次世代施設園芸拠点におけるミニ
トマトやトルコキキョウ等切り花の大
規模栽培について、その取組成果
の地域への普及を図っている。
・開発されたチューリップ球根植込・
収穫ロボットを核としたネット栽培体
系の確立に向け、ロボットで収穫し
た大量の球根を効率的に選別する
機械の導入支援やロボットの小型・
軽量化に向けた研究開発等を支援
している。
・薬用作物の生産拡大に向け、シャ
クヤク栽培の技術確立とともに、シャ
クヤク苗の供給拠点の設置等を支
援している。

不要

・米の高品質化や、園芸作物、飼
料用米の生産拡大が進んでいるも
のの、米政策の見直しやＴＰＰなど
農業情勢や施策が大きく変化する
状況にあり、引き続き、地域の創
意工夫による米政策改革への対
応や、米の新品種の戦略的な生
産・販売の推進、収益性の高い園
芸作物の生産拡大、畜産経営の
基盤強化など、産地競争力の強化
に努めていく必要がある。

・引き続き、平成28年度予算に盛
り込んだ関連事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、ＪＡ、
生産者組織等の関係団体と連携
を図っていく。

再掲
(32)

富山県の農業産出額 639億円 613億円 670億円 690億円 643億円 581億円 698億円

・農業産出額の65％を占める米価
の下落（富山コシヒカリ取引価格
H25：14,706円→H26：12,995円
/60kg）などにより、H26の農業産出
額は減少した。

要努力

・米の消費量の減少等により在庫過剰に
あること、米政策の見直しなどにより産地
間競争が一層激化し、米価の低迷が懸念
される。また、ＴＰＰなど国際情勢の動向に
よっては、経営環境の悪化も懸念されるこ
となどから、需要に応じた米の計画的生
産、水田のフル活用、新品種・新技術を活
用した農畜産物の生産性向上をさらに推
進する必要があり、要努力とした。

農林水
産企画
課

75 ①北陸新幹線の整備促進

・政府・与党では、平成27年8月に与党整備新
幹線建設推進プロジェクトチーム福井駅先行開
業等検討委員会のとりまとめにおいて、２０２０
年度の福井駅先行開業の可能性はあるとさ
れ、さらなる前倒し開業について検討している。
また、国土交通省は、金沢・敦賀間の平成３４
年度末開業の確実な達成を図るとともに、敦賀
までの更なる前倒し開業の検討も含め、早期開
業に最大限努力すると表明した。

・北陸新幹線建設促進同盟会の構成都
府県と連携して、金沢・敦賀間の平成３
４年度末までの確実な開業はもとより、
敦賀までのさらなる前倒し開業を含む早
期開業等について、政府等に対し強力
に働きかけていく。

Ａ　概ね順調

・石川県内、福井県内においてトン
ネルや橋りょう、高架橋などの土木
工事、用地測量及び用地取得が進
められている。（H28.7.1現在、用地
買収率45%、工事着手率46%）

不要

・金沢・敦賀間の平成34年度末ま
での確実な開業やさらなる前倒し
開業を含む早期開業の検討
・関西・中京圏と北陸圏との間の
円滑な流動性を図るための、敦賀
駅及び福井駅における乗換利便
性の向上策の検討

・上記に記載した課題が実現する
よう、北陸新幹線建設促進同盟会
の構成都府県と連携して、引き続
き政府等関係機関に対し強力に働
きかけていく。

109
北陸新幹線金沢・敦賀間
の開業

― ― ― ― ― ―
H34末まで
の開業

・平成27年1月14日に決定された
政府・与党申合せにより、金沢・敦
賀間の開業を3年前倒しし、平成34
年度末の完成・開業を目指すこと
とされた。

達成可
能

・国土交通省が平成27年8月に「平成34年
度末開業の確実な達成を図る」旨表明し
ているほか、与党整備新幹線建設推進プ
ロジェクトチーム福井駅先行開業等検討
委員会において、引き続き平成３４年度末
の完成・開業のさらなる前倒し開業に向け
て検討している。

知事政
策局

76

②魅力ある利便性の高い新
幹線駅周辺整備と交通拠
点・主要観光地を結ぶアク
セス道路の整備

・北陸新幹線（長野・金沢間）が平成27年3月14
日に開業した。
＜富山駅周辺地区＞
・富山駅付近連続立体交差事業においては、あ
いの風とやま鉄道線上り線・JR高山本線を平成
27年4月20日に高架供用し、引き続き下り線の
高架化工事を進めている。また、市が整備を進
める南口駅前広場においては、平成28年3月に
完成した。
＜黒部宇奈月温泉駅及び新高岡駅周辺地区
＞
・県道黒部宇奈月線や県道高岡環状線になど、
新幹線駅へのアクセス道路や駅前広場が目標
としていた新幹線開業に併せて完成した。

＜富山駅周辺地区＞
・県が在来線高架化工事を、市が土地
区画整理事業や路面電車南北接続事
業等の富山駅周辺整備事業をそれぞれ
進め、連携しながら魅力ある新幹線駅
周辺整備を実施している。
＜黒部宇奈月温泉駅及び新高岡駅周
辺地区＞
・県、市それぞれがアクセス道路である
県道・市道を整備し、黒部市の市道新堂
中新線と高岡市の(都)下伏間江福田線
の整備に対し県が補助金を交付し支援
を行うなど、連携して整備を行った。

Ａ　概ね順調

・富山駅周辺地区において、あいの
風とやま鉄道線上り線及びJR高山
本線が高架供用し、南口駅前広場
が完成するなど、着実に事業が進捗
している。

不要

・新幹線駅及びその周辺地区が今
後50年,100年も受け継がれる富山
らしい魅力あふれる交流拠点とな
るよう、これまでも県が参画してと
りまとめた3駅の周辺整備計画に
基づき、地元市等の関係事業者と
十分調整を図りながら、計画的に
整備を進めることが必要である。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、地元市や鉄道事業
者等の関係団体と連携を図ってい
く。

110
富山駅周辺の歩行者通行
量
（人）

27,791人 25,980人 27,611人 23,879人 30,420人 37,173人 32,000人

・北陸新幹線（長野－金沢間）の開
業効果等により、歩行者通行量が
昨年度より22%増加し、目標値を達
成した。特に、地下道の出入り口
での歩行者数が2倍以上となるな
ど、駅南北間を移動する歩行者通
行量の顕著な増加が見られた。

達成可能
・施策の実施により、新幹線開業効果を持
続させ実績値を維持できる考え、達成可
能と判断した。

都市計
画課

111 整備済みの道路延長（㎞） 1,815km 1,822km 1,832km 1,837km 1,840km
H29.1公
表予定

1,880km

・道路の改良済みの延長が伸びて
いることから、着実に走りやすい道
路延長が増加しており、継続的な
道路整備により、目標達成が可能
である。

達成可能

・来年度、新幹線駅アクセス道路の開通
延長が指標に反映される予定であり、また
今後開通を見込んでいる主な道路は順調
に事業が進んでいるため「達成可能」と判
断した。

道路課

112

耐震対策を実施した橋梁
数（緊急通行確保路線以
外）
（橋）

－ － 8橋 67橋 92橋 105橋 112橋
・耐震対策が必要な橋梁につい
て、計画的に整備を実施している。

達成可能
・引き続き、計画的に整備を実施すること
により、目標は「達成可能」であると判断し
た。

道路課

113
伏木富山港の外貿コンテ
ナ取扱個数
（TEU）

64,266TE
U

68,261TE
U

65,345TE
U

73,059TE
U

77,665TE
U

74,784TE
U

97,260TE
U

・過去10年間の外貿コンテナ取扱
個数の年平均増加率（H17→H27）
は全国が0.9%に対して、伏木富山
港は3.0%と上回っている。また、過
去最高だったH26よりH27は取扱個
数が減少したものの、過去2番目
の高い数値となっている。

要努力

・順調に増加しているものの、この増加率
では、H31の目標値に届かない。さらなる
増加率アップに向けて日本海側の「総合
的拠点港」として、ハード・ソフトの両面か
ら積極的に港の機能強化を図る必要があ
るため、要努力と判断した。

港湾課

114
魚津港（海の駅蜃気楼）の
利用者・来訪者数
（人）

277,000
人

288,000
人

302,000
人

284,000
人

264,000
人

272,000
人

277,000
人

・当該施設の利用者・来訪者数
は、年増加率の目標1%に対し、
H26→H27の年増加率は約3%と順
調に増加している。

達成可能

・H26の「世界で最も美しい湾クラブ」への
加盟による注目や、H27の北陸新幹線開
業により、来訪者が伸びていると考えられ
る。さらに、H27年6月の緑地の完成により
蜃気楼が見やすくなったことから、目標値
の達成は可能と判断した。

港湾課

79 ⑤富山空港の機能の充実

・国においては、平成19年の「アジア・ゲートウェ
イ構想」の策定を機に、観光立国の推進、経済
の国際競争力強化、国際交流の拡大等の実現
のため、オープンスカイ（航空自由化）を推進す
るとともに、関連する事業制度を緩和する方向
で検討されている。平成22年10月31日には羽
田空港に新たに４本目の滑走路が整備され、
発着能力が増強されるとともに、国際定期便の
受入が可能になった。

・H27年度に富山きときと空港企業サ
ポーターズクラブを創設し、地元だけで
はなく、近隣県や首都圏の企業・団体に
対しても加入の呼びかけを行うととも
に、加入企業等には利用促進策や利用
増加目標を各自設定してもらい、利用促
進に取り組んでいただいている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・H27の国際定期便、札幌便、チャー
ター便の利用者数は昨年度と比べ
て増加しており、着実に成果を上げ
ている。
・一方、東京便については、機材の
小型化により利用者数は減少してい
るが、搭乗率はH26と同程度となっ
ており、一定の利用促進は図られ
た。

不要

・積極的な路線PRや富山空港を利
用した際の助成制度の充実、利便
性向上のための必要な施設整備
などを行い、県内外からの利用者
の増加を図るとともに、国際定期
便の増便やチャーター便の誘致に
引き続き取り組む必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、民間の関
係団体に対して富山空港の利用
促進を働きかけていく。
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富山空港国内・国際路線
（チャーター便含む）の利用
者数
（人）

937,122
人

880,526
人

944,559
人

974,258
人

987,100
人

674,842
人

減少を食い
止める

・国際定期便の利用者数が昨年比
12.1％増となった一方、北陸新幹
線が開業したことに伴い、H27年夏
ダイヤから東京便の機材が小型化
（座席数4割減）され、全体の利用
者数が大幅に減少した。

要努力

・H28年夏ダイヤより東京便が1日6往復か
ら4往復となったこと。また、国際線につい
ては、国際情勢や経済情勢に大きく左右
され、今後の見通しが不透明であることか
ら、要努力と判断した。

総合交
通政策
室

116
中心市街地の歩行者通行
量（富山市中心3商店街）
（人）

25,126 人 27,407 人 24,232 人 21,802 人 21,885 人 23,595 人 32,000 人

・富山市中心３商店街の歩行者通
行量については、平成23年から減
少傾向が続いていたものの、持ち
直しの動きが見られる。

要努力

・通行量の減少に歯止めがかかっている
ものの、新たな賑わい拠点の創出と北陸
新幹線開業に関連する事業に引き続き取
り組むことが必要なため要努力と判断し
た。

商業まち
づくり課
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小売業の年間商品販売額
（億円）

1兆2,448億
円

（H14）

1兆1,909億
円

（H16）

1兆1,754億
円

（H19）

9,577億円
（H23）

1兆591億円
（H26） -

H26～H31の平均減
少率を1.1％以下

に縮小

・小売業の年間販売額は、前回調
査時より増加しており、H19～26の
減少率（1.40%）が、H19～24の減少
率（3.97％）と比較して縮小するな
ど、持ち直しの動きが見られる。

達成可
能

・人口の減少に伴い、商品販売額も減少し
ていく見通しが強いため、今後とも魅力あ
る商店街づくりや商業者の経営革新への
積極的な支援が必要である。一方で、平
成27年には大規模小売店舗の設置が相
次いだことから、目標の達成は可能と判
断した。

商業まち
づくり課

81
②買い物支援サービスな
ど地域貢献型事業の育
成・支援

・国では、平成27年4月に買物弱者問題に関
する調査結果を取りまとめ、全国に約700万
人もの買物弱者がいることが確認された。
調査結果を通して、買物弱者問題は、農村･
山間部といった過疎地域に加え、今後都市
部などでも顕在化することが予想される。

・県、市町村、関係団体等間で、県
内における買い物支援サービス事業
者の活動状況等について情報共有を
図ることとしている。

A  概ね順調

・複数事業者の連携により実施す
る、宅配サービスや移動販売などの
買い物弱者対策事業の初期費用に
対してモデル的に支援を行ってい
る。

要検討

・各事業者において、採算性の確
保が大きな課題となっており、事業
の継続には、潜在的な利用需要
の掘り起こしや、安定した利用者
の確保、効率的な運営体制の構
築が必要となる。

・買い物弱者対策としては、宅配
サービスや移動販売などの取組み
の広がりもみられるため、今後も、
引き続き支援を行っていく。

再掲
(108)

年平均新設事業所数のう
ちサービス業の数
（件/年）

1,634件
（H13-16）

2,244件
（H16-18）

989件
（H18-21）

670件
（H21-24）

2,186件
（H24-26）

H29年9月
（予定）

3,000件
（H29-
H31）

・新設事業所数については、全国
において97,719件（H21-24）から
297,224件（H24-26）と増加する
中、本県においても同様に増加の
動きが見られる。

達成可
能

・日常生活において身近な買い物に不便
を感じている高齢者等が増加していること
を踏まえ、県内では、宅配サービスや移動
販売などの取組みの広がりがみられるこ
とから、目標の達成は可能であると判断し
た。

商業まち
づくり課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

１　交通ネット
ワーク整備と
活力あるまち
づくり

（ア）陸・海・空
の交通基盤整
備
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③安全安心で利便性の高
い道路ネットワークの整備

・国では、地方の成長を促し、人口減少を克服
するため、道路ネットワーク強化による連携強
化を推進している。また、国民の命と暮らしを守
るため、老朽化する道路ストックについて、着実
な点検および措置等を適切に推進するととも
に、道路の防災・震災対策や、代替性の確保の
ための道路ネットワークの整備、無電柱化等を
推進している。加えて、通学路の事故対策や踏
切対策など暮らしの安全に資する事業を推進し
ている。

・国、県において、地域高規格道路の整
備を進めている。
　（富山高山連絡道路、富山高岡連絡道
路、高岡環状道路、
　　富山外郭環状道路）
・県、市町村において、国の社会資本整
備総合交付金、防災・安全交付金を活
用し、道路整備や道路施設の耐震補強
等を進めている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・道路整備事業においては、現在整
備中区間の早期供用開始に向け、
事業を実施している。
・耐震対策においては、目標達成に
向け事業を実施している。

不要

・道路整備には、用地取得や工事
実施等において地元住民の理解・
協力が不可欠であることから、地
元住民や関係者と十分調整を図
り、事業を円滑に進めることが必
要である。

・引き続き、地元住民や関係者と
の調整を図り、着実に平成28年度
当初予算に盛り込んだ事業を推進
していく。

78
④国際拠点港湾伏木富山
港等の機能充実

・コンテナ船舶の大型化が進展しており、世界
的に寄港地や航路が限られてくる傾向があるた
め、国では国際基幹航路の我が国への寄港の
維持・拡大を目指し、国際戦略港湾への集貨、
創貨、競争力強化に取り組んでいる。
・大型クルーズ客船による訪日外国人旅行者が
急増しており、国では旅客施設等への無利子
貸付制度の創設等でその受入環境整備に取り
組んでいる。

・国、県が連携し、多目的国際ターミナ
ルの岸壁延伸工事やコンテナターミナル
の拡張工事を行い、大型船舶への対応
や航路の維持、拡大に取り組んでいる。
・20万トン超級のクルーズ客船の寄港に
対応した施設整備を県から国へ要望し
ている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・伏木富山港では、新湊、伏木、富
山の各地区において、取扱貨物量
の増大や船舶の大型化などに対応
した施設整備を進めている。
　　新湊地区・・・・多目的国際コンテ
ナターミナルの北4号岸壁の延伸
（H27～）及びコンテナヤード拡張
（H26～）、中央2号岸壁（-10m）の老
朽化対策工事（H27～）、荷役機械
（アンローダ）建設（H26～）伏木地
区・・・・臨港道路伏木外港1号線の
整備（H26～）、万葉3号岸壁（-14m）
の耐震改良（H28完成予定）富山地
区・・・・2号岸壁（-10m）の老朽化対
策工事（H25～）
・魚津港　魚津港北地区の整備
（H27年6月完成）
・また、集荷力向上や一層の利用促
進を図るため、関係者と連携した「伏
木富山港日本海側拠点港推進協議
会（H24.7設立）」の開催や小樽港、
京都舞鶴港、境港、秋田・船川・能
代港と連携した「環日本海クルーズ
推進協議会（H24.4月設立）」による
クルーズ客船の誘致などに取り組ん
でいる。

不要

・伏木富山港が環日本海のゲート
ウェイとしての機能を一層高めて、
環日本海・アジア地域の成長エネ
ルギーを取り込むため、伏木富山
港を核とした交流・物流活性化の
取組みを産業政策と連動させてい
く必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、港湾
利用者と連携を図っていく。

（イ）快適で活
力ある魅力的
なまちづくり

80
①中心市街地等の活性化
への支援

・富山市、高岡市の両市とも、平成24年3月に、
改正中心市街地活性化法に基づく中心市街地
活性化基本計画の２期計画の再認定を受け
た。
・平成26年4月に、中心市街地活性化法が一部
改正され、効果が高い民間プロジェクトに対す
る国の重点的な支援制度が創設されるととも
に、中心市街地活性化に取り組む市町村の裾
野拡大を目的に、中心市街地活性化基本計画
の認定要件を緩和された。

・県、市町村、関係団体等が連携し、中
心市街地の魅力向上やにぎわい回復に
むけた取組みを行うことで、中心市街地
等の活性化につなげている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・商店街の活性化・魅力向上や、商
店街のにぎわい回復にむけた取り
組みを行う商店街組合等を支援し
た。
・県内の若手商業者等が主導する
先進的・実験的な商店街活性化活
動に対し、支援を行った。

要検討

・伝統や文化など地域の特色を活
かしたまちづくり、商店街づくりが
求められており、地域ニーズも踏
まえ、商店街独自の創意と工夫を
凝らした取組やNPO等と連携した
賑わいづくり等への支援を進める
必要がある。
・商店街は組合員数の減少、売上
高の減少、後継者不足、空き店舗
等の課題を抱えているが、これら
の課題に対応するためには、商店
街のリーダーとなるべき人材の育
成を支援し、商業者の自助努力の
もと、活性化に向けた取り組みを
進める必要がある。

・若手商業者に加え、女性商業者
が主導して行う商店街活性化に資
する先進的・実験的取組みに対し
て支援する。
・商店街が作成する活性化プラン
の実行を支援する。
・商店街の空き店舗を活用した、
住民ニーズの高い業種の出店事
業をモデル的に支援する。
・若者や女性、UIJターン者のまち
なかでの開業を促進するため、
シェア・オフィス等の整備をモデル
的に支援する。

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

１　交通ネット
ワーク整備と
活力あるまち
づくり

（イ）快適で活
力ある魅力的
なまちづくり

11
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82
③TOYAMA Free Wi-Fiの整
備や携帯電話基地局整備
など情報通信基盤の充実

・国では、主要な観光・防災拠点における重点
整備箇所において無料Wi－Fi環境の整備を推
進する。また、「無料公衆無線LAN整備促進協
議会」を活用し、2018年までに20万箇所以上
で、事業者の垣根を超えてシームレスにWi－Fi
接続できる認証連携の仕組みを構築するとして
いる。
・超高速ブロードバンド整備（下り30Mbps以上）
については、世帯カバー率が100％を達成して
いるが、FTTH（光ファイバー）による超高速通信
網整備（上下100Mbps以上）においては、整備
が進みつつも、十分ではない。

・平成27年5月に県内市町村や関係団
体により、「TOYAMA Free Wi-Fi整備推
進協議会」を設立。県、市町村、関係団
体等が連携し、TOYAMA Free Wi－Fiの
県内全域への整備推進に取り組んでい
る。
・産業や県民生活の各分野でICT利活
用推進のためにFTTH（光ファイバー）の
必要性が高まっていくことが考えられ
る。現在、NTT及び各ケーブルテレビ会
社がFTTH化を進めてきている。

Ａ　概ね順調

・Wi-Fiについては、県・市町村・関係
団体等が連携し、H27.5月に
「TOYAMA Free Wi-Fi整備推進協議
会」を設立した。全県域への整備を
推進しており、機運醸成が図られて
いる。
・超高速ブロードバンド整備（下り
30Mbps以上）については、世帯カ
バー率が100％を達成しているが、
FTTH（光ファイバー）による超高速
通信網整備（上下100Mbps以上）に
おいては、整備が進みつつも、十分
ではない。ただ、LTE（3.9世代）等移
動系ブロードバンドサービス利用の
世帯割合が増加してきており、固定
系ブロードバンドサービスを補完して
いる面もある。

不要

・無線LAN（Wi-Fi）環境について
は、スマートフォンなど新たな情報
通信機器の普及に伴い、県有施
設においてもその整備が求められ
つつある。「①施設来訪者への
サービスの向上、②災害時の情報
伝達、③施設情報の発信」に資す
るものであることから、各施設にお
ける必要性や利用者ニーズ等を踏
まえ、TOYAMA Free Wi-Fiを計画
的に整備推進していく必要があ
る。
・超高速ブロードバンドの基盤整備
については、通信事業者と一部の
ケーブルテレビ会社が、商業ベー
スで進めてきており、特に需要の
少ない不採算地域や都市郊外の
企業団地等での整備が遅れてい
る。上下100Ｍｂｐｓ以上の超高速
ブロードバンドの整備を進めていく
ためには、通信事業者の理解と協
力が得られるよう、移動系ブロード
バンドも含めて引き続き働きかけ
る必要がある。

・TOYAMA Free Wi-Fiの県内全域
への整備推進等に引き続き取り組
む。
・県、市町村、民間通信事業者の
連携による超高速ブロードバンド
の整備促進

118
ＴＯＹＡＭＡ Ｆree Ｗi-Ｆiの
APが設置されている市町
村数

― ― ― ― 10 12 15

・H27.3月の北陸新幹線の開業に
より、富山駅周辺、あいの風とやま
鉄道沿線で「TOYAMA Free Wi-Fi」
を導入。27年5月に「TOYAMA
Free Wi-Fi整備推進協議会」を設
立し、全県域での取組みを推進し
ている。

達成可能

・28年5月時点で、既に14市町において整
備済みとなっていること、公共施設等にお
けるWi－Fi環境整備の機運が高まる中、
同一SSID（TOYAMA Free Wi－Fi）による
設置は利用者目線での観点からも選択さ
れる可能性が高く、事業者等からの整備
に関する相談も多いことから、目標は「達
成可能」であると判断した。

情報政
策課

83

④ＩＣＴ利活用による県民生
活の利便性の向上や新しい
ライフスタイル・働き方の推
進

・国「骨太の方針2014」（H26.6.24閣議決定）に
おいて、「国・地方を通じたクラウド化の推進な
ど情報インフラの合理化・再構築、オープンデー
タの取組を進める」と記載されている。また、「日
本再興戦略改訂2014」（H26.6.24閣議決定）に
おいて、「自治体情報システムのクラウド化を加
速させ、2017年度までにクラウド導入市区町村
の倍増（約1000団体）を目指す」と記載されてい
る。

・自治体クラウドのための組織（15市町
村副首長が構成員：県が事務局）があ
り、そこでクラウドの情報提供、検討を
行っている。

Ａ　概ね順調

・基幹系クラウドの導入市町村は、
平成２７年度で６市町村で、順調に
進んでいる。
・ITを仕事に活用したい企業やグ
ループのニーズに対応した講座
（オーダーメイド型講座）、企業間の
ビジネス交流を目指したセミナーや
IT業界の最新動向セミナーの開催に
より、企業やグループ、県民等の情
報技術の高度化を支援。県内中小
企業の経営者を対象としたネットビ
ジネスに関する講座の開催に対し補
助した。
・在宅型テレワークについては、平
成２７年度に試行を開始し、県職員
４名が実施した。

不要

・市町村における情報システムに
要するコストの削減を図り、効率的
な行政サービスの提供を図るた
め、引き続き、市町村自治体クラ
ウドを支援するととともに、情報セ
キュリティの確保のため、自治体セ
キュリティクラウドを構築していく必
要がある。

・基幹系クラウドを非導入市町に
対して、参加を働きかけていく。
・ＩＴ講座等実施事業においては、
講座内容に関するニーズやＩＴ関連
の最新動向の把握に努めつつ、参
加者からのアンケートや意見を反
映したセミナーを開催し、随時、事
業内容の改善を図ることとする。ま
た、ＩＴビジネス利活用促進支援事
業においては、ニーズの高いテー
マ・内容を検討するとともに、参加
者や講師からの意見を反映しなが
ら、より有益性のある講座の開催
に努めていく。
・在宅型テレワークについては、対
象範囲を拡大し、引き続き試行的
に取り組んでいく。

119
自治体クラウドを利用して
いる市町村数

0 0 0 0 0 6 8

・全市町村数（15市町村）の半数を
超える自治体参加を目標数値とし
て設定。自治体クラウドを導入する
に当たって、共同利用化が図りや
すいように業務システムの更新時
期が比較的近い市町村数を掲げ
る。

達成可能
・基幹系クラウドを導入した市町村は、Ｈ２
７年度において６市町村であり、今後、共
同利用をするために働きかけていく。

情報政
策課

84

⑤公共交通、都市基盤施
設、居住空間などが適正に
集約・配置された計画的な
まちづくり

・都市計画道路については、平成22年度に創設
された都市局所管の社会資本整備総合交付金
制度を活用し、整備を進めている。

・用地、物件補償に伴う地元調整等を
県、市が連携して行うことで、より円滑な
事業推進に努めている。

Ａ　概ね順調

・都市計画道路の整備の促進や都
市公園施設の老朽化対策等、都市
基盤施設の整備・対策を着実に行っ
ている。
・空き家対策官民連絡協議会を開催
して、県、市町村及び関係団体等の
連携協力を着実に図っている。ま
た、民間団体による「空き家コーディ
ネーター」の設置事業や市町村によ
る所有者不明空き家の解体費への
支援を行い、空き家対策を着実に進
めている。

不要

・着実に整備済み延長は増加して
いるが、公共事業費の減少により
従前の整備済み延長の伸びは期
待できないこと、魅力向上と賑わ
い創出を図るため公園施設の老
朽化対策や増加傾向にある空き
家対策などを推進するため、必要
な予算を確保しつつ、引き続き、住
民が便利で快適に安心して暮らせ
る生活環境の向上に取組む必要
がある

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村・関係
団体等と連携を図っていく。

120
市街地の道路網密度
（km/ｋ㎡）

1.87km 1.89km 1.89km 1.89km
1.91km
(H25)

1.91km 1.93km

・平成27年度は新規路線を供用し
ており、整備済み延長は増加して
いる。他路線についても、工事に
支障となる物件移転や用地取得を
確実に進めており、整備促進は図
られている。

達成可
能

・公共事業費の減少により、従前ほどの整
備済みの延長の伸びは期待できないが、
予算の重点的かつ効果的な配分やコスト
縮減を図ることにより、「達成可能」と判断
した。

都市計
画課

121
地域交通計画を策定して
いる市町村数
（市町村）

― ― ― ―
6

(H27)
6

15
(H37)

・各市町村では地域の実情に応じ
て交通計画を策定し、地域交通
ネットワークの維持・確保に努めて
いる。

要努力

・今後は、人口減少や少子高齢化など、地
域交通の環境が変化する中でまちづくりと
連携した計画の推進が求められており、
すでにいくつかの市町村において策定・検
討されているものの、目標の達成には、よ
り一層の取組みの推進が必要であり、要
努力としている。

総合交
通政策
室

122
幹線鉄道の運行間隔（最
大運行間隔の短縮）

― ― ― ―

1.5時間か
ら２時間

程度
(H27)

1.5時間か
ら２時間
程度

概ね１時
間程度
(H37)

・地域交通における運行間隔が短
縮されれば、利便性の向上が図ら
れることから交通事業者におい
て、可能な限り実現できるよう努め
る。

要努力

・ダイヤの編成については、利用状況など
を踏まえ、各交通事業者が決定するもの
であるが、利用者の減少や経営状況が厳
しいことから、利用者増に向けた努力が必
要である。

総合交
通政策
室

123
観光客の県内交通機関の
満足度
（％）

― ― ― ―
49%

(H26)
55%

70%
(H37)

・新幹線駅発着の観光路線バス
「世界遺産バス」や「ぶりかにバ
ス」、「わくライナー」、「アルペンラ
イナー」の運行やツアーバスの運
行支援により、県内二次交通の充
実を図った結果、策定時よりも満
足度は向上している。

要努力

・特に、県外観光客や外国人個人旅行者
の県内交通機関の満足度を高めるために
は、二次交通のさらなる充実等が必要と
思われることから、「要努力」とし、今後も
可能な限り主要駅、空港等と観光地を結
ぶ交通サービスの整備や関連商品の充
実に努める。

総合交
通政策
室

124
全国相互利用可能なＩＣ
カードの鉄軌道・バス数
（路線）

― ― ― ―
1路線
(H27)

１路線
できる限り
増やす
(H37)

・あいの風とやま鉄道において全
国相互利用可能な「ＩＣＯＣＡ」を導
入している。また、他の交通事業
者では、自社独自のＩＣカードが導
入されている。

達成可
能

・交通事業者において、導入に向けた検
討を進めている交通事業もあることから、
「達成可能」であると判断した。

総合交
通政策
室

125
ノンステップバス導入率
（％）

― ― ― 53% 40%
H28.12頃
公表予定

80%以上
(H37)

・高齢者等の利用に配慮し、各交
通事業者においてノンステップバ
スの導入が進められている。

要努力

・28年度予算より低床バスの導入を加速
するため、中古のノンステップバスの導入
に対し支援することとしているが、目標達
成に向け、今後一層努力が必要と判断し
た。

総合交
通政策
室

86
⑦豊かで魅力ある中山間地
域の実現

・田園回帰の動きをとらえ、農山漁村が持つ豊
かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の
取組みや農山漁村への定住等の促進による振
興を図るための地域活動や人材育成、施設整
備への支援策である既存4事業が、統合により
平成28年度から新たに農山漁村振興交付金と
して国で予算化され、農山漁村の活性化を推進
している。

・国、県、市町村、関係団体等（NPO法
人グリーンツーリズムとやま、各種活動
組織・協議会など）が連携し、中山間地
域ならではの資源の活用・高付加価値
化を図り、所得拡大などに取り組む地域
への支援を行うとともに、人材確保に向
けた定住・半定住のための情報発信、
都市との交流に向けた受入体制の整備
等を推進している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・農林水産物や水、自然景観、歴
史・文化など中山間地域ならではの
地域資源をフル活用することにより
収入の確保につなげ、中山間地の
特色ある発展を目指すため、平成27
年度に３地域をモデル地区に選定し
たうえで、①資源の利活用の方向
性、②実施体制などを盛り込んだ
「活性化・産業化計画」を策定した。
・平成27年度とやま農山漁村イン
ターンシップを実施した結果、大学
生を中心に53人（うち首都圏出身33
人）の参加があり、また、とやま帰農
塾を実施した結果、延べ153名（うち
県外121人）の参加があるなど、都市
と農山漁村との交流拡大が図られ
農林漁業体験者数の増加に寄与し
ている。

不要

・中山間地域ならではの資源の活
用・高付加価値化を図り、収入の
確保につなげるために県補助金を
活用しながらモデル地区の活性化
を支援する。さらに、これらの取り
組みを県内の他地域にも波及させ
各地域が自立し継続的に活動を
実施できるよう地元市町村や関係
団体とも連携を進めていく必要が
ある。
・年間の農林漁業体験者数は、
年々、順調に推移しているが、目
標数値の達成に向け、引き続き、
県内の農山漁村の魅力発信や都
市と農山漁村との交流拡大を促進
する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進す
るとともに、ニーズを踏まえ国、市
町村、関係団体等と連携を図って
いく。

再掲
(92)

年間の農林漁業体験者数
（人）

42,300人 42,900人 45,600人 49,400人 52,000人 59,000人 67,000人

・都市に住む若者を中心に農村の
魅力の再発見が進み、都市と農村
を人々が行き交う「田園回帰」の動
きや、定年退職を契機とした農村
への定住志向がみられることか
ら、年々増加傾向にある。

達成可能

・①都市住民の農林漁業体験に対する
ニーズが高まっていること、②新幹線開業
を契機とした新たな取組みの実施により
参加者の増加が見込まれることから、目
標は「達成可能」であると判断した。

農村振
興課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

１　交通ネット
ワーク整備と
活力あるまち
づくり

（イ）快適で活
力ある魅力的
なまちづくり

85
⑥地域公共交通ネットワー
クの確保・充実

・自動運転技術の開発の進展、人手不足による
影響など、地域公共交通をめぐる状況の変化に
対応し、 国において、今後10年を見据えた中長
期な視野から「地域公共交通の活性化・再生」
の取組の方向性について議論を行うため、 「地
域公共交通の活性化及び再生の将来像を考え
る懇談会」が設置されている。（Ｈ２８．６第１回
懇談会が開催）

・平成27年度に「富山県地域交通ビジョ
ン」を策定したところであり、今後、市町
村、交通事業者等によるフォローアップ
会議を設置し、ビジョンに記載した各取
組みについて実施状況等を確認し、課
題等について検討・調整等を行うととも
に、必要に応じて取り組む施策や目標
指標の見直しなどを行っていく。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・「ノーマイカー運動」の実施や交通
ICカードの導入などといった、これま
での鉄軌道・バスなど公共交通機関
の維持活性化や利用促進の取組
み、また、北陸新幹線の開業効果な
どもあり、「鉄軌道・バスの利用率」
（１人当たりの県内の鉄軌道・バスの
年間利用回数）は、増加した（39.5回
（Ｈ25）→45回（Ｈ27）※Ｈ26は一部
数値が非公表なため算定不可）。

不要

・北陸新幹線開業等により、県外
観光客や外国人個人旅行者など
の来県が増えているなか、新幹線
駅と主要駅等を結ぶアクセスバス
等に対しての支援や、県内観光地
等を周遊できるようバス車両での
案内表示等の整備・充実に引き続
き取り組む必要がある。

・引き続き、市町村や交通事業者
等とも連携し、平成28年度当初予
算等に盛り込んだ事業を着実に推
進していく。

12
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１　交通ネット
ワーク整備と
活力あるまち
づくり

（イ）快適で活
力ある魅力的
なまちづくり

87
⑧活力ある経済・生活圏形
成など地域連携の推進

・連携中枢都市圏の形成について、国の総合
戦略が改訂され、中核市を含まない、いわゆる
複眼型連携が認められることになり、県西部６
市の連携が当該都市圏の対象と位置づけられ
ることとなった。６市長を委員とする「都市圏形
成推進協議会」や、産学官等幅広で委員を構
成する「ビジョン懇談会」を開催し、６市の都市
圏の形成・連携事業の実施に向け、準備が進
められている。

・西部６市において、連携都市圏を形成
し本年10月から連携事業が実施できる
よう準備が進められており、目標である
１圏域の形成を達成する見込み。
・他の市町村については、今のところ具
体的動きは見られない。

Ａ　概ね順調

・連携中枢都市圏の形成について、
国の総合戦略が改訂され、県西部６
市の連携が当該都市圏の対象と位
置づけられることとなったことから、６
市においては、６市長を委員とする
「都市圏形成推進協議会」や産学官
等幅広で委員を構成する「ビジョン
懇談会」を設置・開催し、平成28年
10月からの連携事業の実施に向け
準備が進められている。

不要

・県西部６市の取組みについて
は、平成28年10月以降の連携事
業の実施に向け、事業の進捗確
認や連携中枢都市圏制度の安定
的な運営について適宜支援を図っ
ていく必要がある。
・県西部以外の圏域においては、
今後、新たな地域連携が図られる
よう働きかけを行っていく必要があ
る。

・県西部６市の連携事業について
は、引き続き適切な助言等を通じ
て県として取組みを支援していくと
ともに、国に対しては財政措置が
継続的に確保・充実されるよう働き
かけることとする。
・また、県西部以外の圏域におい
ても、平成28年度当初予算に盛り
込んだ「市町村連携推進モデル事
業」を着実に推進することで、新た
な地域連携が図られるよう取組ん
でいく。

126
地域連携に係る協約の締
結

－ － － － － 0 1圏域以上

・「連携中枢都市圏」をはじめとす
る市町村の取組みに対する支援な
どを通じて、活力ある経済・生活圏
の維持やまちづくりなどにおける県
と市町村、市町村間、官民間など
の連携を推進

達成可能

・国の制度改正により、県西部6市におけ
る連携中枢都市圏の形成が可能となり、
平成28年10月からの連携事業の実施に
向け、「ビジョン懇談会」や「都市圏形成推
進協議会」が開催され、具体的な検討が
進んでいるため、達成可能と判断した。

市町村
支援課

88
①「健康寿命日本一」を目
指した望ましい生活習慣・健
康づくりの推進

・国では、平成25年度からの「健康日本２１（第
二次）」において、社会保障制度が持続可能な
ものとなるよう、国民の健康の増進の総合的な
推進を図ることとしており、地域や職域における
生活習慣病の発症予防と重症化予防の効果的
な取組事例について紹介するなど、健康寿命
の延伸に向けて積極的な推進を図っているとこ
ろ。

・市町村や経済団体、学識経験者、医療
保険者、健康づくり関係団体、地域や学
校の代表者からなる富山県健康寿命日
本一推進会議を平成２８年５月２５日に
開催し、社会全体で健康寿命の延伸に
向けた取組みを推進する機運の醸成を
図っている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・健康寿命、平均寿命とも全国平均
を上回るなど、県民の健康に関する
状況は概ね順調に推移しているとこ
ろ。健康づくりを推進するためには、
県民一人ひとりが望ましい生活習慣
を実践することが大切であり、県とし
ても「歩こう運動」等による運動習慣
の定着や食生活の改善などを推進
しているが、生活習慣の改善効果を
発現するには継続的な取組みが必
要であり、引き続き粘り強く、普及啓
発等を進めていく必要がある。

不要

・健康寿命の延伸に向けて、地域・
職域が一丸となり県全体で、健康
寿命延伸に向けた健康づくりが進
むよう、積極的に取り組む必要が
ある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

127

健康寿命
（日常生活に制限のない期
間の平均）
（年）

男性
70.63
女性
74.36

－ －

男性
70.95
女性
74.76

男性
70.63
女性
74.36
(H22)

未定

男性
72.74
女性
76.32

・平成25年度の暫定値は、男性
70.95歳、女性74.76歳と、それぞれ
+0.32歳、+0.40歳となっているもの
の、全国順位については、平成22
年度と比較して、男性が20位から
31位、女性が13位から14位と低く
なっている。

要努力

・平成25年度の暫定値は、男性70.95歳、
女性74.76歳と、それぞれ+0.32歳、+0.40歳
となっているものの、健康寿命の延伸に
は、継続的な取組みが必要であり、引き
続き継続して努力する必要があるため。

健康課

89
②スポーツに親しむ環境づ
くりや運動・スポーツ習慣の
定着による健康づくり

・国では、平成24年3月にスポーツ基本計画を
策定するとともに、平成25年に東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催が決定したことをうけ、
国際競技力の向上はもとより、スポーツによる
健康増進、スポーツを通じた地域の活性化、国
際貢献など、スポーツ行政を総合的・一体的に
推進するため、スポーツ庁を設置した。また、平
成28年度末にはスポーツ基本計画の見直しが
予定されている。

・派遣スポーツ主事の県内全市町村へ
の派遣等を通じ、県及び市町村のス
ポーツ行政の連携を図り、地域のスポー
ツ環境の充実に努めるとともに、スポー
ツ関係団体やプロスポーツチームと連
携し、スポーツ習慣の定着による健康づ
くりやスポーツに取り組む県民の増加、
指導者の育成に取り組んでいる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・元気とやまウォークラリーや県民歩
こう運動推進大会、元気とやまスポ
レク交流大会の開催、更には学校
体育施設開放の促進などを通じ、県
民が気軽にスポーツに参加できる機
会の充実及びスポーツに親しむこと
ができる環境づくりが進んでいる。
・プロスポーツ選手が子どもたちに
直接指導するスポーツ教室の開催
や地域活性化事業など、県内プロス
ポーツチームと連携した地域の魅力
発信に係る取組みを推進している。

不要

・本県における成人のスポーツ実
施率は38.9％（H26)で国の40.4％
（H27）を下回っており、運動スポー
ツ習慣が定着している県民の割合
が決して高くないことから、誰もが
気軽にスポーツに親しみ、それぞ
れの目的や好みに応じてスポーツ
活動を楽しむことができる環境づく
りを一層推進していく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に進める
とともに、国、市町村、スポーツ関
係団体、プロスポーツチーム等と
連携を図り、県民がスポーツに親
しむ環境づくりや健康寿命の延伸
に向けた取組みを推進する。

128

スポーツ指導者数（日本体
育協会に登録している公
認スポーツ指導者数）
（人）

2,259人 2,349人 2,447人 2,544人 2,666人 2,666人 2,800人

・(公財)富山県体育協会や競技団
体、県スポーツ少年団が指導員等
を養成する講習会を計画的に実施
しており、指導者数は増加してい
る。

達成可能

・人口の減少と高齢化により、現在の有資
格者が減少することが考えられるが、指導
現場において有資格者が求められてお
り、従来の指導員に加え上級資格のコー
チや総合型クラブの運営に携わるアシス
タントクラブマネジャーなど、新たな指導者
増が見込まれることから、目標は「達成可
能」と判断した。

知事政
策局

90
③総合的ながん対策の推
進

・国は、がん対策推進基本計画中間評価にお
いて、目標である「がんの年齢調整死亡率（75
歳未満）の20％減少」の達成が困難であるとし
ており、平成27年12月に「がん対策加速化プラ
ン」を策定した。その中でがん検診の受診率の
向上、ゲノム医療の推進、就労支援の充実等を
さらに図っていくこととしている。

・県、市町村、関係機関等が連携し、が
ん検診普及啓発を実施するとともに、受
診率向上のために、市町村を対象とした
研修会を開催し、市町村が効果的な受
診勧奨等を実践できるよう支援する。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・母の日や世界禁煙デーに併せてが
ん検診普及啓発を実施
・がん検診受診率向上施策研修会
の開催

不要

・市町村がん検診受診率50％にむ
けて、県内市町村、協定企業等の
関係機関と連携し積極的に取り組
む必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村等の関
係機関と連携を図っていく。具体
的には、今後、魚津市がモデルと
して、民間のノウハウを取りいれて
受診率向上にむけた取組みを行
う。県としては、その成果を全市町
村に普及するとともに受診率向上
にむけて横展開を図っていく。

129
市町村がん検診受診率
（％）

19.7～
37.5％

19.4～
37.6％

18.8～
36.3％

18.1～
35.9％

17.8～
33.7％
(H25)

13.6～
33.6％
(H26)

50%
・市町村のがん検診受診率は全国
上位ではあるが、目標の50％には
達していない状況である。

要努力

・がん検診の主体である市町村と連携し、
検診の普及啓発を行っていくとともに、さら
なる受診率向上にむけて、市町村が効果
的な受診勧奨や検診体制整備を推進でき
るよう、継続的に支援をしていく必要がた
め要努力と判断した。

健康課

91
④うつ病・ひきこもり対策等
こころの健康づくり

・うつ病は自殺の原因・動機として最も多いとさ
れるが、うつ病等の気分障害の総患者数は増
加しているため、こころの健康を保つためのここ
ろの健康づくりの重要性は高まっている。
・我が国の自殺者数は平成10年に急増し、その
後3万人を超え続けたが、平成18年に自殺対策
基本法が制定されて以降、自殺対策は前進し、
自殺者数は減少している。しかし、平成18年か
らの10年間で自殺者数は約30万人に上ってい
るため、国において自殺対策基本法が改正（平
成28年4月施行）され、自殺総合対策の更なる
推進が図られることとなっている。

・心の健康センター等でのこころの健康
に関する相談や、こころの健康に関する
研修の実施、ひきこもりに関する相談窓
口の設置など、うつ病やひきこもり等の
対策を推進している。
・県及び市町村では、国の交付金を活
用した自殺対策の取組みを実施してい
る（平成27年度は全市町村が自殺対策
事業を実施）。また、県では自殺対策に
取組む民間団体の活動を支援してお
り、民間の草の根レベルでの活動も展
開されている。

Ａ　概ね順調

・専門機関である心の健康センター
等でのこころの健康に関する相談体
制の充実、こころの健康に関する研
修の充実やひきこもりに関する総合
的な相談窓口の設置など、うつ病や
ひきこもり等の対策の推進、市町村
や関係機関と連携した総合的な自
殺防止対策を推進しており、平成27
年における人口10万人当たりの自
殺者数は前年より少ない20.5人と
なっており、着実に成果を上げてい
る。

不要

・本県の人口10万人当たりの自殺
者数は減少傾向にあるが、全国平
均に比べ高い水準にあり、引き続
き、普及啓発、相談体制の整備・
充実、うつ病等の高リスク者対策
などの各種施策に取り組んでいく
必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

130
人口10万人当たりの自殺
者数
（人/10万人）

23人 25.2人 22.2人 22.6人 22.8人 20.5人 19.5人

・平成27年の本県の人口10万人当
たりの自殺者数は全国平均18.4人
に対し20.5人であり、全国より高い
状況にあるが、平成15年の32.1人
をピークに近年は減少傾向にある
（平成27年数値は概数（速報））。

達成可能

・目標達成には現状より更に5％の減少が
必要があるが、自殺者数は全国、富山県
とも近年は減少傾向にあり、自殺対策の
継続により目標は「達成可能」であると判
断した。

健康課

92
⑤歯と口腔の健康づくりの
推進

・国では健康寿命の延伸に向けた歯科口腔保
健施策の推進しており、地方公共団体への財
政支援や口腔と全身の関連が指摘されている
事項等の検証がなされている。

・県、市町村、県歯科医師会、県歯科衛
生士会等で連携し、歯と口腔の健康づく
りを推進している。

Ａ　概ね順調

・幼児期・学童期のむし歯予防対策
を実施しており、着実に成果は出て
いる。
・要介護者等への在宅歯科医療や
口腔ケアの体制整備支援や歯科専
門職等の人材育成も計画的に実施
している。

不要
・県全体ではむし歯の状況は改善
しているが、市町村単位では格差
が生じている。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
団体と連携を図っていく。

131
12歳児でむし歯のない者
の割合
（％）

50.7% 52.4% 53.2% 56.3%
58.4%
(H25)

61.4%
(H26)

65.0%
・全国平均よりH25までは低い割合
であったが、H26は全国平均を上
回った割合となっている。

達成可能
・これまでの割合の推移から、1.2％の改
善は見込めることから、目標は「達成可
能」であると判断した。

健康課

93
①安心で質の高い医療サー
ビス提供体制の整備・充実

・医療介護総合確保推進法に基づき、消費税増
収分を原資とし、平成２６年度に地域医療介護
総合確保基金を造成し、病床の機能分化・連
携、在宅医療の充実、医療従事者の確保・養成
などの事業を展開している。

・医師会等の関係団体と連携し、看護師
養成所の建設や在宅医療の推進に向
けた事業を進めている。

Ａ　概ね順調

・平成２７年度にドクターヘリを導入
し、救命率の向上や後遺症の減少・
軽減などに効果が発揮され、着実に
成果を上げている。また、救命救急
センターや病院群輪番制病院等の
運営費補助を通じ、初期から三次救
急医療体制が確保されている。
・災害医療については、災害拠点病
院等の耐震化率が着実に向上して
いる。

不要

・ドクターヘリの導入を契機とした
救急科専門医の育成・確保
・災害拠点病院以外の病院も含め
た耐震化率の更なる向上

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
団体と連携を図っていく。

132
災害拠点病院、救命救急
センターの耐震化率
（％）

57.1% 62.5% 75.0% 87.5% 87.5% 87.5% 100.0%

・医療施設耐震化臨時特例基金等
を活用し耐震化を進めてきており、
全国（平成27年６月１日現在、
84.8％）と同水準にある。

達成可
能

・未耐震の病棟を有する災害拠点病院で
は、耐震性のない病棟を解体中であり、平
成28年度中に工事が完了する予定である
ことから、目標達成は可能と判断した。

医務課

94
②地域における医療サービ
スネットワークの強化

・厚生労働省においては総務省とも連携し、医
療ＩＣＴ化の取組の中で、より広域・多数の医療
機関による情報共有の実現や在宅医療・介護
へのネットワーク化の拡大に向け、医療情報連
携ネットワークの普及・展開を推進している。

・新川医療圏では、総務省の「ＩＣＴによ
る地域の活性化事業」を活用し、医療と
保健の連携による実証モデル事業（糖
尿病重症化予防システム）を進めるな
ど、ネットワーク化を進めている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・県立中央病院と黒部市民病院との
ネットワーク化により、県内で初め
て、医療圏域を超えるネットワーク化
が図られた。

不要

・全県的にネットワーク化を図るに
は、各医療圏におけるネットワーク
システム間の相互互換性を図る必
要があり、公的病院等との協議が
必要。

・県立中央病院と黒部市民病院と
のネットワーク化を契機に、他の二
次医療圏においても、二次医療圏
では対応困難な高度専門医療を
担う病院との連携を促進する。

133
地域における医療機関相
互間のネットワーク化

医療圏別
に整備

医療圏別
に整備

医療圏別
に整備

医療圏別
に整備

医療圏別
に整備

一部医療
圏間で整

備

全県的に
整備

・従来から、各二次医療圏内の病
院間ではネットワーク化（電子カル
テ）されているが、二次医療圏を越
えてネットワーク化されていない。

要努力

・目標達成には、各医療圏で整備している
システムの改修等が必要であり、今後、関
係者との協議が必要であることから要努
力と判断した。

医務課

134
人口10万人当たり医師数
（人/10万人）

241.0人 － 248.5人 －
248.5人
(H24)

248.2人
(H26）

270人

・本県の人口10万人当たりの医師
数は全国平均を上回るものの、
H24年度から26年度までの２年間
ではほぼ横ばいで推移している。
（隔年調査、H23・H25・H27データ
なし）

要努力

・人口10万人当たりの医師数は、H18年度
以降増加傾向にあるが、H24年度から26
年度までの２年間ではほぼ横ばいで推移
しており、今後も引き続き修学資金の貸与
や初期臨床研修医の確保など総合的な
医師確保対策に取り組んでいく必要があ
るため要努力と判断した。

医務課

135
人口10万人当たり救急科
専門医数
（人/10万人）

1.6人 － 1.9人 －
1.9人
(H24)

1.9人
(H26)

3.0人

・本県の人口10万人当たりの救急
科専門医数は全国平均を下回って
おり、H24年度から26年度までの２
年間ではほぼ横ばいで推移してい
る。（隔年調査、H23・H25・H27デー
タなし）

達成可
能

・ドクターヘリの導入等により県立中央病
院の救命救急体制は飛躍的に向上してお
り、これを契機として、28年度から新たに
救急科専門医育成確保事業を実施し、救
急科専門医の育成・確保を進めていくこと
から、達成可能と判断した。

医務課

136
認定看護師数
（人）

71人 91人 119人 142人 158人 188人 300人

・H26に開講した富山県看護協会
認定看護師教育センターにより14
名が認定されたとともに、県外教
育課程においても15名認定された
（内9名に受講料補助）ため、県内
認定看護師数は増加傾向にある。

達成可
能

・県内認定看護師教育センターにおいて
引き続き教育課程を開講するとともに、県
外教育課程においても一定の受講者がい
ることから、今後も認定看護師数は増加
傾向が続くと考えられるため、目標は「達
成可能」であると判断した。

医務課

96
④多様な保健・福祉ニーズ
に対応できる人材の養成・
確保

・国においては、「１億総活躍国民会議」におい
て決定した「ニッポン一億総活躍プラン」に、介
護人材の処遇改善として平成２９年度から賃金
月額平均１万円相当の改善を行うなどの具体
的施策を通じて、①介護の仕事の魅力向上、②
介護人材の処遇改善、③多様な人材の確保・
育成、④生産性の向上を通じた労働負担の軽
減を柱とし、２０２０年代初頭までに２５万人の
介護人材の確保に取り組むことが明記された。
（６月２日閣議決定）

・国が各都道府県に設置した地域医療
介護総合確保基金を活用した事業を実
施しているほか、市町村・民間の団体等
からなる福祉人材確保対策会議を開催
し、介護人材の確保施策について相互
に情報交換・協議を行っている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・富山県福祉カレッジにおける各種
人材育成研修等に対して補助を実
施したほか、介護福祉士の資格取
得支援のため、修学資金の貸付を
新規に２７名に対して行った。また、
就業後１～３年の介護従事者を対象
とした職場定着支援事業を実施する
など、各種の施策を着実に実施し、
福祉人材の養成に努めた。

不要

・福祉・介護職は、他の職種と比べ
有効求人倍率が高い一方、介護
福祉士養成校への入学者数は減
少しており、福祉・介護職場の人
手不足と若者の福祉離れの傾向
が依然として続いているため、引き
続き人材確保・定着を図る事業の
実施に努め、より効果的に福祉人
材確保対策に取り組む必要があ
る。

・質の高い福祉サービスを提供す
るために必要な人数を今後どのよ
うに確保していくか、引き続き、福
祉人材確保対策会議で検討したう
えで、官民一体となって、人材の
掘り起こし、教育養成、確保、定着
に向けた取組みを着実に進めてい
く。

137
介護サービスにおける介
護職員数
（人）

12,632人 13,213人 13,840人 14,649人 15,296人 15,972人 19,700人
・国実施の抽出調査を基にした数
値であり、概ね増加傾向にある。

達成可能

・福祉人材確保対策会議で検討された各
種の施策を着実に実施してきており、介護
需要の増加に伴い、概ね順調に職員数も
増加している状況にある。中高年齢層や
子育てを終えた未就業の女性等、人材の
掘り起こしとイメージアップ戦略を加速化
することで、更なる就業が見込まれるため
達成可能と判断した。

厚生企
画課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

２　健康でとも
に支えあい安
心して暮らせ
る社会の形成

（ア）健康寿命
の延伸

（イ）医療や福
祉の充実

95
③地域医療を担う人材の確
保・育成

・国では、地域間偏在等の是正などを踏まえた
医療従事者の需給について検討するため、H27
年12月に「医療従事者の需給に関する検討会」
開催し、その下に、医師、看護職員、理学・作業
療法士の３つの分科会を設置した。各分科会と
もに平成28年内の取りまとめをめざしている。な
お、医師需給分科会については、H28年６月に
中間取りまとめが行われている。

・初期研修医の確保を進めるため、H23
年に県と県医師会、県内の臨床研修病
院（12病院）により富山県臨床研修病院
連絡協議会を設立し、総合的な対策に
取り組んでいる。
・ドクターヘリの基地病院である県立中
央病院を中心に、専門医養成プログラ
ムを有する県内4病院（県中、富大、厚
生連高岡、砺波総合）の専門医が協力
して救急医育成を行えるよう救急科専
門医連絡会議をH28年３月に設置してい
る。
・H28年度は、認定看護師の新たな教育
課程の準備に向け、看護協会に対する
支援を行う。

Ａ　概ね順調

・医師臨床研修のマッチングでは、3
年連続の増となる65人（H㉖比+2
人、過去2番目）のマッチ者数を確保
・医療現場から求められている質の
高い看護職員を県内の公的病院を
中心にこれまで以上に供給するた
め、県立大学に看護学部を設置する
こととし、教員の確保や施設の整備
などに向けた準備を実施

不要

・地域医療を担う医師を確保する
ため、引き続き富山大学医学部医
学科と連携し、医学生の確保・養
成を進めるとともに、県内臨床研
修病院と連携のうえ、臨床研修医
の確保を積極的に行う必要があ
る。
・国において、医師の地域偏在、
診療科偏在対策については一定
の規制を含めた対策を行っていく
観点から検討が進められており、
その動向を注視する必要がある。
・近年、医療の高度化、専門化、地
域包括ケア体制の整備などに対
応するため、看護職員の数の確保
に加えて、質の高い看護職員のさ
らなる育成・確保が重要な課題と
なってきている。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、県医師会や県看護
協会、富山大学、県内医療機関な
どの関係団体と連携を図り、人材
の確保を進める。

13
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138
富山型デイサービス施設
設置件数
（施設）

81箇所 86箇所 94箇所 105箇所 111箇所 121箇所 176箇所

・平成14年度の「富山型デイサー
ビス起業家育成講座」開講以来、
順調に設置が進んできたが、近年
やや伸びが鈍化している。

達成可能

・高齢者のデイサービス等から富山型へ
の転換を促進するなど、新規開設による
設置以外の増加を推進することとしている
ため、「達成可能」と判断した。

厚生企
画課

139
ケアネット活動の取組み地
区数
（地区）

218地区 218地区 228地区 231地区 243地区 255地区 284地区

・平成24年度に県の補助制度を拡
充し、中核市も参加するようになっ
たことから、今後も取組地区数の
増加が見込まれる。

達成可能
・県の補助制度の拡充により、中核市での
取組みが進んできたことから「達成可能」
と判断した。

厚生企
画課

140
市町村地域福祉計画策定
市町村数
（市町村）

11市町 11市町 12市町 12市町 12市町村 12市町 全市町村

・未策定の町村も、地域福祉計画
策定の必要性は認識しており、計
画策定の機運は高まってきてい
る。

達成可能
・平成28年度は２町において、計画策定に
向けた検討が行われる予定であり、達成
可能と判断した。

厚生企
画課

141
地域包括ケア活動の実践
団体登録数
（団体）

― ― ― ― ― 413団体
1,500団

体

・地域包括ケアシステムの構築を
促進するため、平成27年10月から
登録を行っている。順調に増加し
ている。

達成可能
・平成27年10月から始まったところであり、
半年間で413団体からの登録があったこと
から、「達成可能」と判断

高齢福
祉課

142
訪問看護ステーションに従
事する看護職員数（人口10
万人当たり）（人）

15.8人 16.8人 18.4人 21.3人 25.1人 27.3人 35人

・訪問看護の普及啓発だけでなく、
訪問看護ステーションの新規開設
を支援するなど環境整備に努めて
おり、順調に増加している。

達成可能
・着実に増加しており、今後も看護職員の
確保・定着対策を進めていくことから増加
が期待できるため、「達成可能」と判断

高齢福
祉課

143
特別養護老人ホーム待機
者数（人）

1,827人 2,034人 2,041人 2,153人 2,013人 2,073人
ゼロを目指
して減少さ

せる

・高齢者の増加に伴い、要介護高
齢者も増加する中、施設への入所
希望が依然として多いことから、新
たに平成26年度162床、平成27年
度に109床を整備したところ、平成
27年度は前年度に比べて60人増
加したものの、平成23年以降、ほ
ぼ横ばいで推移している。

要努力

・介護度の重い要介護者の増加等により
待機者数は2,000人を越えている。また、
申込は、本人・家族の意向に影響され、施
設サービス（特別養護老人ホームへの入
所）が必要な方は常に存在するため、引き
続き、介護予防を推進し要介護者の増加
を抑制するとともに、施設と在宅のバラン
スのとれた介護サービス基盤の整備等が
必要であるため、「要努力」と判断した。

高齢福
祉課

144
認知症高齢者グループ
ホームの床数
（床）

1,468床 1,573床 1,736床 1,926床 2,150床 2,258床
2,672床
(H29)

・平成29年度末までの整備目標
2,672床を達成するため、平成27年
度は108床（繰越整備中を含む）を
整備しており、順調に増加してい
る。

達成可
能

・第6期介護保険事業計画において、平成
29年度末までの目標を2,672床として計画
的に整備を進めているところであり、「達成
可能」と判断した。

高齢福
祉課

145
認知症疾患医療センター
の設置数
（箇所）

2箇所 2箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所
4医療圏全
てに設置

・県内４医療圏中３医療圏におい
て、認知症の早期診断・相談・支援
等を担うセンターの設置・運営支援
を行っている。

達成可
能

・未設置である医療圏の自治体において
設置に向け調整が進められていることか
ら、「達成可能」と判断

高齢福
祉課

146
認知症サポーター養成講
座修了者数
（人）

33,845人 38,219人 49,703人 54,552人 67,471人 79,412人
100,000

人

・認知症高齢者施策の普及啓発な
どを通して、認知症サポーターは、
金融機関や小売業、飲食店のほ
か近年では警察、官公庁、小中学
校などでも積極的に養成されてお
り、順調に増加している。

達成可能
・着実に増加しており、今後も認知症施策
を進めていくことから増加が期待できるた
め、「達成可能」と判断

高齢福
祉課

101
⑨障害者グループホームの
整備支援など地域での自立
と社会参加の促進

・障害者等の自立支援の観点から、入所等から
地域生活への移行や定着に対する支援、就労
支援といった課題に対応したサービス提供体制
を整えるとともに、障害者等の生活を地域全体
で支える地域生活支援拠点等の整備を進める
こととしている。また、障害者差別解消法の施
行など、障害の有無によって分け隔てられるこ
とのない共生社会の実現に向けての取組みが
進められている。

・県、市町村、関係団体等が連携し、障
害や障害者に対する理解の促進に向け
た取組みが進められている。

Ａ　概ね順調

・障害者が住みなれた地域で自立
し、安心して暮らすことができるよう、
障害福祉サービスの充実やグルー
プホームの整備を着実に実施してい
る。また、障害者差別解消法や「障
害のある人の人権を尊重し県民皆
が共にいきいきと輝く富山県づくり条
例」の平成28年４月の施行に向け、
相談体制や紛争解決体制の整備、
周知啓発等を行い、障害や障害者
に対する理解促進の取組みを進め
ている。

不要

・障害者は増加傾向にあり、高齢
化や障害の重度化、多様化が進
むなか、住み慣れた地域や家庭で
生活し、自立し、社会へ参加しよう
という障害者の意欲が高まってお
り、福祉、保健、医療、教育、雇
用、生活環境など幅広い分野と連
携しながら施策を展開する必要が
ある。

・引き続き平成28年度当初予算に
盛り込んだ事業を推進していくとと
もに、国、市町村、関係団体等と
の連携を図っていく。

147
障害者グループホーム利
用者数
（人）

468人 562人 646人 694人 718人 737人
872人
(H29)

・国の施設整備補助（社会福祉施
設等施設整備費補助金）事業採択
の競争率が高くなっているため、グ
ループホームの新設が従来に比
べ減少傾向にある。

達成可
能

・27年度実績値（737人）は26年度実績値
（718人）から増加し、堅調に推移している
ことから、達成可能と判断した。

障害福
祉課

102
⑩障害者支援のための
サービス提供体制の充実

・障害者が自らの望む地域生活を営むことがで
きるよう「生活」と「就労」に対する一層の充実が
図るため、就労定着支援サービスの新設等、障
害者総合支援法が一部改正された。(平成30年
4月1日施行）

・国、市町村、関係団体等と連携し、
サービスの質の確保・向上に向けた取り
組みを進めている。

Ａ　概ね順調

・日中活動の場として、新たにサー
ビスを利用する者が増加することか
ら、利用者数や利用量は増加してお
り、障害者が住み慣れた地域で自立
し、安心して暮すことができるよう、
障害福祉サービス(日中活動系サー
ビス）の充実が進められている。

不要

・障害者の地域生活を支援するた
め、引き続き、国、市町村、関係団
体等と連携し、サービスの質の確
保・向上に向けた取り組みを進め
る必要がある。

・引き続き、平成28年度予算に盛
り込んだ事業を推進していくととも
に、国、市町村、関係団体等との
連携を図っていく。

148
日中活動を支援する事業
所利用者数
（人）

4,077人 4,223人 4,558人 4,828人 5,239人 5,431人
6,518人
(H29)

・日中活動系サービスについて
は、障害者支援施設等から地域生
活へ移行する障害者や、特別支援
学校高等部卒業生など、日中活動
の場として、新たにサービスを利用
する者が増加することから、利用
者数や利用量は増加する見込み
である。

達成可
能

・県及び市町村において障害者やサービ
ス事業所のニーズ調査等を踏まえ、達成
可能と判断した。

障害福
祉課

149
ライチョウ生息数（立山地
域）（羽）

－ 284羽 － －
284羽
(H23)

H29.3公
表予定

284羽

・ハイマツ地域への人の立入り規
制、植生復元、環境浄化など生息
環境の向上に努めた結果、生息数
は前回（Ｈ18）の245羽よりも多い
284羽（H23）が確認された。（生息
数調査は５年ごとに実施）

達成可能

・ハイマツ地域への人の立入り規制、植生
復元、環境浄化など生息環境の向上及び
保護思想の普及・啓発に引き続き努める
ことで、現状維持できると考えられることか
ら、達成可能と判断した。

自然保
護課

150
ラムサール条約湿地（弥
陀ヶ原）利用者数
（人）

18,859人 28,486人 42,953人 40,657人 40,626人 42,163人 43,000人
・目標に向けて、利用者数が着実
に増加している。

達成可能

ラムサール条約湿地（弥陀ヶ原）において
自然環境保全と適正な利用のための木道
整備等を行うことで、利用者にとって安全
で快適な山岳環境の整備が進んでいるこ
とから、「達成可能」と判断した。

自然保
護課

151
ナチュラリスト認定者数
（人）

667人 727人 727人 727人 784人 784人 840人
・ナチュラリスト養成は３年に１回
実施（近年：H23、H26）しており、認
定者は増加している。

達成可
能

・ナチュラリストについては、近年、募集を
上回る応募があることから、「達成可能」と
判断した。

自然保
護課

152
狩猟免許所持者数
（人）

994人 1,030人 950人 1,021人 1,145人 1,158人 1,215人
・目標に向けて、着実に増加してい
る。

達成可
能

・近年、狩猟免許を更新しない人数以上に
狩猟免許試験受験者数が増加しているこ
とから、「達成可能」と判断した。

自然保
護課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

２　健康でとも
に支えあい安
心して暮らせ
る社会の形成

（イ）医療や福
祉の充実

97
⑤富山型デイサービスやケ
アネット活動など地域ぐるみ
で支え合う仕組みづくり

・国では、人口減少下における効率的で柔軟な
福祉事業運営を確保するための１つの方策とし
て、高齢、障害、児童、生活困窮等の福祉サー
ビスを総合的に提供できる仕組みを構築し、こ
れを地域づくりの拠点としても機能させることを
推進している。

・県と市町村とで、富山型デイサービス
の施設整備に対して補助を実施してい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・見守り、声かけ、買物代行などの
要支援者に対する個別支援活動（ケ
アネット活動）については、活動を実
施する地区数が255地区と着実に増
加している。
・富山型デイサービスについては、
施設整備に対する補助制度の創設
など、県の支援により施設数が着実
に増加している。

不要

・市町村社協や地区社協によって
ケアネット活動に対する理解や取
組に差があることから、市町村社
協担当職員研修会の開催やアド
バイザーの派遣などにより職員の
資質向上やノウハウの蓄積を図っ
ていく必要がある。
・近年、富山型デイサービス施設
設置件数の伸びが鈍化しているこ
とから、共生の理念の普及・啓発
を一層推進していく必要がある。
・今後ますます少子高齢化が進行
することから、支援を要する人を地
域ぐるみで支え合い、包括的に支
援する体制を一層充実させる必要
がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

98
⑥介護サービスの充実と地
域包括ケアシステムの構築

・国では高度急性期から在宅医療・介護までの
一連のサービスを地域において総合的に確保
することで地域における適切な医療・介護サー
ビスの提供体制を実現し、住み慣れた地域での
継続的な生活を可能とする地域包括ケアシステ
ムを構築していくこととしている。県内市町村に
おいても、地域医療介護総合確保基金や地域
支援事業交付金を活用し、実現していくこととし
ている。

・県、市町村、関係団体等が連携し、地
域での多職種のネットワークを形成する
とともに、地域包括ケアシステムに関す
る普及啓発や介護との連携による在宅
医療・訪問看護の支援をすることで、地
域包括ケアシステム構築の推進につな
げている。

Ａ　概ね順調

・地域包括ケアシステム構築に向け
た事業を総合的に行うことにより、４
１３団体が実践団体として登録する
など、着実に成果を上げている。ま
た、フォーラムの開催やシンボル
マークの作成等により、機運の醸成
も図られている。
・訪問看護ステーションの数は施設
整備助成などの支援により着実に
増えている。

不要

・地域包括ケア実践団体の登録は
進んでいるものの、地域の多様な
支えあい活動のより一層の掘り起
こしに努め、機運の醸成等を図っ
ていく必要がある。
・高齢化により増大する在宅の医
療需要に対応するため、訪問看護
ステーションの新規開設、規模拡
大、業務改善等の支援や、訪問看
護職員の確保・定着などをより一
層強化する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、関係機関
と連携を図っていく。

99

⑦地域密着型サービスなど
利用者のニーズに応じたき
め細かな介護サービス基盤
の整備

・国では一億総活躍国民会議の議論を踏まえ、
介護離職防止及び特養待機者の解消を図るた
め、2020年代初頭までに約10万人分増の在宅・
施設サービスを自治体が前倒し・上乗せ整備す
るよう支援することとされた。

・介護施設・事業所の整備にあたって
は、引き続き市町村と連携し、計画的に
整備を進めていく。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・27年度から、富山県地域医療介護
総合確保基金を活用し、介護基盤を
整備しており、重要業績評価指標に
定められている認知症高齢者グ
ループホーム以外の施設・事業所
で、以下のとおり整備（繰越整備中
を含む）を進めている。
　・地域密着型特別養護老人ホーム
１箇所（29床）
　・小規模多機能型居宅介護事業所
２箇所（９床(泊定員)）
　・看護小規模多機能型居宅介護事
業所　１箇所
　・認知症対応型デイサービスセン
ター　１箇所
　・介護予防拠点　１箇所
  ・地域包括支援センター　１箇所

不要

・介護基盤の整備については、介
護支援事業計画に基づき着実に
整備を進めてきているところである
が、特養の待機者が2,000人を越
えていることなども踏まえ、今後も
計画的に進めていく必要がある。
・一方、県政世論調査等によると、
県民の約７割の方が、介護が必要
になった場合でも「自宅や住み慣
れた地域で介護を受けたい」と考
えており、介護が必要になっても
住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるよう、在宅医療や訪問
看護等の推進に積極的に取り組
んでいるところである。
・今後とも、施設と在宅のバランス
の取れた介護サービス基盤の整
備をより一層進めていくことが必要
である。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
機関と連携を図っていく。

100

⑧地域における認知症高齢
者見守りネットワークの充実
など認知症高齢者対策の充
実

・国では、認知症施策推進総合戦略（新オレン
ジプラン）を踏まえ、早期の段階からの適切な
診断と対応、認知症に関する正しい知識と理解
に基づく本人や家族への支援を通して、総合的
かつ継続的な支援体制を確立していくこととして
いる。

・県、市町村、認知症疾患医療センター
など関係機関が連携し、認知症への理
解などに努めるとともに徘徊高齢者の
早期発見などにつなげている。

Ａ　概ね順調

・認知症施策として、認知症の方に
関わる普及啓発を総合的に行うこと
により、　介護従事者の資質向上の
ほか、多職種への支援体制を強化
するため、かかりつけ医や認知症サ
ポート医、病院勤務の医師、看護師
などへの研修を実施するなど支援体
制の充実を図っている。また、認知
症の早期診断・相談・支援等を担う
認知症疾患医療センターが地域の
関係機関との事例検討会などを開
催し、関係者の資質の向上を図って
いる。

不要

・かかりつけ医・認知症サポート医
などの研修を着実に実施している
ものの、徘徊高齢者の増加の伸び
が高いことなどから、これまで以上
に関係者への認知症に対応する
研修を実施する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、関係機関
と連携を図っていく。

（ウ）豊かで快
適な環境づく
り

103 ①豊かな自然環境の保全

・富山市ファミリーパークでは平成27年度からニ
ホンライチョウの域外保全に取り組んでいる。
・東京オリンピックに向け、環境省の自然環境
整備交付金制度が拡充され、県整備の既存公
園施設の再整備や訪日外国人対応（看板の多
言語化など）も交付金対象となった。
・旧鳥獣保護法が平成26年５月に「鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
に改正され、鳥獣の管理を強化する認定鳥獣
捕獲等事業者制度等が始まった。

・国、県、市町村、関係団体、地域住民
等がそれぞれ役割分担するとともに、必
要に応じて連携して、事業を実施してい
る。

Ａ　概ね順調

・ナチュラリスト活動等により、県民
が自然と触れ合う機会を増やすとと
もに、自然公園での木道整備等を着
実に進めることにより、安全で快適
な山岳環境の整備が進んだ。また、
希少な野生生物の保護の機運醸成
や有害鳥獣捕獲の担い手の確保が
図られた。

不要

・概ねどの指標も目標値に向けて
増加したが、目標達成のためには
毎年の働きかけや取組みの継続・
積み重ねが必要不可欠であるとと
もに、県民が豊かな自然環境の価
値と現状を理解し、関わっていくこ
と（県民協働）も必要であることか
ら、引き続き、着実な事業の実施
及び自然環境の保全についての
機運の醸成に努めていく必要があ
る。

・平成２８年度当初予算に盛り込
んだ事業を着実に推進していくとと
もに、引き続き、国、市町村、関係
団体と連携を図っていく。

14
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資料1-2 付表 

153
大気及び水質に係る環境
基準の達成率
（％）

大気100%
水質100%

大気100%
水質98%

大気100%
水質100%

大気100%
水質100%

大気100%
水質100%

大気100%
水質100%

大気100%
水質100%

・大気は、近年すべての測定局で
環境基準を達成、維持している。
・水質は、過去（H23）に海域で気
象・海象等の影響で環境基準を達
成できない地点があったが、その
後はすべての調査地点で環境基
準を達成している。

達成可
能

・現状では全ての測定局及び調査地点で
環境基準を達成しており、個別計画である
大気環境計画、水質環境計画の推進等に
より、引き続き達成維持を目指す。なお、
水質のうち海域については、気象・海象等
の自然要因に左右されるが、工場等にお
ける汚濁負荷量の排出抑制の推進によ
り、達成可能と判断した。

環境保
全課

154
環境保全活動への取組み
者数
（人）

- 3,022人 4,644人 4,596人 4,961人 6,495人 6,650人

・H27は順調に伸びている。
①水環境保全活動参加者数：H26
716人→H27　1,696人、②地下水
の守り人：H26　117人→H27 　117
人、③大気環境保全活動参加者
数：H26　4,128人→H27　4,682人

達成可能

・これまで順調に進捗しており、地域にお
ける環境保全活動の機会の創出や人づく
り、継続的な活動に対する支援、活動主
体の連携協力の推進により、引き続き環
境保全活動への参加者数の増加を目指
すことにより、達成可能と判断した。

環境保
全課

155
環日本海地域の環境協力
を目的とした交流人数
（人）

76人 62人 84人 66人 54人 136人 100人

・H27は、日中韓ロ４か国の中高生
の参加による「北東アジア地域環
境体験プログラム」が本県で開催
されるなど環日本海地域の交流事
業等により、目標を達成できた。

要努力
・特定の行事のある年度だけでなく、環日
本海地域の交流を活性化する必要がある
ことから、要努力と判断した。

環境政
策課

156
地下水揚水量の適正確保
率
（％）

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

・地下水条例対象地域における近
年の揚水量実績は、地下水区ごと
に定めた適正揚水量の範囲内で
あった。

達成可能

・地下水揚水量は横ばいで推移しており、
また、今後の事業者における地下水の節
水・利用の合理化や、企業立地の動向等
を踏まえ、達成可能と判断した。

県民生
活課

157
水文化に関する活動に取
り組んでいる団体数
（団体）

184団体 182団体 185団体 193団体 207団体 213団体 210団体

・ふるさとリバーボランティア支援
制度の見直しと周知により、河川
愛護ボランティア団体数が増加し
ていることや、清掃美化活動や水
生生物調査などの水環境に関する
地域住民の活動は継続的に行わ
れており、水文化に関する活動に
取り組んでいる団体数は増加して
きている。

達成可能

・河川愛護ボランティア団体及び水環境保
全活動団体等において、環境保全に対す
る関心の高さから団体数が順調に増加し
ており、達成可能と判断した。

県民生
活課

158 住宅の耐震化率 － － － 72%
68％

（H20)
H32.5公表
予定(H30)

82%

・住宅の耐震化率は、住宅・土地
統計調査（5年ごとの調査）による
推計により、平成20年の68％から
平成25の72％と４％の伸びとなっ
ている。

要努力

・直近5年間で4％の伸びとなっており、今
後も同様に推移した場合、目標達成は難
しい状況である。耐震化が進む要素とし
て、住宅の新設、建て替え、耐震改修が
あり、要素の大部分を占める建て替え等
に減少傾向がみられ、自然な率の向上が
見込まれないことから、耐震化の向上に
係る政策の推進が必要と判断し、「要努
力」とした。

建築住
宅課

159
持ち家比率
（％）

78% － － －
78%

（H22）
78% 78%

・持ち家比率は、平成17年の79％
から平成27年の78％とほぼ同率で
推移している。

達成可
能

・目標は全国上位（全国１位）にある現状
を維持することであり、概ね同率で推移し
ている現状を踏まえ、達成は可能と判断し
た。

建築住
宅課

107
①幅広い世代の地域コミュ
ニティ活動への参加など明
るい地域社会の形成

・国では、「一億総活躍社会」の実現に向けたプ
ラン（「ニッポン一億総活躍プラン」）が策定（Ｈ
28.6月閣議決定）され、その中の取り組みとし
て、子供、高齢者、障害者など全ての人々が地
域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと
ができる地域共生社会の実現。このため、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支えながら、自
分らしく活躍できる地域コミュニティの育成等を
推進することが盛り込まれた。

・県、市町村が地縁組織やＮＰＯ等関係
団体と連携し、支援しながら、地域コミュ
ニティの育成を推進している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・日本語ボランティア養成者の着実
な増加、地域における在住外国人と
の交流事業や言葉や生活支援など
の共生に向けた取組み等、少しずつ
ではあるが地域における多文化共
生に向けた環境が整備されてきてい
る。
・県内在住の外国人は、平成20年末
をピークに減少していたが、平成26
年末からわずかに増加に転じてお
り、また、県内に踏みとどまる人々は
滞在の長期化、定住化が顕著となっ
ている。これらの人々を地域社会の
一員として受け入れていくため、今
後も「富山県多文化共生推進プラ
ン」に基づき、更なる多文化共生の
推進に取り組んでいく。

不要

・ボランティアの高齢化・固定化の
傾向が見られるため、学生、若
者、勤労者、熟年世代などへ広く
県民のボランティア活動参加を働
きかけていくことが必要である。特
に退職を迎える中高年世代の参
加を促す取り組みや、企業と協働
した取り組みで幅広い世代の参加
促進を図っていく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
団体とも連携を図っていく。

160
地域活動に参加している
人の割合
（％）

64.7% 65.9% 59.8% 62.9% 59.4% 57.9% 69.0%
・平成25年度に一旦、62.9％と増
加したが、26年度以降、漸減傾向
にある。

要努力

・中高年世代への意識調査（平成24年県
調査）で５割程度の人がボランティア・ＮＰ
Ｏ活動への関心を示しているものの、地域
活動への参加割合が約６割にとどまって
いるため、引き続き幅広い県民への参加
を働きかけていくことが必要であることか
ら、「要努力」と判断した。

県民生
活課

161
食品表示が適正な店舗の
割合
（％）

95.2% 95.4% 94.7% 96.6% 97.3% 96.8% 100%

・全国で発生が繰り返される表示
偽装事件による意識の高まりや、
食品表示の監視・指導の徹底によ
り、徐々に向上している。

達成可能
・食品表示に対する消費者の関心や企業
の意識が一層高まっているため達成可能
と判断した。

農産食
品課

162
学校給食での県産食材活
用量
（ｔ）

－ 458t 535t 565t 585t 562t 650t

・市町村段階における「学校給食と
やまの日」や特別給食の実施、及
び、地場産食材の活用促進等によ
る地産地消の取組みの実施によ
り、増加傾向にある。

達成可能

・「地産地消」や「食育」への関心・気運が
高まっており、時期によるバラツキや供給
面（価格面を含む）などで課題があるもの
の、県内産品の使用は着実に増加してい
るため達成可能と判断した。

農林水
産企画
課

163
カロリーやバランスを考え
て食事する県民の割合
（％）

31.2% － 37% 44% 44% 43% 60%以上

・県民の食育に対する関心は高
まっているものの、食生活の改善
を実践している県民の割合は目標
に達していない。

要努力

・指標の増加率が停滞しており、今後、4
年前からの増加率と同程度の伸び率で
あっても目標に達しないことから、「要努
力」とした。「富山型食生活」など、栄養バ
ランスのよい食生活を一層推進し、食生
活改善の実践を一層促す必要がある。

農林水
産企画
課

109 ③地域防災力の向上

・国では、平成27年７月に発生した広島土砂災
害等を踏まえて「防災基本計画」を修正した。ま
た、「消防団を中核とした地域防災力の充実強
化に関する法律」では、市町村による防災体制
の強化、国と都道府県による市町村が行う自主
防災組織等の育成発展の取組に対する必要な
支援等が盛り込まれた。県内市町村において
も、防災訓練の実施や自主防災組織の活動に
対する支援を行っている。

・県、市町村が連携し、自主防災組織の
結成支援やリーダー研修実施、自主防
災組織が実施する避難訓練や資機材整
備への支援を行っている。また、関係機
関や地域住民等と連携して、総合防災
訓練を実施している。

Ａ　概ね順調

・自主防災組織の結成支援やリー
ダー研修実施、自主防災組織が実
施する避難訓練や資機材整備への
支援を行うことにより、組織の結成と
活動の充実が図られた。
・県内市町村や関係機関、地域住民
と連携して総合防災訓練を実施し、
防災意識の高揚が図られた。
・県内のプロスポーツチームと連携し
た合同イベントの開催等を通じて、
県内消防団の活性化が図られた。

不要

・自主防災組織の組織率が全国平
均を下回っているため、組織の結
成に努める必要がある。
・熊本地震を踏まえ、行政を含め、
県民の危機意識を更に高め、木造
住宅の耐震化などの防災対策に
つなげる必要がある。
・県内消防機関の火災災害調査等
の調査能力の向上にかかる体制
整備を行っていく必要がある。
・今後、高齢化等により消防団員
の減少が見込まれるため、一層の
確保に努める必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
等に盛り込んだ事業を着実に実施
していくとともに、市町村や関係機
関、地域住民と連携を図っていく。

164
自主防災組織の組織率
（％）

64% 66% 69% 71% 75% 78% 80%
・自主防災組織の組織率は、県内
市町村の平均は77.5%だが、全国
平均の81.0%を下回っている。

達成可能

・「新・元気とやま創造計画」で設定した県
民参考指標（平成28年度：77％）を既に上
回っており、引き続き、組織の結成を促進
していくことで達成可能と判断した。

防災・危
機管理
課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

２　健康でとも
に支えあい安
心して暮らせ
る社会の形成

（ウ）豊かで快
適な環境づく
り

104
②大気、水質等の生活環境
や環日本海地域の環境保
全

・大気については、環境省が21年9月に微小粒
子状物質（ＰＭ2.5）の環境基準を設定しており、
国の定める指針値等を超過した場合の注意喚
起等への対応が必要となっている。水質につい
ては、「世界で最も美しい湾クラブ」加盟や「全
国豊かな海づくり大会」の本県開催等を契機と
して、「森・川・海」のつながりを意識した県民・
事業者による水環境保全活動の促進等が求め
られている。
・28年５月に開催されたＧ７富山環境大臣会合
において、気候変動及び関連施策、海洋ごみ、
資源効率性・３Ｒなど７つのテーマについて意見
交換が行われた。

・県民、事業者等からなる協議会におい
て、エコドライブ推進運動を展開してい
る。また、県民参加の「とやま川の見守
り隊」や「地下水の守り人」、富山湾の水
質保全のための企業活動「プラスワンア
クション」などを関係者と連携して推進し
ている。
・「北東アジア環境パートナーズフォーラ
ム」（19年12月開催）で採択された「2007
とやま宣言」に基づき、北東アジア地域
の産学官が連携して黄砂の視程調査や
青少年の環境体験・交流事業などを実
施してきた。
・Ｇ７富山環境大臣会合の成果を踏ま
え、28年５月に日中韓ロの自治体や大
学等が参加して「北東アジア自治体環
境専門家会合」を開催しており、この会
合で採択された新たな「2016とやま宣
言」に基づき、気候変動や生物多様性
に関する共同調査等に連携して取り組
むことにしている。

Ａ　概ね順調

・大気環境計画や水質環境計画に
掲げる施策を着実に推進するととも
に、県民・事業者に対し、地域にお
ける環境保全活動の機会の創出を
図っている。また、ＮＯＷＰＡＰの活
動を支援するとともに、（公財）環日
本海環境協力センターと連携して実
施する国際環境協力事業に一定の
自治体や青少年が参加するなど、こ
れまで概ね順調に進捗している。

要検討

・微小粒子状物質（PM2.5）への対
応や大気環境保全活動の推進な
ど、大気環境行政を取り巻く課題
に適切に対応するため、大気環境
計画の改定を検討する必要があ
る。また、水環境の保全をより一層
進めるため、27年３月に改定した
水質環境計画に基づき、県民等に
よる自主的な環境保全活動の促
進などの各種施策を推進する必要
がある。
・北東アジア地域の環境問題が顕
在化していることから、「北東アジ
ア自治体環境専門家会合」で採択
された新たな「2016とやま宣言」
（平成28年5月）に基づき、同地域
の自治体等と連携して環境保全の
ための具体的な取組みや環境保
全活動、環境教育を一層進めてい
くとともに、国際的な政策対話の継
続や宣言の実施状況の定期的確
認を行っていく必要がある。また、
県内においても北東アジア地域の
環境問題に対する県民意識の高
揚や環境保全活動の実践をより推
進する必要がある。

・引き続き、予算化した「とやまの
水環境魅力向上推進事業」や「環
日本海生物多様性共同調査事業」
等を着実に推進していくとともに、
県民や事業者などの関係者、また
環日本海地域自治体等と連携して
取り組んでいく。

105
③豊かな水源や水環境の
保全

・国では、地域における健全な水循環の維持・
回復を目指すため、H26.3.27に議員立法にて
「水循環基本法」が制定（H26.7.1施行）され、
H27.7.10に水循環基本計画が閣議決定された
ところである。

・県、市町村、関係団体等が連携して下
記の取組みを実施。
・地域に根ざした地下水保全活動を促
進することにより、地下水の適正利用・
節水、創水の取組み推進を図っている。
・環境保全に対する関心の高さから、河
川愛護ボランティア団体等において、団
体数の増加につなげている。

Ａ　概ね順調

・「地下水の守り人」に対する技術講
習会や意見交換会の開催等を通
じ、県民による取組みの実践を促進
することにより、地下水の適正利用・
節水、創水の取組み推進を図ってい
る。
・河川愛護ボランティア団体及び水
環境保全活動団体等においては、
環境保全に対する関心の高さから
団体数が順調に増加している。

不要

・今後も降雪時の消雪設備の一斉
稼動により、一時的であるが地下
水位が大幅に低下し、地下水障害
の発生が懸念されていることから、
地下水を利用する県民や事業者
が主体となった地下水保全の取組
みを推進する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村、関係団体
等との連携を図っていく。

106
④地域特性に応じた良質で
快適な居住環境の整備

・住宅や建築物の安全対策を総合的に推進す
るため、平成21年度に住宅・建築物安全ストッ
ク形成事業が創設され、耐震改修に係る補助
要件が従来よりも緩和された。
・東日本大震災を踏まえ、平成25年に耐震改修
促進法が改正され、耐震対策緊急促進事業な
ど緊急性の高い事業についての支援が拡充さ
れている。

・平成27年度より、全市町村で、住宅の
部分的な耐震改修についても補助メ
ニューに追加するなど、耐震化率向上
のための施策を推進している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・木造住宅の耐震診断戸数は着実
に件数を伸ばしているが、目標達成
に向けて十分ではない。

不要

・住宅の耐震化は緊急の課題と
なっており、目標達成に向けてそ
のペースをさらに促進するために
は、翌年度以降も引き続き耐震改
修支援に取り組んでいく必要があ
る。
・住宅の延べ床面積が大きく耐震
改修費用が一般的に全国平均よ
り高額であることなどから、住宅の
耐震化率は全国と比べて低くなっ
ており、平成２７年度より、部分的
な耐震改修をメニューに追加した
ことなどを積極的に周知するなど、
より一層の施策の推進が必要であ
る。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村・関係団体
等と連携したさらなる周知活動を
実施していく。

（エ）安全・安
心の確保

108
②食の安全確保と地産地
消・食育の推進

・H27年4月に｢食品表示法｣が施行され、栄養
成分表示の義務化や機能性表示食品制度の
新設等、表示方法や内容が一部改善・変更さ
れた。
・国においては、第3次食育推進基本計画が
H28年3月に策定され、①多様な暮らしに対応す
る、②食の循環や環境を意識する、③食文化の
継承、が新たに重点課題としてあげられ、推進
されることとなった。

・国の食品表示法施行を受け、事業者
向けのパンフレットや講習会で変更点等
について周知している。
・国の新たな食育推進基本計画、本県
の食育推進の課題や新たな動きを踏ま
え、今年度、県の新たな食育推進計画
の策定を行う。

Ａ　概ね順調

・「とやま食の安全・安心情報ＨＰ」に
おける情報提供や、｢食品表示110
番｣にて、消費者・食品関連事業者
からの相談を受けるとともに、各種
講習会の開催や各種研修会への講
師派遣などにより適正表示の指導
徹底を図っている。
・「地産地消」や「食育」への関心・気
運は高まっており、学校給食での県
産食材の使用や直売所・インショッ
プの販売額等は年々増加している。

不要

・学校給食向け食材の生産拡大に
よる年間を通じた安定的な供給体
制の構築が必要である。
・食に対する意識が他の世代に比
べて低い若者世代（20～30歳代）
に対し、意識啓発と食生活改善の
実践について推進が必要である。
・食品表示法に基づく表示内容・方
法の変更点等、継続的に周知して
いくことが必要である。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進す
るとともに、国、市町村、関係団体
等と連携を図っていく。

15
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再掲
(158)

住宅の耐震化率 － － － 72%
68％

（H20)

H32.5公
表予定
(H30)

82%

・住宅の耐震化率は、住宅・土地
統計調査（5年ごとの調査）による
推計により、平成20年の68％から
平成25の72％と４％の伸びとなっ
ている。

要努力

・直近５年間で４％の伸びとなっており、今
後も同様に推移した場合、目標達成は難
しい状況である。耐震化が進む要素とし
て、住宅の新設、建て替え、耐震改修が
あり、要素の大部分を占める建て替え等
に減少傾向がみられ、自然な率の向上が
見込まれないことから、耐震化の向上に
係る政策の推進が必要と判断し、「要努
力」とした。

建築住
宅課

165
公共土木施設における長
寿命化計画の策定数
（施設）

１施設 １施設 １施設 ２施設 ４施設 ６施設 12施設

・これまで、橋梁、都市公園、下水
道の処理施設（機械・電気設備）、
水門等の河川管理施設において、
長寿命化計画を策定済みであり、
H27年度にはダム（機械設備）と港
湾施設の長寿命化計画を策定した
ところである。

達成可能

・目標達成には更に６施設において長寿
命化計画を策定する必要があるが、今後
も計画的に他の公共土木施設において計
画を策定する予定であり、目標は「達成可
能」であると判断した。

建設技
術企画
課

166 河川整備延長 407.4km 408.8km 413.7km 414.4km 415.7km 417.5km 420.9km

・浸水被害解消のため、近年浸水
被害が発生している河川におい
て、治水上ネックとなっている箇所
等へ集中投資を行っており、着実
に整備が進んでいる。

達成可能
・必要箇所に集中投資を行いつつ、計画
的に河川改修を進めていることから、「達
成可能」と判断した。

河川課

167
土砂災害危険箇所の整備
箇所数

575箇所 580箇所 585箇所 596箇所 602箇所 605箇所 642箇所

・整備箇所数は毎年着実に増加し
ており、平成17年度からの10年間
で平均10（箇所／年）概成してい
る。

達成可能

・今後、社会資本総合整備計画に基づく
必要な予算を確保し、計画を実施していけ
ば、過去10年間の概成数から見て目標は
「達成可能」と判断した。

砂防課

168
「富山県公共施設等総合
管理方針」の策定

－ － － － ― 策定 策定

・今後10年間を対象期間として、県
の公共施設等を総合的に管理して
いくための基本的な方針である「富
山県公共施設等総合管理方針」を
平成28年２月に策定した。

既に達成 － 人事課

111
⑤消費生活相談体制の充
実など安全・安心な消費生
活の確保

・政府は、消費者庁を平成21年9月に設置し、消
費者行政の一元化に取組むとともに、地方消費
者行政推進交付金等により地方の取組みを支
援している。
・国では、消費者教育の推進に関する法律が平
成24年12月に施行され、また、平成25年6月に
は基本方針が閣議決定され、誰もがどこに住ん
でいても生涯を通じて消費者教育を受けること
ができる機会を提供し、効果的に推進すること
とされた。

・国の地方消費者行政推進交付金等を
活用し、県と市町村が連携して消費生
活相談窓口の機能強化を図っている。
・消費者教育の推進に関する法律第10
条第1項の規定に基づき、平成26年12
月に、富山県消費者教育推進計画を策
定し、ライフステージに応じた消費者教
育・啓発活動の重点的な展開に取組ん
でいる。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・消費生活相談を担う人材の育成や
市町村消費生活相談体制の整備を
支援したほか、ライフステージに応じ
た消費者教育の推進や、消費者被
害の未然防止のための啓発活動を
行った。

不要

・消費者被害の早期救済と未然防
止を図るため、引き続き県と市町
村が連携して、消費生活相談窓口
の機能強化や消費者啓発活動等
を重点的に実施する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業について、県と
市町村、消費者団体等が連携し、
推進していく。

169
消費生活相談解決率
（％）

98.1% 98.7% 98.8% 98.7% 99.1% 98.4%
100％に近
い水準

・ほぼ全ての相談について、適切
に対応している。

要努力

・相談内容は今後さらに複雑・多様化する
ことが予想されるが、100％に近い解決率
を目指すことで、消費生活相談員の資質
向上などに努める必要があることから、要
努力と判断した。

県民生
活課

112
⑥地域ぐるみの防犯活動な
ど安全なまちづくりの推進

・国においては、各都道府県警察に対し、全国
地域安全運動と安全・安心なまちづくり推進の
各種施策を連動させた取組を展開し、防犯意識
の醸成に努めるとともに、「安全・安心なまちづ
くりの日（10月11日）」の意義を積極的に広報す
るよう、通達されたところである。
・市町村においては、校区内の近隣住民による
防犯活動の拠点である地区安全なまちづくり推
進センターが３年ぶりに新規で設立された。

・県安全なまちづくり推進本部、市町村
安全なまちづくり推進センター、校区単
位の地区安全なまちづくり推進セン
ター、県・地区防犯協会、自主防災団
体、自主防災組織等と連携し、様々な防
犯活動を行っている。

Ａ　概ね順調

・県内地区安全まちづくり推進セン
ター198団体にセンター運営、青パト
130台分に青パト活動に対する補助
を行い、防犯活動の促進を図った。
また、６～11月にかけてカギかけ防
犯キャンペーンを展開し、地区防犯
協会等によるカギかけ推進運動、カ
ギかけコンテスト実施によるカギか
けの啓発を行ったところ、無施錠被
害の割合が自転車窃盗は２年連
続、タイヤ盗の件数は４年連続で減
少した。

不要

・住宅対象窃盗や自転車窃盗にお
ける無施錠被害の割合が全国平
均より高いことから、自主防犯団
体等による地域住民への個別訪
問や防犯教室の開催等の啓発活
動を行い、県民の防犯意識の一層
の向上に努める必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に実施し
ていくとともに、市町村や地区安全
なまちづくり推進センター、県防犯
協会、地区防犯協会、自主防犯団
体等と連携を図っていく。

170
犯罪発生率（人口1万人当
たりの刑法犯認知件数）
（％）

70.1件 61.1件 61.4件 59件 57.8件 57.1件 54.9件

・犯罪発生率は57.1件と、全国平
均（86.5件）を下回っており、平成
24年以降、減少傾向で推移してい
る。

達成可能

・目標達成には、刑法犯認知件数の毎年
１％の減少が必要であるが、昨年の比率
（前年比－1.7％）で推移すれば、目標数
は「達成可能」であると判断した。

警察本
部警務
課

113
⑦高齢者の交通事故防止
対策の強化をはじめとした
交通安全対策の推進

・国では第10次交通安全基本計画を策定し、平
成28年から平成32年までの５年間における24
時間死者数を2,500人以下に設定し、交通事故
のない社会を目指して、交通安全対策全般に
わたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め
た。

・県、市町村、関係機関・団体と連携し、
目標を達成するための各種施策を実施
することで交通事故防止に対する意識
の高揚を図る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・関係機関・団体と連携した各種交
通事故抑止対策の推進により、交通
安全意識の醸成を図った。
・平成27年は、交通人身事故件数は
15年連続で減少したが、交通事故死
者数は、前年の44人から70人に急
増し、うち65歳以上の高齢者が占め
る数（割合）も24人（54.5％）から52人
（74.3％）に著しく増加した。

不要

・これまでも、最重点課題として高
齢者に対する交通死亡事故抑止
対策に取り組んできているが、高
齢者の死亡事故のみが増加して
おり、喫緊の課題となっている。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
機関・団体と連携し交通安全思想
の普及・啓発活動を推進して、交
通事故抑止を図っていく。

171
交通人身事故の発生件数
（死者数）
（件・人）

5,694件
（58人)

5,163件
(50人)

4,973件
(47人)

4,649件
(53人)

4,379件
(44人)

3,945件
(70人)

平成以降最
少水準以下
を目指す

・交通人身事故発生件数は15年連
続で減少したが、平成27年中の死
者数は、昭和28年以降最少となっ
た前年から急増した。（交通人身
事故発生件数はピーク時（平成７
年：9,062件の半分以下、死者数は
ピーク時（昭和47年：213人）の３分
の１以下となっている。）

要努力

・交通指導取締の強化、交通安全教育の
充実、交通環境の整備等の推進により、
交通人身事故件数は減少傾向にあるが、
死者数が平成28年においても前年とほぼ
同数程度で推移しているため、「要努力」
と判断した。

警察本
部警務
課

114
⑧特殊詐欺被害防止対策
など地域住民の安全・安心
を守る警察活動の推進

・県内５市１町（富山市、魚津市、射水市、砺波
市、南砺市及び入善町）では、特殊詐欺被害防
止に有効な通話録音装置の無償貸与事業、金
融機関では、高額出金者に対する窓口での声
掛けと預貯金小切手の利用推奨等に取り組ん
でいるほか、県内全域において、官民一体と
なった被害防止キャンペーンを展開している。

・特殊詐欺対策に対応する「富山県民だ
まされんちゃ官民合同会議」には、県・
市町村をはじめ、金融、福祉・運輸・通
信・法曹・報道・防犯関係など70を超え
る機関・団体、事業者が参加し、特殊詐
欺の撲滅に向けた協力・連携体制を構
築している。

Ａ　概ね順調

・官民一体となった特殊詐欺被害防
止活動により、昨年の被害は、認知
件数が102件、被害総額が３億7,400
万円と、平成22年以来、5年ぶりに
減少に転じた。また、水際対策の強
化により129件、２億2,900円の被害
を阻止した。

不要

・特殊詐欺被害は、昨年、認知件
数・被害額とも減少したが、依然と
して高齢者を中心に高水準で推移
しており、「犯人からの電話を受け
ない」「電話を受けてもだまされな
い」「だまされても周囲が阻止す
る」を被害防止の３本柱として、関
係機関・団体、事業者等と連携し
た被害防止活動を推進する必要
がある。
・交番機能の充実・強化を図るた
め、交番相談員の未配置交番へ
の配置を推進する必要がある。

・平成28年度当初予算に盛り込ん
だ特殊詐欺対策コールセンター事
業や特殊詐欺未然防止顕彰事業
を推進するとともに、関係機関・団
体、事業者等と連携を図っていく。
・地域住民の安全と安心の拠り所
として、交番・駐在所の効果的・効
率的な警察活動を推進していく。

再掲
(170)

犯罪発生率（人口1万人当
たりの刑法犯認知件数）
（％）

70.1件 61.1件 61.4件 59.0件 57.8件 57.1件 54.9件

・犯罪発生率は57.1件と、全国平
均（86.5件）を下回っており、平成
24年以降、減少傾向で推移してい
る。

達成可能

・目標達成には、刑法犯認知件数の毎年
１％の減少が必要であるが、昨年の比率
（前年比－1.7％）で推移すれば、目標数
は「達成可能」であると判断した。

警察本
部警務
課

172

放課後子ども教室等を実
施している小学校区の割
合
（％）

98% 98.5% 99% 99.5% 99.5% 99.5%
100%に

近づける

・県内全小学校区のうち、放課後
子ども教室（文部科学省）、放課後
児童クラブ（厚生労働省）、とや
まっ子さんさん広場（県単事業）の
いずれかを実施している小学校区
の割合である。

達成可能

・地域住民等の参画により、放課後子ども
教室等を実施している小学校区の割合
は、99.5％と高く、地域ぐるみで子供を見
守り育てる取組みは広まり、定着しつつあ
る。今後とも放課後子ども教室と放課後児
童クラブとの連携を図っていくことで「達成
可能」であると判断した。

生涯学
習・文化
財室

173 児童生徒の朝食の欠食率

小学校
0.8％
中学校
1.9％

小学校
0.8％
中学校
1.7％

小学校
0.8％
中学校
1.6％

小学校
0.7％
中学校
1.5％

小学校
0.7％
中学校
2.1％

小学校
0.8％
中学校
1.7％

限りなく
ゼロに近
づける

・国の施策としての第3次食育推進
基本計画（H28.3策定）の目標にも
引き続き「朝食を欠食する子供の
割合　0％」と掲げられており、全国
の平均は4.4％(H27:小学6年生･･･
「第3次食育推進基本計画」の現状
値）である。小中学生とも変動は見
られるが、小学生は1％以下、中学
生は2％以下と、全国平均よりもか
なり下回っている。

要努力

・食習慣は個々の家庭に依るところが大き
いため、完全に0％にするのにはかなりの
努力を要すると判断した。
今後も、朝食摂取並びに、朝食内容の栄
養バランスの向上を目指して取組を充実
させていく。

保健体
育課

174
小・中学校の保護者の親
学び講座参加率（％）

－ － 24.2% 32.5% 41.7% 42.9% 50%

・参加者数は、H24が17,500人、
H27が30,027人と年々増加してきて
いる。しかし、県内小中学校での実
施率が96.3％に達していることもあ
り、近年はゆるやかな増加になっ
てきている。

達成可能

・目標達成には、一層の参加者増が必要
であるが、児童・生徒が減少していく中
で、厳しい現状である。しかし、保護者が
多く集まる機会や複数の機会で実施する
など工夫することで、目標は「達成可能」で
あると判断した。

生涯学
習・文化
財室

175
20代前半の投票率
（％）

32.6% 27.6% 26.1% 24.8% 21.7% 21.7%
増加

させる

・20代前半の投票率は、他の年代
に比べ最も低く、下降の一途をた
どっている。特にＨ27年の県議会
議員選挙の投票率は、21.7％（全
体投票率46.8％）と史上最低を記
録した。

達成可能

・10代の投票率は20代前半よりも高く、高
校における主権者教育や「高校生とやま
県議会」事業を通して、高校生の主体的な
政治参加意識や社会参画意識の向上を
図ることで、若者の投票率が向上すると判
断した。

生涯学
習・文化
財室

176
中学３年生の学校の授業
時間以外で２時間以上勉
強する割合

調査なし 21.6% 23.6% 23.6% 24.3% 24.3%
増加

させる

・毎年４月に行われている全国学
力・学習状況調査の結果から、中
学３年生の学校の授業時間以外
で２時間以上勉強する割合は、全
国平均を毎年下回っている。

達成可能

・近年、２時間以上勉強する中学３年生の
割合は増加傾向にあり、「中学校放課後
学習支援推進事業」を通して、学習習慣
の確立を図ることで、学習時間を増やすこ
とが可能であると判断した。

生涯学
習・文化
財室

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

２　健康でとも
に支えあい安
心して暮らせ
る社会の形成

（エ）安全・安
心の確保

110

④公共施設等の耐震化や
長寿命化・老朽化対策及び
避難場所・避難路の整備、
防災拠点機能・物資輸送拠
点の充実など災害に強いま
ちづくり

【耐震化】
・平成23年３月に東北地方において未曾有の東
日本大震災、平成28年４月には九州地方にお
いて熊本地震が発生し、また、平成19年３月の
能登半島地震や同年７月の新潟県中越沖地震
など隣県において大規模地震の発生が相次ぐ
など、震災対策の一層の充実が求められてい
る。
・中央防災会議において、平成23年９月に「東
北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対
策に関する専門調査会報告」がまとめられ、ま
た、平成24年3月に「地方都市等における地震
防災のあり方に関する専門調査会報告」がまと
められ、今後の地震・津波対策の方向性が示さ
れた。
・住宅や建築物の安全対策を総合的に推進す
るため、平成21年度に住宅・建築物安全ストッ
ク形成事業が創設され、耐震改修に係る補助
要件が従来よりも緩和された。また、東日本大
震災を踏まえ、平成25年に耐震改修促進法が
改正され、耐震対策緊急促進事業など緊急性
の高い事業についての支援が拡充されている。
【長寿命化】
・笹子トンネル天井板落下事故等を踏まえ、イ
ンフラの維持管理・更新を確実に実施すること
で、今後急増する老朽インフラに対する国民の
不安を払拭し、インフラを安全に安心して利用し
続けられるようにするため、平成25年12月に国
から地方に対し、インフラ長寿命化計画（行動
計画）及び個別施設毎の長寿命化計画（個別
施設計画）の策定が要請され、地方において、
計画の策定・更新に取り組んでいるところであ
る。
【治水・土砂災害対策】
・国では、東日本大震災から得られた教訓を踏
まえ、平成25年に施行された国土強靭化基本
法に基づき、国土強靭化基本計画を策定し、国
土の全域にわたる強靭な国づくりを推進してい
る。

【耐震化】
・平成27年度より、全市町村で、住宅の
部分的な耐震改修についても補助メ
ニューに追加するなど、耐震化率向上
のための施策を推進している。
【長寿命化】
・社会資本の高齢化が進む中、多くの市
町村は、技術職員の不足など維持管理
に課題を抱えていることから、県主催の
維持管理に係る技術研修に市町村職員
も参加するなど市町村に対する技術的
な支援を推進している。
【治水・土砂災害対策】
・集中豪雨により、浸水被害が発生し
た、または、その恐れのある市街地及び
集落を形成している地区を対象に、市町
村が主体となり関係機関で構成する「浸
水対策連絡協議会」を設置し、この中で
「緊急浸水対策計画」の策定を進めてい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・木造住宅の耐震診断戸数は着実
に件数を伸ばしているが、住宅の耐
震化は緊急の課題となっており、目
標達成に向けてそのペースをさらに
促進するためには、翌年度以降も引
き続き耐震改修支援に取り組んでい
く必要がある。
・長寿命化計画を策定した公共土木
施設について、老朽化対策を実施し
ている。
・市街地の中心を流れる河川や流域
での住宅開発が進む河川におい
て、浸水被害が多発している箇所を
優先的かつ計画的に河川整備等を
推進している。
・土石流危険渓流やがけ崩れ、地す
べりなどの土砂災害危険箇所にお
いて、砂防堰堤や擁壁工、集水井な
どの土砂災害防止施設の整備を着
実に進めている。

不要

・住宅の延べ床面積が大きく耐震
改修費用が一般的に全国平均よ
り高額であることなどから、住宅の
耐震化率は全国と比べて低くなっ
ており、平成27年度より、部分的な
耐震改修をメニューに追加したこと
などを積極的に周知するなど、より
一層の施策の推進が必要である。

・引き続き、平成28年度当初予算
等に盛り込んだ事業を着実に推進
していくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

３　地域を担う
人づくり

（ア）教育力の
向上

115
①子どもの健全な育成と地
域・家庭の教育力の充実

・国では、「放課後子ども総合プラン」を掲げ、一
体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後
子供教室の計画的な整備等を進めている。
・第3次食育推進基本計画が平成28年3月に策
定され、平成32年までの5年間で目標値を設定
して取り組むこととしている。
・国では、「学校を核とした地域力強化プラン」を
掲げ、学びの機会の充実や多様な主体のネット
ワークによる家庭教育支援として、子供の発達
段階に応じた学習プログラムの学習内容や効
果の分析、企業等における家庭教育支援の充
実のための効果的な取組手法の検討が実施さ
れる。
・文部科学省において取り組むべき主な目標
は、3項目あり、その1つに「朝食を欠食する子
供の割合を減らす　4.4％→0％」（平成27年度：
小学6年生：データーソース「全国学力学習状況
調査」に変更）がある。他の2項目には、「中学
校における学校給食の実施率を上げる」「学校
給食における地場産物を使用する割合を増や
す」がある。
・公職選挙法改正により、選挙年齢が18歳に引
き下げられることを受けて、文部科学省と総務
省は、新たに有権者となる高校生と対象とした
主権者教育の副教材を作成し、政治的教養の
育成と政治参加を促している。
・国は、貧困対策の一環として「地域住民の協
力を得た地域未来塾の充実」を掲げ、平成31年
度末までの目標値を5,000中学校区、高校生支
援の全国展開を設定している。

・国では、平成31年度末までに全小学校
区（約２万か所）で一体的に又は連携し
て実施し、うち１万か所以上を一体型で
実施を目指している。県内では、平成27
年度実績で一体型・連携型併せて37％
であり、努力が必要である。
・県では、とやま親学び推進協議会を設
置し、市町村教育委員会、市町村ＰＴＡ
代表者、親学び推進リーダー等と年間
複数の会議を開催し、事業の推進につ
いて共通理解を図るなど緊密な連携を
図っている。
・栄養教諭等を中心に食に関する指導
に取り組み、学校・家庭・地域が連携し
て、望ましい食習慣の確立に取り組んで
おり、「朝食を欠食子供の割合を減らす」
に関しては、今後も努力を継続していく。
・他の2項目は、「中学校における学校
給食の実施率を上げる･･･富山県
100％」「学校給食における地場産物を
使用する割合を増やす･･･富山県30％
以上」で、達成済みである。
・県選挙管理委員会と連携し、模擬選挙
も含めた出前事業を行うなど、関係機関
と連携し、主権者教育の充実に努めて
いる。
・H28から県内では、学習習慣の確立と
基礎学力の定着をねらいとして、中学校
放課後学習支援推進事業を５市町で15
教室を実施している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・放課後子ども教室等を実施してい
る小学校区の割合は、99.5％と高い
数値で維持されているため、地域ぐ
るみで子供を見守り育てる取組み
は、広まりつつある。また、国の「放
課後子ども総合プラン」により、放課
後子ども教室の数を約１万カ所から
約２万カ所にするようにいっているた
め、この数値は、維持できると考え
る。
・国の施策としての第３次食育推進
基本計画（H28.3策定）の目標にも引
き続き「朝食を欠席する子供の割合
０％」と掲げられており、全国平均
は、4.4％（H27：小学６年生･･･「第３
次食育推進基本計画」の現状維持）
である。小中学生とも変動は見られ
るが、小学生は１％以下、中学生は
２％以下と、全国平均よりもかなり下
回っている。
・親学び講座に参加した小・中学生
をもつ保護者の講座参加率は
41.7％（H26）から42.9％（H27）へ増
加するなど順調に推移している。近
年、携帯電話やスマートフォンなど
の保持率の増加、ネットに潜む危険
性がクローズアップなど、その対応
を親が話し合う事例が掲載されてい
る親学び講座の必要性がますます
重要になると考えられるため、参加
率は増加すると考える。

不要

・施策推進のためには、学校、家
庭、地域が連携・協力しながら、子
どもたちを育てていかなければな
らない。しかし、連携・協力を進め
ていく余地はまだあると考えられ
る。

・「放課後子ども総合プラン」から、
県は「推進委員会」を、市町村は
「運営委員会」を設置し、教育委員
会と福祉部局の連携を強化してい
く。
・小・中学生をもつ保護者のとやま
親学び講座の参加率は順調に推
移している。この学びの成果を小・
中学生をもつ保護者に限らず、保
護者の要請に応えて、乳幼児をも
つ保護者にも対象を広げるなど、
より一層の事業の推進を図ってい
く。
・関係機関と連携しながら、平成28
年度より「高校生とやま県議会」事
業を実施し、高校生の主体的な政
治参加意識や社会参画意識の向
上を図っていく。
・関係機関と連携しながら、平成28
年度より「中学校放課後学習支援
推進事業」を実施し、学習習慣の
確立と基礎学力の定着を図ってい
く。

16



番号 番号

施策 最近の動き 連携状況 進捗判定 進捗状況
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担当課

資料1-2 付表 

177
幼稚園・保育所・小学校合
同研修会参加率
（％）

－ 34.3% 26.9% 49.2% 52.1% 51.6%
増加

させる

・｢小学1年生安心子育て支援事
業」により、毎年11月に実施してい
る地区別(新川・富山・高岡・砺波）
合同研修会に参加した幼稚園、保
育所、認定こども園、小学校の数
の割合。

達成可能

・子供たちのために幼児期の教育と小学
校の教育の接続の重要性が理解されつ
つあり、参加校(園）の割合が今後も増加
していくと考え、達成可能と判断した。

小中学
校課

178
児童生徒のICT活用を指導
する能力（％）

54.8% 56.5% 69.3% 72.7% 71.2% 72.6% 80.0%

・学校における教育の情報化の実
態等に関する調査結果において、
児童生徒へのICT活用の指導につ
いて、「わりとできる」「ややできる」
と回答した教員の割合。

要努力

・ＩＣＴ機器は通常の授業で活用されつつあ
るが、各市町村ではＩＣＴ機器やソフトの整
備が十分進んでいない。また、教員には、
ＩＣＴ活用能力以外に求められる資質・能
力も多く、ＩＣＴ活用能力の急激な向上は期
待できないため、要努力と判断した。

県立学
校課

179
授業が分かると答える生
徒の割合
（％）

60.1% 64.5% 65.2% 67.8% 62.9% 68.1% 増加させる

・昨年度は、現行学習指導要領下
初めての調査で一昨年度より減少
したが、平成27年度は、昨年度に
比べ5.2ポイント増加した。

要努力

・生徒の学習習慣の定着や分かる授業の
ための教師の授業改善、指導方法の研究
が進められた結果であると考えられるが、
今後も継続した努力と工夫が求められる。
このため「要努力」とした。

教育企
画課

180
全国学力・学習状況調査
における正答率

全国トッ
プクラス

実施せず
全国トッ
プクラス

全国トッ
プクラス

全国トッ
プクラス

全国トッ
プクラス

現状以上
・全国学力・学習状況調査（小学6
年生、中学3年生への悉皆調査、４
月実施）における正答率

達成可能
・各教育委員会や学校において、主体的
な学力向上に向けた取組が継続的に行
われているため、達成可能と判断した。

小中学
校課

118
④子どもたちの豊かな心と
健やかな体の育成

・文部科学省が、千人当たりのいじめの認知件
数の都道府県間の格差が極めて大きいことを
問題視し、平成27年８月に、調査の一部見直し
を実施した結果、「いじめを積極的に認知する」
方針に転換したことから、県でも、それを前提と
したいじめの早期発見・早期対応が求められて
いる。

・スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカーの配置（国１／３補助）
※国の方針は平成３１年度までに、ス
クールカウンセラーを全公立中学校に、
スクールソーシャルワーカーを全中学校
区に配置予定

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・いじめの定義等について、生徒指
導推進会議や各種研修会等を通じ
て再確認するとともに、各学校にお
いても、いじめを積極的に認知し情
報共有するようになったことで、いじ
めの認知件数は増加している。その
ため、学校と家庭、地域・関係機関
が一体となり、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカー等
の専門家の活用による相談体制の
一層の充実を進めている。また、健
やかな体の育成については、子供た
ちの運動の習慣化や体力向上に取
り組むとともに、食を大切にする心を
育む食育及び健康教育を推進して
いる。

不要

・いじめは「どの学校、どの子供に
も起こりうる」という認識の下、いじ
めを積極的に認知し情報共有する
ことが求められていることから、ス
クールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、関係機関が連携
し、いじめの未然防止の取組のほ
か早期発見・早期対応を図る必要
がある。

・平成28年度当初予算に盛り込ん
だ事業を確実に実施するとともに、
いじめに対する認識をより高め相
談体制を整備するために、国、市
町村、関係機関との連携を図って
いく。

181
いじめの認知件数（千人当
たり）
（件）

小学校
5.8件
中学校
9.2件

小学校
5.4件
中学校
9.2件

小学校
6.5件
中学校
10.4件

小学校
5.7件
中学校
10.3件

小学校
8.8件
中学校
11.7件

小学校
9.3件
中学校
14.2件

限りなくゼ
ロに近づけ

る

・H27の県の千人当たりのいじめの
認知件数は、全国平均の小学校
23.3件、中学校17.8件に比べ下
回っているが、認知件数自体は前
年度より増加している。

要努力

・他県において生徒が自殺した案件を契
機に、文部科学省から「各学校において
は、発生しているいじめを漏れなく認知し
た上で、その解消に向けて取り組むことが
重要である。」、「いじめの認知件数が多
い学校について、『いじめを初期段階のも
のも含めて積極的に認知し、その解消に
向けた取組のスタートラインに立ってい
る。』と極めて肯定的に評価する。」との見
解が示された。本県においても、漏れなく
いじめを認知し、早期発見・早期対応の取
組みを推進していくこととしており、いじめ
の認知件数については、一時的には増加
すると考えるが、「いじめ防止対策推進委
員会」等での場で、実効性のある方策を議
論し、いじめの未然防止に努める必要が
ある。

小中学
校課

119 ⑤特別支援教育の充実

・国では、障害者差別解消法の施行も踏まえ、
インクルーシブ教育システム構築のための特別
支援教育の推進について、障害のある児童生
徒等の自立と社会参加の加速化に向けた取組
の充実を図り、障害のある児童生徒等が十分
な教育を受けられる環境を構築する方針を示し
ている。県内市町村においても、文部科学省所
管の交付金の活用を希望する状況がみられ
る。

・県では、文部科学省所管の交付金を
活用し、小中学校巡回指導員の配置や
就学相談コーディネーターの派遣を通し
て、市町村の小中学校への支援を引き
続き行っていく。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・特別支援教育推進協議会におい
て、本県における課題を整理し、推
進の方策を取りまとめ、次年度以降
の事業に反映することができた。
・キャリアステージに応じた研修で
は、特別支援学校に学ぶ体験型研
修等により、実効性のある内容が実
施され、今後も継続して取り組むこと
となった。

不要

・障害者差別解消法や障害のある
人の人権を尊重し、県民皆が共に
いきいきと輝く富山県づくり条例の
施行に伴い、これまで以上にイン
クルーシブ教育システムの充実に
向け、特別支援教育の推進が求
められている。

・障害のある子供が小学校就学前
から高校卒業後に至るまでの各段
階に応じて、十分な指導と支援を
受けられるよう、早期からの就学
相談体制の整備、学校への支援
の充実、就労支援の充実、教員の
専門性向上に向けた取組を強化
し、障害のある子供の自立と社会
参加を図る。

182
「個別の指導計画」を作成
していない学校（園）の割
合（％）

幼稚園
12.1％小学
校0.5％
中学校
4.9％
高校15.7％

幼稚園
6.1％小学
校1.5％
中学校
3.7％高校
5.9％

幼稚園
12.5％小学
校1.0％
中学校
2.5％
高校14.0％

幼稚園
9.7％小学
校1.5％
中学校
1.3％高校
20.9％

幼稚園
10.3％小学
校0.5％
中学校
1.2％高校
11.6％

幼稚園
3.4％小学
校0.5％
中学校0％
高校11.6％

全ての学校
（園）で作
成

・４年前は、｢個別の指導計画｣を
作成していない幼稚園・高等学校
の割合が二桁であり、重点的に推
進を進めてきたことで、幼稚園は
一桁台になってきた。

要努力

・幼稚園、小学校、中学校においての作成
は進んでいるものの、高等学校において
は、個別の指導計画の作成について、更
なる推進が必要であることから、要努力と
した。

県立学
校課

120
⑥私立学校の特色ある教育
や魅力ある教育環境整備へ
の支援

・高校生へ支給する就学支援金について平成
26年度から所得制限が導入されるとともに、授
業料以外の教育費負担の軽減のため、奨学の
ための給付金制度が創設された。
・幼児期の教育の重要性を踏まえ、幼児教育の
段階的無償化に向けた取組みを推進することと
された。

・国の就学支援金に上乗せして授業料
減免補助を行うとともに、奨学のための
給付金制度も活用のうえ、教育費負担
の軽減に努めている。
・市町村が実施する国の支援の対象と
ならない多子世帯（第３子以降）の保育
料軽減事業に対して支援している。

Ａ　概ね順調

・私立学校が行う特色ある教育や教
育環境整備へ支援を行うことで、私
立学校の独自性を活かした特色と
魅力ある学校づくりが図られてい
る。
・国の就学支援金や県単独の授業
料・入学料減免支援、奨学給付金の
支給などを通じて、低所得世帯の教
育費負担の軽減が図られている。

不要

・各校における教育内容や教育環
境の一層の充実のため、学校現
場でのニーズ把握に努め、より効
果的な支援を行う必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていく。

183
私立高等学校への経常費
補助金の補助単価水準
（全国順位）（位）

18位 20位 11位 11位 ９位 ９位
全国上位
を維持

・国庫補助に加え、私立学校の特
色ある教育に対して上乗せして補
助を行っており、近年では全国トッ
プクラスの補助となっている。

達成可
能

・外国語指導助手の配置経費に対して支
援を行うなど、他県に先駆けた補助を行う
ことで全国上位となっており、現行水準を
維持すれば平成31年度目標は「達成可
能」であると判断した。

知事政
策局

184
県民カレッジ受講者数
（人）

10,480人 12,641人 9,702人 11,289人 10,531人 10,575人 11,000人

・県民のライフステージに応じた多
様な学習機会や学習情報の提供
など、生涯学習環境整備の施策効
果を測るもの。年度によりばらつき
が見られるが、近年は10,500人前
後の受講者がある。

達成可能

・ふるさと学習関係講座の受講者数増加
に加え、自遊塾及びふるさと発見講座の
講座数、受講者数増加を図ることにより、
目標値に近づけることができると考え、達
成可能と判断した。

生涯学
習・文化
財室

185
「とやま学遊ネット」利用件
数（件）

49万件 50万件 75万件 75万件 78万件 73万件 82万件

・「とやま学遊ネット」は富山県生涯
学習情報提供ネットワークシステ
ムのことであり、データベースには
約13万8千件の学習情報が登録さ
れている。「公民館学遊ネット」
サービスを開始した平成24年度以
降、75万件前後の利用がある。

要努力

・27年度の利用件数は26年度に比べ約5
万件、31年度の目標値と比べても約9万件
の落ち込みがみられるため、要努力とし
た。学習講座や講師情報の新規登録や更
新を行うことで提供情報の充実を図るとと
もに、「とやま学遊ネット」の普及啓発に努
めたい。

生涯学
習・文化
財室

186

公民館における自然体験
活動・ふるさと学習への参
加人数
（人）

18,526人 20,635人 14,442人 12,771人 10,068人 11,652人 16,000人

・H23年度の20,635人をピークに
年々参加者数は減ってきている。
昨年度、参加者数が増加に転じた
ものの、目標値には届いていな
い。

達成可能

・目標達成には、一層の参加者数増が必
要であるが、児童・生徒数が減少していく
中で厳しい現状である。しかし、自然体験
やふるさとの魅力を今まで以上に発信し
たり、公民館が連携して事業を実施したり
することで目標値の達成は可能と判断し
た。

生涯学
習・文化
財室

187

県民カレッジ主催のふるさ
と学習関係講座の受講者
数
（人）

832人 974人 844人 876人 849人 904人 1,000人
・受講者数は年度により増減が見
られるが、大局的には増加傾向に
ある。

達成可能

・団塊の世代等、学習意欲旺盛な熟年世
代人口の増加や、北陸新幹線開業を機に
ふるさと富山を再認識しようとする機運の
高まりを見込み、目標数値の達成は可能
と判断した。

生涯学
習・文化
財室

188
文化財ボランティア活動者
数
（人）

13,430人 13,510人 13,500人 13,580人 13,610人 13,620人 13,810人

・近年、地域で育まれた、身近で優
れた文化財への関心が高まり、ボ
ランティア団体及び活動者数は増
加している。

達成可能

・県内における新たな文化財指定や日本
遺産認定等により、今後もボランティア団
体及び活動者数の増加が見込まれること
から達成可能と判断した。

生涯学
習・文化
財室

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

３　地域を担う
人づくり

（ア）教育力の
向上

116
②小中学校におけるきめ細
かな少人数教育の実施と県
立学校の学習環境の整備

・次期幼稚園教育要領の改訂では、５歳児修了
時までに育ってほしい具体的な姿について１０
項目に整理し、幼児教育と小学校教育の円滑
な接続を図ることを目指している。
・ＩＣＴ機器の整備を図るため、国の「教育のIT化
に向けた環境整備４か年計画」に基づき平成２
６年度から２９年度まで、単年度1,678億円の地
方交付税措置が講じられている。

・国の動向を随時、市町村教育委員会
に情報提供している。
・富山大学と連携し、ＩＣＴ活用に関する
研修を開設している。
　（11年次研修）

Ａ　概ね順調

・少人数教育に関する各施策それぞ
れの効果と課題について検証してい
る。
・各市町村教委に研修会の趣旨を
伝え、参加校の増加を呼びかけてい
る。
・県教委では、専門分野に関する研
修として、ＩＣＴ活用の充実に向けた
希望研修を２講座開設している。

不要

・少人数学級と少人数指導の効果
的な組み合わせの在り方、小学校
における英語教育の充実につい
て、国の加配の活用を含めて検討
する必要がある。
・幼児教育と小学校教育の接続に
関して、各校（園）により認識に違
いがあり、研修参加校の増加に直
結していかない。
・近年、教員に求められる資質・能
力は多様であるため、ＩＣＴ分野の
み研修を充実・拡大することは困
難であり、ＩＣＴ活用能力のみを急
激に向上させることは難しい。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体等と連携を図ってい
く。
・小学校３年生での少人数学級の
対応、英語教育モデル校の拡充に
ついて検討していく。

117 ③確かな学力の育成

・国においては、グローバル化に対応した英語
教育改革が進められており、平成27年度に「生
徒の英語力向上推進プラン」が策定された。こ
れを受けて、県では今年度、「英語教育改善プ
ラン」を策定・公表、このプランに基づいたPDCA
サイクルを構築し、英語教育の充実・改善を目
指しているところである。
・国がとりまとめた全国的な学力調査の今後の
改善方策についての『論点の整理』では、教育
委員会・学校は、調査を通じて児童生徒の課題
を把握・分析し、教育施策や教育指導の改善・
充実を図るという、継続的な検証改善サイクル
を確立する取組が行われているとしている。ま
た、平成31年度からは悉皆で行われる学力調
査・学習状況調査に、中学3年生を対象にした
英語4技能を測る調査を加えるとともに、その後
も継続的に、3年に一度程度実施することを目
指した検討が進められている。

・平成26年度より、文部科学省の「外部
専門機関と連携した英語指導力向上事
業」の委託を受け、各学校における英語
担当教員の英語指導力の向上を図って
いる。また、文部科学省が実施する「英
語教育推進リーダー中央研修」参加者
による伝達講習を行い、最新の英語指
導法を県下に普及している。
・市町村教育委員会と連携しながら、学
力向上に向けた研修会を実施したり、研
究の成果を普及したりすることで学力の
向上につなげている。

Ａ　概ね順調

・各学校における英語教育は、着実
に改善されている。特に平成27年度
末には、全ての県立高校において、
生徒の実態に応じた学習到達目標
（CAN-DOリスト）を作成した。今後
は、これを生徒の指導と評価の改善
に活用することにより、生徒の英語
力を一層伸ばしていく。
・とやま科学オリンピックについて
は、第1回大会（H23）の945名参加
から、第5回大会（H27）1,108名参加
と着実に参加者数が伸びており、多
くの児童生徒の科学的関心を高め、
伸ばす機会を提供している。
・市町村や各学校への支援を行うこ
とで、学力向上に向けた主体的な取
組へと結び付いている。

不要

・県立高等学校における英語教育
では、研究拠点校での実践の普及
と、各校における英語教育におけ
るＰＤＣＡサイクルの確立が必要。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、市町村と連携を
図っていく。
・全国学力・学習状況調査を活用
し、今後も各教育委員会や学校が
教育に関する継続的な検証改善
サイクルを確立するように支援して
いく。

（イ）「心の元
気」を醸成す
る文化の振興

121
①ライフステージに応じた多
様な学習機会や学習情報
の提供などの環境整備

・平成25年1月の中央教育審議会第6期生涯学
習分科会において、ライフステージに応じた学
習機会の充実や、生涯学習・社会教育の推進
を支える基盤の整備等についての方向性が示
された。

・生涯学習に係る様々な講座を実施す
る県民カレッジ本部及び新川、富山、高
岡、砺波の各地区センターと連携し、事
業の推進にあたっている。また、「とやま
学遊ネット」には県民カレッジ及び県内
公民館、関係諸団体が行う生涯学習講
座情報を登録し、公開している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・県民カレッジにおける主催講座数
は242講座(H26)から253講座(H27)、
「とやま学遊ネット」データベースの
登録情報は約13万7千件(H26)から
約13万8千件(H27)といずれも増加し
ている。県民カレッジ等関係機関と
連携を密にすることにより、事業を推
進している。

不要

・県民カレッジ講座の受講者数に
ついて、開設講座数の大幅な増加
は難しいが、県民の学習ニーズの
把握と魅力ある講座企画を行う必
要がある。
・「とやま学遊ネット」へのアクセス
件数は学習機会や学習情報の提
供などの環境整備の効果が反映
するものと考えられる。学習情報
登録や講師情報登録・更新など情
報の充実を図る必要がある。

・引き続き、県民カレッジ等関連団
体と緊密に連携し、平成28年度当
初予算に盛り込んだ事業を着実に
推進していく。

122
②学校、家庭、地域、企業
など県民ぐるみのふるさと学
習の振興

・国では、人づくりを最重要施策とし、学校教育
とともに社会教育も創造していくため、平成25年
1月の中央教育審議会第6期生涯学習分科会
において、行政の「自前主義」から脱却しネット
ワーク型行政の推進を目指し、民間事業者、企
業、大学、NPOなど多様な主体を巻き込んだ社
会教育行政の再構築を図る方向性が示され
た。

・県教委、市町村教委、生涯学習に係る
様々な講座を実施する県民カレッジ本
部及び新川、富山、高岡、砺波の4地区
センター、そして、県内公民館の連合体
であり県の委託事業を実施する県公民
館連合会など、関係期間や諸団体と連
携し、より良い事業の推進につなげてい
る。

Ａ　概ね順調

・県民カレッジにおける主催講座数
は242講座(H26)から253講座(H27)と
増加しており、公民館親子で高志の
国探検事業の参加者数も10,068人
(H26)から11,652人(H27)と増加して
いる。さらに文化財ボランティア活動
者数も13,610人(H26)から13,620人
(H27)と微増するなど、着実に成果を
上げている。県民生涯学習カレッジ
等関係機関と連携を密にし事業を推
進した。

不要

・公民館親子で高志の国探検事業
の参加者数は増加に転じ、県民カ
レッジ主催のふるさと学習関連講
座の受講者数や文化財ボランティ
ア活動者数は微増している。しか
し、いずれもH31年の目標値には
届いていない。今後も引き続き公
民館事業やカレッジ講座など人づ
くりに関する魅力的な事業を推進
していく必要がある。

・引き続き、富山県民生涯学習カ
レッジ、富山県公民館連合会、文
化財ボランティア等関係団体と緊
密に連携していくとともに、平成28
年度当初予算に盛り込んだ事業を
着実に推進していく。

17
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123
③高志の国文学館を拠点と
したふるさと文学の振興

・国では、各地方公共団体の地方版総合戦略
に位置づけられた事業を安定的・継続的に支援
するために、平成28年4月に地方創生推進交付
金を創設した。実施事業の一部については、当
該交付金を活用し、取り組むこととしている。

・大伴家持生誕1300年記念事業につい
ては、県、関係市町村、関係団体で構成
する懇話会を設置し、連携・協力のう
え、記念事業を企画・実施している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・開館４年目を迎え、高志の国文学
館がより一層活用されるよう、「久世
光彦」、「松本清張」、「竹久夢二」に
関する企画展を開催するとともに、
企画展の未実施期間にｷﾞｬﾗﾘｰ展示
として、無料ゾーンで富山の「民話」
や「海」のミニ展示を行うほか、朗読
と音楽の夕べやふるさと文学入門講
座などのイベントを実施した。合わ
せて、創作の場として、研修室の利
用も、１，０００件を越える件数であっ
た。

不要

・文学館開館４年を経過し、常設展
示室等の展示等について、各種方
面からの意見を聴くなど新たなリ
ピーター対策を講じていく必要が
ある。

・高志の国文学館は、魅力ある企
画展のみならず、各種イベントを開
催、年間パスポートの導入の検討
など、リピーター対策を強力に進
め、入館者の増加に努める。

189
高志の国文学館の年間来
館者数
（人）

－ － 約12万人 約13万人 約11万人 約11万人 約12万人

・高志の国文学館は平成24年7月
に開館し、入館者は年間10万人を
超える状態で推移しているが、逓
減している。

要努力
・魅力ある企画展や常設展示の充実を実
施するなどリピーター対策に努めていく必
要があることから、要努力と判断した。

文化振
興課

124

④優れた芸術文化を鑑賞す
る機会の充実や芸術文化を
通じた交流・活動への県民
の参加を拡大

・文化庁において、平成14年12月に「文化芸術
の振興に関する基本的な方針（基本方針）」を
策定後、平成19年2月に第二次基本方針が、平
成23年2月に第三次基本方針が、また、平成27
年5月に第四次基本方針が閣議決定され、文化
芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図
るための各種施策が推進されている。

・県民や芸術家、芸術文化団体、ＮＰＯ、
行政など地域社会を構成する各主体が
それぞれの役割を担い、連携・協働して
各種事業を展開している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・平成18年に策定（平成24年5月に
改定）した「新世紀とやま文化振興
計画」において、子どもたちに対する
文化施策を重視し、「青少年の芸術
鑑賞、体験事業の充実」、「青少年
の創作活動への支援」、「子どもたち
の国内外との交流の充実」などを重
点施策として盛り込み、子どもたち
の鑑賞、発表、交流、創造等の活動
への支援に取り組んでいる。

不要

・今後とも、優れた芸術文化に触
れる機会を増やすとともに、交流・
創造活動を支援する施策・事業の
充実に努めていく必要がある。

・引き続き、美術館・文化ホール等
で作品鑑賞をより身近に親しむ環
境を整えるとともに、ふるさと文学
に親しむ機会を提供していく。

190
県立美術館等の年間来館
者数
（人）

244,122
人

341,182
人

508,019
人

396,487
人

421,457
人

397,343
人

500,000
人

・高志の国文学館が開館（平成24
年7月）した平成24年度に、50万人
の大台を超えたものの、その後、
県立美術館等（近代美術館、水墨
美術館、立山博物館、高志の国文
学館）の来館者数は40万人前後で
推移している。

要努力

・各美術館等において、それぞれ話題性
のある企画展等を開催し誘客に努めてい
るものの、目標値達成には、今後更に、関
係機関と連携した、観光の視点も取り入
れた誘客促進に努める必要があることか
ら、「要努力」とした。

文化振
興課

125

⑤世界に誇ることのできる
質の高い文化の創造・発信
と芸術文化を通じた海外と
の交流

・国では、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けた「文化プログラム」の実施
に集中的に取り組むことを契機として、地域活
性化や文化外交、誰にでも活躍のチャンスがあ
る社会の創出につながるような文化芸術につい
て、民需主体の文化芸術振興モデルを創出、
普及展開することにより、文化ＧＤＰを総ＧＤＰの
３％にまで拡大することを目指している。

・県、市町村、関係団体等が連携しなが
ら、地域の文化資源等を活用した文化
芸術活動や、文化施策推進体制の構築
を促進する取組等に対する支援を行
い、文化芸術による地域活性化、地域
文化の国際発信、インバウンドの増加、
文化事業の企画・実施能力の向上を推
進してきている。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・富山県利賀芸術公園における世界
的な舞台芸術拠点づくりや「とやま
世界こども舞台芸術祭2016」開催に
向けたプレ公演の実施などにより、
質の高い文化の創造と国内外への
発信が着実に進められている。ま
た、市町村や関係団体、マスコミ等
とも連携し、施策をＰＲすることで機
運醸成も図られた。

不要

・施策の推進に向けて、さらに、世
界に誇れるブランド形成のため外
国との共同制作による作品の創造
や子どもたちの国内外との交流の
充実等に取り組む必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、関係
団体とも連携を図っていく。

191

富山県内で行われる芸術
文化活動の創造に参加す
る外国人アーティストの人
数
（人）

約400人 約400人 約400人 約400人 約400人 約400人 約500人

・毎年、数多くの外国人アーティス
トが芸術文化活動の創造のため、
富山県利賀芸術公園を訪れてい
る。近年では、中国、韓国などのほ
か、東南アジア諸国からの参加者
も多くなってきている。

達成可能

・平成27年度は、富山県利賀芸術公園を
拠点に活動している劇団SCOTの創立50
周年、利賀拠点40周年の節目であったこ
ともあり、300人もの外国人アーティストが
芸術文化活動の創造に参加した。また、
平成28年度夏に開催予定のＰＡＴ（とやま
世界こども舞台芸術祭）2016のプレ公演
にも、外国人アーティストが参加した。今
後、平成28年度以降もオリンピック・パラリ
ンピック東京大会の開催を見据えた文化
プログラムの実施などが多く見込まれてお
り、多くの外国人アーティストが創造活動
のために、富山県を訪れることが見込ま
れているから、達成可能と判断した。

文化振
興課

192
将来の夢や目標をもってい
る子どもの割合
（％）

小学校
86.4%
中学校
72.3%

－

小学校
87.4%
中学校
73.7%

小学校
87.9%
中学校
73.4%

小学校
85.6%
中学校
72.0%

小学校
85.7%
中学校
70.8%

増加させる

・平成25年度までは増加傾向に
あったが、再提示から２年は減少
した。全国的な状況も増加したり、
減少したりしている。

達成可
能

・対象児童生徒が毎年異なり、連続して増
加させることは難しいが、自分の夢や希
望、自らの進路や生き方について、小・
中・高が連携してライフプラン教育を継続
的に行うことで、将来の夢や目標をもって
生きていこうとする児童生徒が増加すると
判断し、「達成可能」とした。

小中学
校課

193
県立高校全日制３年生の
インターンシップ体験率
（％）

66.6% 65.5% 71.3% 71.8% 73.9% 73.9% 75.0%

・地域、企業等の理解と協力を得
ながら実施しており、体験率は増
加傾向である。また、実施校の実
務者による推進委員会を設置する
など、円滑な実施に努めていること
から、おおむね順調に進められて
いる。

達成可能

・キャリア教育の一環としてのインターン
シップの効果については各学校に浸透し
ており、今後も推進されるものと見込まれ
ることから「達成可能」とした。

県立学
校課

194 14歳の挑戦（中学校）
全校で実

施
全校で実施 全校で実施 全校で実施

全校で実
施

全校で実施 現状維持

・本事業の実施には、地域の事業
所の協力が必要不可欠である。受
け入れ事業所数は微少ながら
年々増加しており、地域の事業所
の理解と協力によって全校での実
施を可能にしている。

達成可能

・事業実施後のアンケートでは、生徒、保
護者、事業所、教職員とも高い評価で、さ
らに、地域の事業所やＰＴＡ・保護者が本
事業に対して協力的であることから「達成
可能」とした。

小中学
校課

195
新規高校卒業生の県内就
職率
（％）

93.6% 94.2% 94.3% 92.1% 94.2% 95.1% 現状以上

・就職者のうち県内就職者の本県
の割合は、95.1％と、２年連続上昇
しており、高水準を維持してきてい
る。

達成可能

・キャリア教育の充実、ライフプラン教育の
充実により、高校生の県内企業理解、富
山で働き暮らす良さを知る機会を充実させ
ており、これらの継続により達成見通しを
「達成可能」とした。

県立学
校課

196
新規高校卒業生の就職率
（％）

99.2% 99.6% 99.6% 99.7% 99.9% 99.95% 現状以上

・各学校の丁寧な進路指導、企業
の理解もあり就職を希望する生徒
の就職率は高水準を維持してきて
いる。

要努力

・学校間の連携を図る進路指導主事等連
絡会議や、ハローワーク等との連携、キャ
リア教育アドバイザー等の配置など、学校
の進路指導支援を充実させ、全ての就職
希望者の進路実現を目指す努力の継続
が求められる。このため「要努力」とした。

県立学
校課

197
高校卒業後の進路決定率
（％）

98.1% 98.5% 98.3% 97.8% 98.2% 98.5% 現状以上

・高校卒業後の進学者と就職者の
合計の割合である進路決定率の
全国平均は94.7％に対して、本県
は98.5％と上回っており、全国第1
位となっている。また、98％台で推
移してきている。

達成可能

・キャリア教育の充実は、生徒が学校生活
と社会生活や職業生活を結び、関連付
け、将来の夢と学業を結びつけることとな
り、より明瞭に自己の進路について考える
ことができるようになることから「達成可
能」とした。

県立学
校課

127

②産学官連携による科学技
術分野における若手研究者
育成や子どもの体験学習等
の実施

・国の科学研究費助成事業全体では、新規応
募件数が増加してきていることもあり、採択率
が低下してきていることから、全国的に科学研
究費の取得が厳しい競争になってきていること
が伺われる。
H28年4月から始まった「科学技術基本計画」第
5期では研究開発への投資目標は今後5年間で
26兆円と、第4期よりも1兆円上積みされている
が（第1期の目標を除き）これまで目標とされた
投資額は達成されていない。

・若手研究者育成に向けた事業には、
県内市町村、民間の積極的な協力を頂
いているところである。

Ａ　概ね順調

・フロンティア研究推進事業にて取
組んだ研究の幾つかは国等の研究
助成を獲得するプロジェクトへ発展し
ている。また、将来の人材育成を目
的とした科学体験教室などには毎回
多くの参加があり、科学に対する興
味次世代を担う青少年をはじめ、多
くの県民の皆様が科学技術に触れ
親しむ機会を通じて、科学技術に対
する関心や理解が深められている。

不要
・事業実施の情報発信をさらに強
化し、より多くの県民の参加につな
げていく必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていくとともに、国、市町村、民間
の関係団体と連携を図っていく。

再掲
(63)

競争的資金（科学研究費）
の獲得数
（件）

396件 424件 448件 467件 471件 491件
2,000件
(5ヵ年累

計)

・全国的に採択件数が増加してき
ていることもあり、近年増加の傾向
が続いている。

達成可
能

・近年の採択件数は伸び続けているが、
県内における研究機関の研究者数が増え
る見込みが無い状況において、今後も増
加傾向維持し続けるのは難しい。しかし、
現状を維持し、年間400件を超えることは
可能と思われることから「達成可能」とし
た。

商工企
画課

128

③オリンピックやパラリン
ピック等での活躍を目指す
トップアスリートの育成・支
援体制づくり

・国では、平成24年3月にスポーツ基本計画を
策定するとともに、平成25年に東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催が決定したことを受け、
国際競技力の向上はもとより、スポーツによる
健康増進、スポーツを通じた地域の活性化、国
際貢献など、スポーツ行政を総合的・一体的に
推進するため、スポーツ庁を設置した。また、平
成28年度末にはスポーツ基本計画の見直しが
予定されている。

・全国や世界の檜舞台で活躍できるトッ
プアスリートを育成・強化するために、県
総合体育センターを強化の中核拠点と
して位置づけ、ＮＴＣ、ＪＩＳＳとの連携を
強化するとともに、競技力強化の推進母
体である富山県体育協会と連携し、
TOYAMAアスリートマルチサポート事業
に加え、オリンピックなどに帯同して日
本代表選手のサポート経験のあるスー
パートレーナーを配置し、スポーツ医・科
学的サポートの充実など、各種強化事
業の効果的・効率的な推進を図ってい
る。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・ジュニア期からの発掘・育成・強化
の一貫指導体制の整備やスポーツ
医・科学的サポートの充実により、少
年勢が活躍するなど徐々に成果が
現れてきている。

不要

・「元気とやまスポーツプラン」にお
いて、全国や世界の檜舞台で活躍
出来る選手の育成と強化を基本施
策の一つとし、本県の実情に即し
た具体的な強化策を推進する必要
がある。
・2020東京オリンピックを見据え、
選手の育成・強化を推進するととも
に、より効果的なスポーツ医・科学
的サポートを実戦する必要があ
り、指導レベルの向上が求められ
る。

・2020東京オリンピックを見据え、
本県の若い選手達の活躍が期待
される競技への強化を推進すると
ともに、ジュニア日本代表等の海
外派遣を支援し、競技力の向上を
図る。
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国民体育大会、全国高等
学校総合体育大会及び全
国中学校体育大会におけ
る上位入賞数（３位以内入
賞数）

46 37 41 34 28 29 47以上

・2000年国体後、一貫指導体制の
再編整備や少年種別の重点強
化、競技者育成プログラムの作成
に取り組むことで、全国高校総体
における入賞数が増加した。近年
は、全国中学校体育大会上位入
賞数が低下傾向にあり全体数の
低下になっている。

要努力

・一貫指導体制を充実させるために、小学
生を対象とした「未来のアスリート発掘事
業」や中・高校生を対象とした「元気とやま
スポーツ道場」、平成２１年度からは少年
種別お家芸競技重点強化など、ジュニア
層からの発掘や育成・強化を進めており、
その成果が表れ始めているが、国体の成
績（順位）と人口規模との比較などを考慮
すると容易ではなく、今後も児童生徒の長
期的な視野に立った継続的な育成・強化
が必要であり、達成見通しは「要努力」とし
た。

知事政
策局
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④幅広い県民のボランティ
ア活動への参加促進

・ニッポン一億総活躍プラン（H28.6）や経済財政
運営と改革の基本方針2016（H28.6）において、
多様な主体による共助社会づくりが推進されて
いる。

・県民ボランティア総合支援センターや
県・市町村社会福祉協議会と連携し、各
種研修や活動体験等を実施することで、
幅広い県民のボランティア活動への参
加促進に取り組んでいる。

Ａ　概ね順調

・ボランティア・ＮＰＯ大会（H27:参加
者延べ5,700名）や、各種研修の開
催といったボランティア普及啓発事
業を総合的に展開しており、ボラン
ティア活動者数は増加傾向にある
（H27:71,046人）。

不要

・現状では、ボランティア活動者数
は増加傾向にあるものの、今後、
人口減が見込まれるなか、ボラン
ティア数の着実な増加を図るた
め、活動体験、研修などを通じて、
ボランティアの普及啓発や人材育
成を進め、児童・生徒や学生、熟
年世代、勤労者などの幅広い県民
のボランティア活動への参加を促
進する必要がある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進
し、関係団体と連携しながら県民
のボランティア活動への更なる参
加促進を図る。

199

ボランティア活動者数（地
域で継続的に活動している
ボランティア数）
（人）

61,108人 62,436人 66,288人 64,033人 70,862人 71,046人 74,500人

・H22からH27までの５年間の増加
数は、9,938人（1年あたり約1,988
人）となっている。
※H23以前は、10月1日現在、H24
以降は、3月31日現在。

達成可能

・中高年世代が培ってきた力を社会貢献
活動に活かせるよう研修を行うなど、引き
続き幅広い世代からの参加者の掘り起こ
しを行うことにより、達成可能とした。

男女参
画・県民
協働課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

３　地域を担う
人づくり

（イ）「心の元
気」を醸成す
る文化の振興

（ウ）未来を拓
く人材育成

126
①社会で活きる実践的な力
の育成

・平成28年3月より「青少年の雇用の促進等に
関する法律」において、新規学校卒業段階での
ミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充
実した職業人生を歩んでいくため、労働条件に
加え、就労実態等の職場情報も併せて提供す
ることが努力義務となった。

・これまでも、労働局、ハローワークと連
携した就職担当者連絡会議等を実施し
てきているが、様々な機会を通して情報
の共有化を図っている。

Ａ　概ね順調

・就職希望者の就職内定率は
99.95%(H27年度)。
・インターンシップ体験率は
73.9%(H27年度)。
・ライフプラン教育に関する小冊子を
完成させ、全高校１年生に配布し
た。
・平成28年度第２回より(独)教員研
修センターのキャリア教育指導者養
成研修を本県で開催することとなっ
た。

不要

・インターンシップの一層の推進を
図り、特に普通科、総合学科での
体験率を向上させる必要がある。
・普通科系高校におけるキャリア
教育の推進を図る必要がある。
・14歳の挑戦では、地域の事業所
は、５日間の生徒の受け入れに概
ね協力的であるが、事業所によっ
ては、受け入れ体制の不十分さか
ら、生徒に十分な活動をさせること
ができない事業所もある。

・引き続き、平成28年度当初予算
に盛り込んだ事業を着実に推進し
ていく。
・これまでの事業の成果を説明し
ながら引き続き、県内各経済団体
への協力を依頼し求人の確保に
努めるとともに、高校生に広く県内
企業の魅力を伝え、理解を進め
る。

18
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130
⑤地域貢献に取り組むＮＰ
Ｏの活動基盤の充実と協働
の推進

・ニッポン一億総活躍プラン（H28.6）や経済財政
運営と改革の基本方針2016（H28.6）において、
多様な主体による共助社会づくりが推進されて
いる。

・県民やＮＰＯ、企業など多様な主体が
積極的に協働することにより、地域が活
性化されるよう、ボランティア・ＮＰＯの普
及啓発、ＮＰＯの活動支援、寄付文化の
醸成、企業等との協働等の推進など、
官民をあげて支援を強化している。

Ｂ　概ね順調
であるが、より
一層の施策の
推進が必要

・ＮＰＯ法人制度の普及啓発や法人
設立支援を行うことにより、新たなＮ
ＰＯ法人認証数は着実に増加してい
る（H27は14法人）。
・新幹線開業県民協働事業で18件、
ＮＰＯと企業との協働推進事業で６
件の事業採択を行い、ＮＰＯと行政
との協働推進を着実に進めている。

不要

・ＮＰＯ法人数は着実に増加してい
るが、解散する法人が増加してい
るため、ＮＰＯ活動への理解の促
進とＮＰＯの自立的な活動を推進
するための活動基盤の安定・強化
を図る必要がある。

・引き続き、県民ボランティア総合
支援センターと連携し、ＮＰＯ法人
の設立支援や管理運営に関する
講座の開催等、各種ＮＰＯ支援の
充実に取り組むとともに、ＮＰＯと
の協働の取組みを推進する。

200
NPO法人認証数（累計）
（法人）

295法人 306法人 336法人 348法人 359法人 360法人 410法人

・ＮＰＯ法人認証数は着実に増加し
ているが、H27は14法人認証したも
のの13法人が解散したため伸びが
鈍化した。分野別に見ると、福祉
分野のＮＰＯ法人数が最も多い（全
体の35％）が、近年は、他分野の
ＮＰＯ法人についても増加してきて
いる。

要努力

・近年、公益法人改革等により、他組織で
の法人化も容易になったこと等から、増加
数は鈍化傾向にある。
・目標達成のためには、一層のＮＰＯ制度
の普及啓発が必要であるため、要努力と
した。

男女参
画・県民
協働課

再掲
(69)

⑥「とやま起業未来塾」等に
よる若者・女性・熟年者への
起業支援【再掲】

再掲
(104)

とやま起業未来塾修了生
の創業等済率

経営支
援課

再掲
(70)

⑦「とやま観光未来創造塾」
等による観光人材の育成
【再掲】

再掲
(105)

とやま観光未来創造塾の
修了者数（累計）

観光課

４　活力あるま
ち・健やかな暮ら
し・未来を担う人
づくり

３　地域を担う
人づくり

（ウ）未来を拓
く人材育成
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